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ご あ い さ つ

第６５回九州地区公立学校教頭会研究大会

大分大会実行委員会

実行委員長　姫　野　貴　文

九州地区公立学校教頭会の会員のみなさま、別府温泉や湯布院温泉をはじめとする多くの温泉を
有する「日本一のおんせん県おおいた」へようこそお越しいただきました。大分県の中心部にあた
るこの大分市は、府内とよばれ大友氏の城下として栄えました。豊かな自然と温暖な気候がもたら
す農産物、水産物の数々、そしてスポーツ振興等活気あふれるこの大分市へお越しのみなさまを心
から歓迎いたします。

この大分市において、九州各県の副校長・教頭先生方のみなさまとともに、第６５回九州地区公
立学校教頭会研究大会大分大会ならびに第５８回大分県公立学校教頭会研究大会を盛大に開催でき
ますことを心より嬉しく思います。

本研究大会を開催するにあたり、公務ご多用のところ、多数のご来賓のみなさまにご出席賜り、
ご祝辞をいただくことに厚くお礼申し上げます。また、大分大学大学院教授／元独立行政法人教職
員支援機構つくば中央研修センター長の清國祐二様には、記念講演を快く引き受けていただき心よ
り感謝申し上げます。さらに、各分科会において、指導助言をいただきます諸先生方、ご支援を賜
りました大分県教育委員会、大分市教育委員会、大分県校長会、九州各県教育委員会、全国公立学
校教頭会ならびに関係諸団体各位に対しましても感謝申し上げます。

さて、昨年１２月中央教育委員会諮問を受け、学習指導要領の改訂に向けた議論が始まりました。
少子化・高齢化、グローバル情勢の混迷、生成AI等デジタル技術の発展などにより、VUCA時代
（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）を生きる子どもたちにとって必要な力を育成することが求
められています。わたしたちの学校現場においても、教職員のウェルビーイングの実現など学校文
化そのものを見直し、アップデートすることが急務であります。

本研究大会は、全国公立学校教頭会第１３期全国統一研究主題「未来を切り拓く力を育む　魅力
ある学校づくり」の３年目になります。１年次、２年次の研究成果を踏まえ「自立・協働・創造」
をキーワードに九州各県で組織的、計画的に取り組んできた研究成果の提言をもとにした分科会で
のグループ協議が、参加していただいた方一人一人にとって、自校をより魅力ある学校にするため
の足がかりとなることを期待しています。研究主題に迫る研究協議から、自らの学校づくりを見つ
め直し、その可能性を語り合うことによって、九州地区公立学校教育の一層の充実・発展を期する
とともに九州の会員相互の連携を深める大会になることを望みます。

結びに、本研究大会の運営、準備にご協力いただいた大分県公立学校教頭会のみなさま、各分科
会で提言していただく先生方に敬意を表するとともに、各分科会の司会、記録、運営にご尽力くだ
さいます先生方に感謝申し上げます。

この大分の地にご参集いただいた先生方をはじめ、教頭会会員のみなさまのますますのご活躍と
ご健勝を祈念するとともに、九州各県の学校教育の一層の充実と発展に寄与されることを期待し、
ごあいさつといたします。
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開　催　要　項
第６５回　九州地区公立学校教頭会研究大会
第５８回　大分県公立学校教頭会研究大会

１　主　　催　　　　九州地区公立学校教頭会　　大分県公立学校教頭会

２　後　　援　　　　大分県教育委員会　大分県市町村教育長協議会
大分市教育委員会　大分県小学校長会　大分県中学校長会
福岡県教育委員会　佐賀県教育委員会　長崎県教育委員会
熊本県教育委員会　宮崎県教育委員会　鹿児島県教育委員会
沖縄県教育委員会　全国公立学校教頭会
公益財団法人日本教育公務員弘済会大分支部
大分県ＰＴＡ連合会　一般財団法人大分県教育会館

３　大会主題　　　「未来を切り拓く力を育む　魅力ある学校づくり」（第１３期課題）

４　期　　日　　　令和７年８月７日（木）・８日（金）
　　　　　　　　　　※　分科会打合せ会は６日（水）

５　開 催 地　　　大分県大分市
＊分科会場　J:COMホルトホール大分等７会場
＊全体会場　iichiko総合文化センター

６　日　　程
（１）１日目（分科会）　　令和７年８月７日（木）

①　受　　　付　　　　　　　９：１０～　９：５０
　　分　科　会　　　　　　１０：００～１２：００
　　昼　　　食　　　　　　１２：００～１３：００
　　分　科　会　　　　　　１３：００～１６：４０

（２）２日目（全体会）　　令和７年８月８日（金）
①　受　　付　　　　　　　　９：００～　９：２０
②　開会行事　　　　　　　　９：３０～１０：００
ア　開会のことば
イ　国歌斉唱
ウ　あいさつ

・大会実行委員長
エ　祝　　辞

・大分県教育委員会教育長
・大分市長
・全国公立学校教頭会長

オ　来賓紹介
カ　感謝状贈呈（前年度会長、前事務局職員へ）
キ　閉会のことば
※　準備・連絡　　　　　　１０：００～１０：１５
③　記念講演　　　　　　　１０：２０～１１：５０

演　　題　　　「学校内外の人的資源の生かし方とサーバントの思想」
　　　　　　　　～行為としての愛と欲求・必要の見極め～
講　　師　　　　大分大学大学院教育学研究科　教授　清國祐二氏

④　閉会行事　　　　　　　１２：００～１２：２０
ア　開会のことば
イ　次期開催県会長あいさつ（佐賀県会長）
ウ　大会宣言
エ　万歳三唱（福岡県小学校会長）
オ　閉会のことば
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全体会運営計画
〇　日時　　令和７年８月８日（金）９：３０～１２：２０　　　
〇　場所　　iichiko総合文化センター　大ホール（グランシアタ）

１　開会行事　　　９：３０～１０：００

１　開会のことば　　　　　　　　　　　　　　疋田新一郎 大会実行副委員長
２　国歌斉唱
３　あいさつ
　　・大会実行委員長　　　　　　　　　　　　姫野　貴文 大会実行委員長
４　祝　　辞
　　・大分県教育委員会教育次長　　　　　　　木村　典之 教育次長
　　・大分市教育長　　　　　　　　　　　　　粟井　明彦 教育長
　　・全国公立学校教頭会会長　　　　　　　　稲積　　賢 会長
５　来賓紹介　　　　　　　　　　　　　　　　中山　香代 大会実行副委員長
６　感謝状贈呈（前年度会長　米澤　雄志郎様）姫野　貴文 大会実行委員長
　　　　　　　（前事務所長　石橋　康秀様）
　　　　　　　（前事務局長　荒木　健二様）
７　閉会のことば　　　　　　　　　　　　　　加藤　　博 大会実行副委員長

２　記念講演　　１０：２０～１１：５０
〇　演　題　「学校内外の人的資源の生かし方とサーバントの思想」
　　　　　　～行為としての愛と欲求・必要の見極め～
〇　講　師　　大分大学大学院教育学研究科 教授 清國祐二 氏

３　閉会行事　　１２：００～１２：２０

１　開会のことば　　　　　　　　　　　　中山　香代 大会実行副委員長
２　次期開催県会長あいさつ　　　　　　　足立　成美 佐賀県会長
３　大会宣言決議　　　　　　　　　　　　加藤　　博 大会実行副委員長
４　万歳三唱　　　　　　　　　　　　　　藤井　龍一 福岡県小会長
５　閉会のことば　　　　　　　　　　　　疋田新一郎 大会副委員長
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全体会場座席図【開会行事・記念講演・閉会行事】
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第６５回　九州地区公立学校教頭会研究大会　大分大会
研究主題と研究課題

 

 
第１３期全国統一研究主題 

未来を切り拓く力を育む 魅力ある学校づくり 

キーワード（自立・協働・創造） 

未来を切り拓く力を育む 

魅力ある学校づくり 

１ 教育課程 ２ 子供の発達 

３ 教育環境整備 ４ 組織・運営 

５ 教職員の専門性 
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分科会会順
【受付　９：１０～９：５０】

係 会　　　順 時　間
運営委員１ １　開会のあいさつ 10：00～10：10 １０分

２　指導助言者及び提言者、司会者、記録者の紹介
３　司会者のあいさつと会の進め方説明

提言者１ ４　提言１（２５分） 10：10～10：35 ２５分
司会者１ ５　協議

（１）質疑応答（１０分） 10：35～10：45 ７０分
（２）グループ協議（４５分）　＊自己紹介含む 10：45～11：30
（３）全体協議（１５分） 11：30～11：45

指導助言者１ ６　提言１の講評（１０分） 11：45～11：55 １０分
運営委員１ ７　午前の休会宣言（昼食、休憩の連絡等） 11：55～12：00 ５分

　〇　弁当の配布
　〇　食事場所、後始末協力
　〇　湯茶、喫煙場所案内
　〇　指導助言者の食事案内

案　内　・　昼　食 12：00～13：00 ６０分
運営委員２ ８　午後の再開宣言 13：00
提言者２ ９　提言２（２５分） 13：00～13：25 ２５分
司会者２ １０　協議

（１）質疑応答（１０分） 13：25～13：35 ６０分
（２）グループ協議（３５分） 13：35～14：10
（３）全体協議（１５分） 14：10～14：25

指導助言者１ 11　提言２の講評（１０分） 14：25～14：35 １０分
運営委員２ 12　諸連絡・休憩・発表準備 14：35～14：50 １５分
提言者３ 13　提言３（２５分） 14：50～15：15 ２５分
司会者２ 14　協議

（１）質疑応答（１０分） 15：15～15：25 ６０分
（２）グループ協議（３５分） 15：25～16：00
（３）全体協議（１５分） 16：00～16：15

指導助言者２ 15　提言３の講評（１０分） 16：15～16：25 １０分
指導助言者２ 16　全体総括（分科会の様子等） 16：25～16：35 １０分
運営委員１ 17　指導助言者の退席案内 16：35～
運営委員２ 18　閉会行事 16：35～16：40 ５分

　〇　閉会のあいさつ
　〇　２日目の日程説明
　〇　会場の後始末

運営委員 19　解散後の仕事 16：40～
　〇　会場の復元、掲示物の回収等
　〇　記録用紙回収
　〇　残資料の整理
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分科会の概要
分　科　会

（会　場　名） 提言県 研究課題 内　容　例

第１分科会
【Ａ】

ホルトホール大分
３階　大会議室

鹿児島（小）
長崎（中）
大分（小）

教育課程に
関する課題

◇信頼される学校づくりに資する「社会に開
かれた教育課程」の編成・実施・評価に関
すること（カリキュラムマネジメント）

◇教育目標の設定と具現化に関すること
◇教科横断的な視点に立った資質・能力に関

すること
◇教育課程の実施と学習評価に関すること
◇幼・保・小・中・高・特別支援学校の連携

に関すること
◇小中一貫教育に関すること
◇家庭や地域との連携及び協働に関すること

第１分科会
【Ｂ】

コンパルホール
３階　多目的ホール

熊本（小）
宮崎（中）
大分（小）

第２分科会
ソレイユ

７階　カトレア（全）

佐賀（小）
福岡（中）
大分（中）

子供の発達に
関する課題

◇確かな学力の確実な定着に関わること
◇児童生徒の豊かな人間性の育成に関わるこ

と
◇児童生徒の健康・体力の増進に関わること
◇生き抜く力やこれから求められる資質・能

力の育成に関わること
◇その他、児童生徒の発達を支える教育課題

に関わること

第３分科会
トキハ会館

５階　ローズの間

沖縄（小）
鹿児島（中）
大分（小）

教育環境整備に
関する課題

◇児童生徒の安心安全に関すること
◇学校の施設設備に関すること
◇学校、家庭、地域との連携と協働に関する

こと
◇学校規模適正化に関すること
◇文書事務、経理事務の管理に関すること
◇教育の情報化に関すること

第４分科会
大分第２ソフィア

プラザビル
２階　ソフィアホール

長崎（小）
熊本（中）
大分（中）

組織・運営に
関する課題

◇学校運営全般に関すること
◇人材育成や組織力向上に関すること
◇リスク管理や危機管理に関すること
◇地域連携（コミュニティ・スクールなど）

に関すること
◇異校種間連携に関すること
◇その他、組織・運営に関すること

第５分科会
【Ａ】

アイネス
（NS大分ビル）
２階　大会議室

宮崎（小）
佐賀（中）
大分（中）

教職員の専門性に
関する課題

◇教職員の専門家としての意識高揚に関する
こと

◇教職員の指導力等の育成に関すること
◇教職員の研修に関すること
◇教職員の服務に関すること
◇学校段階間連携を通した、教職員の課題意

識の向上に関すること
◇教職員の協働体制の構築に関すること
◇教職員の学校運営参画意識の向上に関する

こと

第５分科会
【Ｂ】

ホテル日航大分
オアシスタワー
５階　孔雀の間

福岡（小）
沖縄（中）
大分（小）
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分科会構成一覧
分科会

研究課題
指導助言者 提言者

種別 県教育委員会 県校長会 九州 大分

１Ａ

教育課程に関す
る課題

中津教育事務所
次長兼指導課長

川口　陽

豊後高田市立
香々地小学校 校長

德本　修

鹿児島県
鹿児島市立宮小学校

柏本　啓太
〈提言１〉

長崎県
五島市立富江中学校

山下　譲治
〈提言２〉

豊後高田市立
草地小学校
白川　尚伸
〈提言３〉

１Ｂ
大分教育事務所
次長兼指導課長

安東　憲雄

大分市立
舞鶴小学校 校長

江隈　英明

熊本県
山鹿市立鹿北小学校

鹿子木　英樹
〈提言１〉

宮崎県
都城市立姫城中学校

黒木　秀一
〈提言２〉

大分市立
大道小学校
古澤　拓也
〈提言３〉

２ 子どもの発達に
関する課題

佐伯教育事務所
次長兼指導課長

御鱗　角治

佐伯市立
鶴谷中学校 校長

安達　一郎

佐賀県
武雄市立武雄小学校

森　裕子
〈提言１〉

福岡県
直方市立直方第一中学校

堀　憲文
〈提言２〉

佐伯市立
蒲江翔南中学校

戸坂　貴行
〈提言３〉

３ 教育環境整備に
関する課題

竹田教育事務所
次長兼指導課長

重石　泰崇

竹田市立
竹田小学校 校長
安東　紀代美

沖縄県
国頭村立奥間小学校

亀川　智洋
〈提言１〉

鹿児島県
霧島市立牧之原中学校

鮎川　康弘
〈提言２〉

竹田市立
豊岡小学校
廣瀬　雅彦
〈提言３〉

４ 組織・運営に関
する課題

別府教育事務所
次長兼指導課長

松木　利幸

日出町立
大神中学校 校長

河野　理

長崎県
新上五島町立上郷小学校

渡辺　明信
〈提言１〉

熊本県
八代市立東陽中学校

下田　晶子
〈提言２〉

日出町立
日出中学校
阿部　尚史
〈提言３〉

５Ａ

教職員の専門性
に関する課題

義務教育課
指導主事兼課長補佐

瀧口　忍

臼杵市立
東中学校 校長
後藤　徳一

宮崎県
串間市立本城小学校

山之口　晃一郎
〈提言１〉

佐賀県
太良町立大浦中学校

中原　禎明
〈提言２〉

臼杵市立
西中学校
首藤　剛

〈提言３〉

５Ｂ
日田教育事務所
次長兼指導課長

杉野　好治

日田市立
髙瀬小学校 校長

山口　健

福岡県
北九州市立一枝小学校

大谷　良子
〈提言１〉

沖縄県
那覇市立那覇中学校

菊地　智裕
〈提言２〉

日田市立
桂林小学校
髙倉　武司
〈提言３〉
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分科会
司会者 記録者 運営委員 会場責任者 会場

種別

１Ａ
豊後高田市立
桂陽小学校
安藤　絵里

大分市立
南大分中学校
戸次　弘子

豊後高田市立
戴星学園

尾島　慶子

大分市立
南大分中学校
池田　明彦

大分市立
横瀬西小学校

後藤　茂

大分市立
南大分小学校
三宮　英利

豊後高田市立香々地小学校
野々村　道明

大分市立野津原小学校
小倉　春男

（兼　安全防災係）

J:COM ホルト
ホール大分

３階
大会議室

１Ｂ
大分市立

大道小学校
柴尾　則子

大分市立
上野ヶ丘中学校学校

内山　靖彦

大分市立
津留小学校
後藤　啓子

大分市立
神崎小学校
朝倉　由佳

大分市立
金池小学校
中原　健雄

大分市立
春日町小学校
廣田　貞治

国東市立国東中学校
大村　隆幸

　
大分市立滝尾小学校

太田　英彦
（兼　安全防災係）

コンパルホール
３階

多目的ホール

２
佐伯市立

八幡小学校
齋藤　貴雅

大分市立
稙田南中学校
山路　康弘

佐伯市立
鶴谷中学校
脇坂　希

大分市立
稙田小学校

財津　あずさ

大分市立
田尻小学校
嶺　猛毅

大分市立
横瀬小学校
川井　英史

佐伯市立佐伯城南中学校
五十川　芳香

　
由布市立塚原小学校

濱小路　国弘
（兼　安全防災係）

ソレイユ
７階

カトレア

３
竹田市立

竹田小学校
山村　寿孝

大分市立
大在小学校
平山　立哉

竹田市立
南部小学校
多田　智哉

大分市立
こうざき小学校

長濱　修司

大分市立
鶴崎中学校
坪根　恭平

大分市立
大東中学校
須藤　健二

竹田市立緑ヶ丘中学校
内川　和徳

　
大分市立丹生小学校

後藤　英明
（兼　安全防災係）

トキハ会館
５階

ローズの間

４
日出町立

豊岡小学校
北﨑　亜希子

大分市立
明野中学校
伊東　貴文

日出町立
大神中学校
松本　律子

大分市立
滝尾小学校
佐藤　賢次

大分市立
滝尾中学校
中　小百合

大分市立
竹中中学校

二豊学園分校
志賀　良史

日出町立豊岡小学校
北﨑　亜希子

　
大分市立原川中学校

佐藤　伸治
（兼　安全防災係）

大分第２
ソフィアプラザ

ビル
２階

ソフィアホール

５Ａ
臼杵市立

野津中学校
谷口　俊彦

大分市立
吉野小学校
奈良　俊輔

臼杵市立
海辺小学校
渡辺　美穂

大分市立
鴛野小学校
鳥羽　篤志

大分市立
竹中中学校
安部　直子

大分市立
判田中学校
後藤　賢治

臼杵市立市浜小学校
釘宮　英幸

　
大分市立竹中小学校

今村　国博
（兼　安全防災係）

アイネス
（NS 大分ビル）

２階
大会議室

５Ｂ
日田市立

光岡小学校
諌山　裕

大分市立
明治北小学校
安部　哲也

日田市立
三和小学校
田中　聖

大分市立
大在西小学校
渡邊　弓恵

大分市立
鶴崎小学校
丹生　悦雄

大分市立
松岡小学校
高橋　園恵

日田市立石井小学校
松原　圭一朗

　
大分市立川添小学校

中島　洋一
（兼　安全防災係）

ホテル日航大分
オアシスタワー

５階
孔雀の間
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会場案内図
 

                
 

①①  

②②  

 
  

① 全体会 会場 iichiko 総合文化センター 大ホール（グランシアタ） 

② 第１A 分科会 会場 ホルトホール３階 大会議室 

③ 第１B 分科会 会場 コンパルホール３階 多目的ホール 

④ 第２分科会 会場 ソレイユ２階 大会議室 

⑤ 第３分科会 会場 トキハ会館５階 ローズの間 

⑥ 第４分科会 会場 大分第２ソフィアプラザビル２階 ソフィアホール 

⑦ 第５A 分科会 会場 アイネス２階 大会議室

⑧ 第５B 分科会 会場 ホテル日航大分オアシスタワー５階 孔雀の間 

⑤⑤  

④④  大分県庁 

大分市役所 

中
央
通
り 

セ
ン
ト
ポ
ル
タ
中
央
町 

日豊本線 

⑧⑧  

③③  

⑦⑦  

⑥⑥  

大分駅 

国道１０号線 

国道１９７号線 至別府 

ガレリア竹町 

【【会会場場①①④④⑥⑥⑦⑦⑧⑧付付近近へへ、、徒徒歩歩のの場場合合】】  

  大大分分駅駅かからら徒徒歩歩約約２２００分分  

【【会会場場①①④④⑥⑥⑦⑦⑧⑧へへ、、ババスス利利用用のの場場合合】】  

「「大大分分駅駅前前」」バス停乗車（大分交通）➡ 

≪行先の系統番号≫Q２５、Q８、BQ７，BQ６、Q17 

          ★すべて「「西西春春日日町町経経由由」」  

➡「「オオアアシシススひひろろばば前前」」バス停下車 

料金 ２２００００円円  



第１Ａ分科会　「教育課程に関する課題」

提言１
研 究 主 題 ９か年を通した「学習者主体の学び」を具現化する教育課程を目指して

副 主 題 ビジョンの共有と連携・協働の推進役としての教頭の関わり方

協 議 の 柱 小中連携を図りながら、授業改善を進めるための副校長・教頭の役割

提 言 者 鹿児島市立宮小学校　　柏　本　啓　太（鹿児島県）

提言２
研 究 主 題 五島に誇りを持ち続け　ふるさとに貢献できる生徒の育成

副 主 題 つながりを深めるための教頭の役割について

協 議 の 柱
ふるさとに貢献をすることのできる生徒の育成に向けて、教頭は、教育
課程においてどのような関わりを持てば、実りあるふるさと教育の実践
ができるのか

提 言 者 五島市立富江中学校　　山　下　譲　治（長崎県）

提言 3
研 究 主 題 学校・家庭・地域の願いをのせた「社会に開かれた教育課程」の編成に

ついて

副 主 題 三者が一体となってつくる交流活動を教育課程にどう位置づけたか

協 議 の 柱 小規模校における保護者・地域とつくる交流活動の教育課程への位置づ
け

提 言 者 豊後高田市立呉崎小学校　　白　川　尚　伸（大分県）

指導助言者 中津教育事務所　次長兼指導課長　　川　口　　陽

指導助言者 豊後高田市立香々地小学校　校長　　德　本　　修





１　テーマ設定の理由
「ＶＵＣＡの時代」と言われる昨今、学校教育

には、学習者主体の学びを通して、様々な困難な
課題に、自ら考え、判断し、積極的に対応する子
供の育成が求められている。

しかし、各学校の課題として「学習者主体の学
びが教員に浸透していない」、「取組そのものが
目的化している」などが挙げられている。また、
小学校では、授業における教員の関わり方に学校
差が見られた。これらは、「学び」に対する教員
のビジョンが必ずしも同じでないことを示唆して
いる。その差違は学び方の差違を生み、学年間、
校種間の円滑な接続の阻害要因になると考える。

そこで、本研究では、９か年を通した学習者主
体の学びを具現化する教育課程について、ビジョ
ンの共有と連携・協働の面から、その推進役とし
ての教頭の役割について追究することにした。

２　研究のねらい
⑴　学習者主体の学びの目的を明らかにし、吉

田地区内の教員で共有する。
⑵　「学び」に対するビジョンの共有と、連

携・協働の推進に向けた教頭の役割を明らか
にする。

⑶　９か年を通した学習者主体の学びを具現化
する教育課程を評価・改善するための、マネ
ジメントサイクルを確立する。

３　研究の経過
本研究は、学校規模や実態が異なる公立小学校

５校の共同研究である。その推進に当たっては、
次の４点が大切であると考えた。
○　学校間の日常的な情報共有と連携・協働

（協働性、継続性、関与性）
○　日常的な情報共有と連携・協働のための環

境整備（協働性、継続性、関与性）
○　各学校の教員が試行・評価・改善できる期

間の確保（継続性、関与性）
○　カリキュラムマネジメント（継続性、関与

性）
そこで、研究期間を４期に分け、各項目の重点

年度と改善・継続期間を検討した（表１）。また、
各期の研究内容を以下のように構想した（　　は、

各項目の重点取組年度）。
⑴　第１期（令和５年度：調査と環境整備）

①　学習者主体の学びに関する理論研究
②　本研究における教頭の役割の明確化
③　日常的な連携・協働体制の確立に向けた

環境整備（※Microsoft Teamsの活用）
　※　以下、「Teams」と記す。
④　学習者主体の学びに関する提案（Ｃ小の

提案授業：※小中連携研修会）
　※　以下、「連携研修」と記す。
⑤　学習者主体の学びに関する課題集約

⑵　第２期（令和６年度：試行、情報共有）
①　各校における学習者主体の学びの試行と

連携研修における情報共有（Ｇ中、Ｂ小の
提案授業：連携研修）

②　Teamsを活用した日常的な小中連携、
小小連携の試行（主にデータ共有）

③　小学校間の合同研修会の実施（Ａ－Ｃ小、
Ｃ－Ｄ小、Ｂ小－Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ小）

④　学習者主体の学びの評価に関する提案
（評価内容と方法：連携研修会）

　→　ScTNライト版の活用
⑶　第３期（令和７年度：試行、日常的な連

携・協働、教育課程への位置付け）
⑷　第４期（令和８年度～：日常的な連携・協

働、教育課程の評価と見直し）
表１　研究計画（◎：重点、〇：継続・改善）

４　研究の実際
⑴　第１期（調査と環境整備）の主な取組

①　「学習者主体の学び」とは
「子供が主体となって興味・関心に応じ

て学習方法や内容を選択・決定していく学
び」と捉えた。また、学習者主体の学びの
目的と意義について次の２点を教頭間で共

１
Ａ

９か年を通した「学習者主体の学び」を具現化する教育課程を目指して
－ビジョンの共有と連携・協働の推進役としての教頭のかかわり方－

鹿児島県鹿児島地区提言者　　鹿児島市立宮小学校　教頭 　柏　本　啓　太
共同研究者　　吉田地区教頭会
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有した。
目的：学習や学校生活に自己決定・集団

の意思決定の場を位置付け、子供
の学びに向かう力、人間性等を高
める。

意義：学びに向かう力、人間性等が高ま
ることで、知識及び技能や思考力、
判断力、表現力等も相乗的・総合
的に高まる。

②　本研究における教頭の役割
「子どもたちにとっての最大の教育環境

は、教員である」と言われるように、本研
究の主体は教員である。教頭は、一人一人
の教員の主体的な学びに向き合い、関わり、
支える存在でありたいと考える。その理念
に立ち、本研究における教頭の役割を次の
６点とした。
ア　環境整備（以下、環と記す。）
イ　情報収集と整理（以下、情と記す。）
ウ　各学校の連携・協働（以下、連と記

す。）
エ　教員への広報・啓発（以下、広と記

す。）
オ　教員への指導・助言（以下、指と記

す。）
カ　校長への進言（以下、進と記す。）

③　日常的な連携・協働体制の確立に向けた
環境整備（環、情、広）

各学校が日常的に連携・協働できるよう
に、各学校の教頭を所有者としてTeams
グループを立ち上げ、教員に周知した。令
和６年度現在、次のような場面で活用して
いる。
ア　各学校の実践に関する情報共有
イ　連携研修の運営に関する情報提供
ウ　分科会のチャネルによる情報共有
エ　リモート分科会の実施（実施時のみ

担当者を所有者として登録する。）
オ　リモート研究授業の実施

第１期は、各学校の実践や連携研修に関
する情報を「ファイル」に格納し、吉田地
区内のすべての教員がいつでも閲覧できる
ようなデータ共有のツールとして試験運用
を始めた。また、第２回連携研修において、
活用状況や改善に向けた要望を集約した。
その結果「分科会の情報共有のために、分
科会ごとにチャネルを作成してほしい」と
の要望が挙げられた。

そこで、第２期においては、各分科会の

チャネルを設定し、分科会ごとに情報共有
ができるようにした（図１）。

今後も、日常的に活用する雰囲気を高め
るため、教員への広報・啓発に努めるとと
もに、活用事例や要望を収集し、より便利
なツールを目指して改善を図りたい。

【図１　Teamsによる日常的な情報共有】
④　学習者主体の学びに関する提案

第２回連携研修において、担当校である
Ｃ小が、学習者主体の学びを視点とした提
案授業を全学級で行った（図２）。

【図２　連携研修における提案授業（Ｃ小）】
連携研修の運営や参加に当たっては、教頭

として次のように関わった。
ア　参観の視点の協議（教頭間：連）
イ　参観の視点をまとめた資料作成（Ｃ

小：研修係へ指）
ウ　教員への周知（各学校：広、指）
エ　参観者の評価集約と周知（Ｃ小：研

修係と情、連、指→各学校：広）
オ　連携研修推進委員会における改善策

の提案（Ｃ小→委員：連、広）

１
Ａ
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授業後の参観者の評価（自由記述）は、
肯定的な内容と否定的な内容に二分された。
そのうち、否定的な記述は次のような内容
であった。
●　子供はとても頑張っていたと思うが、

学習を楽しんでいるのだろうかと感じ
た。

●　小学校低学年では学習者主体は難し
いと思う。授業者が苦しくならないよ
うな設定にしてほしい。
これらから、学習者主体の学びに対する

ビジョンの共有は、「学習者主体の学びに
否定的な教員が一定数存在する」、「学習
者主体の学びに対する捉え方に教員間の差
違がある」という課題を踏まえて進める必
要があると考えた。

１月にＣ校で実施した第２回連携研修推
進委員会では、以上の課題を共有し、次年
度以降の連携・協働の在り方について協議
した。その結果、第２期の方向性が次のよ
うに決まった。
○　各学校の実態に応じて学習者主体の

学びを推進し、その在り方を追究する
（実践方法は揃えない）。

○　各学校の実践を共有し、学習者主体
の学びに対する教員のビジョンを揃え
る（目的や意義を共有する）。

⑵　第２期（試行と情報共有）の主な取組
①　小学校間の合同研修会（連、指）

ア　Ｃ小とＤ小の合同研究授業・授業研究
Ｃ小は複式学級におけるガイド学習か

ら学習者主体の学びのヒントを得るた
め、Ｄ小と連携し、６月に合同研究授
業・授業研究を実施した。Ｃ小職員の振
り返り（自由記述）には、「学習者主体
の学びのイメージをアップデートするこ
とができた。」、「学び方に見通しをも
たせるための構造的な板書が参考になっ
た。これからの授業実践に生かしていき
たい。」などの記述が見られた（図３）。

【図３　Ｃ小とＤ小の合同研修会】

イ　Ｃ小校長を講師としたＡ小の校内研修
Ａ小は学習者主体の学びに対するビ

ジョンを教員間で共有するため、９月に
Ｃ小の校長を講師とした校内研修を行っ
た。「『学習者主体の学び』に向けた授
業改善は『自律・自走する子供の育成』
に向けた手段である」、「その範疇は、
教育活動全体である」といったＣ小のビ
ジョンに、Ａ小の教員からは「子供主体
の運動会を企画してみてはどうか」など
の声が聞かれた（図４）。

【図４　Ａ小の校内研修（Ｃ小校長の講話）】
ウ　Ｂ小主催の合同研修会

非認知能力の育成に向けた学習者主体
の学びの在り方を追究しているＢ小は、
１２月に星槎大学の北川達夫氏を講師と
した合同研修会を企画・実施した（図
５）。また、許可を得て、講話の動画を
Teamsで配信した。合同研修会に参加
したり、動画視聴したりした教員からは、
「非認知能力について『自分と向き合う
力』、『友達と向き合う力』、『課題と
向き合う力』とする捉え方が参考になっ
た。学習者主体の学びを通して育成した
い。」などの感想が寄せられた。

【図５　Ｂ小主催の合同研修会】
なお、合同研修会の企画・実施や参加

に当たっては、教頭として次のように関
わった。

ア　研修会の日程と研修内容に関する連絡
調整（教頭間：連）

イ　参観・参加の視点をまとめた資料作成
（研修係へ指）

ウ　各学校の教員への周知（広、指）

１
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②　連携研修における情報共有
第２回連携研修で、担当校のＢ小が、

「学習過程に自己選択・自己決定の場を位
置付ける」ことを学習者主体の学びの視点
とした提案授業を全学級で行った。また、
学習指導分科会では「学びの羅針盤」（令
和６年３月　鹿児島県教育委員会）を参考
にＢ小が作成した、参観者用資料の在り方
についても協議した（図６）。

【図６　学習指導分科会における協議】
Ｂ小の参観者用資料（図７）には、「非

認知能力育成の視点」とアイコン化された
「学習者主体の授業の視点」が位置付けら
れており、協議では、「視点のアイコン化
は授業者にとっても、参観者にとっても分
かりやすいと感じた」などの肯定的な感想
が出された。

【図７　Ｂ小の参観者向け資料（提案）】
授業後の参観者の評価（自由記述）には、

次のような記述が見られた。
○　学習者主体の学びを参観の視点に位

置付けており、どの授業にも提案性が
あった。

○　学習者主体の授業の視点が参考に
なった。

○　時代を反映して非認知能力の育成に
配慮した授業を構成しようとする姿勢
に共感する。
肯定的で具体的な記述がほとんどであっ

た。肯定と否定に二分されていた第１期と
の比較から、学習者主体の学びの実践とビ
ジョンの共有が各学校において進んでいる
ことが分かった。

③　「ScTN質問紙」による学習者主体の学
びの評価と授業改善（情、連、指、進）

学習者主体の学びにおいては、子供自身

の学びの見通しと自覚化が大切である。ま
た、教員自身が子供の授業評価を基に課題
を明確化し、授業改善に生かすことも重要
である。

そこで、「ScTN質問紙」を活用した子
供の授業評価の共通実践化を進めている。
ア　ScTN質問紙とは

主体的・対話的で深い学びの実現状
況の評価に特化した質問紙である。教
員は、MEXCBTで質問紙を配信したり、
「ScTN View」で可視化された回答状
況を分析し、授業改善に生かしたりする
ことができる。

イ　吉田地区内の小学校の実践
全校一斉の実施に向け、目的や意義、

実施プランを校長に進言した。また、研
修係に働き掛けてショート研修を行った
り、実施や分析のサポートをしたりする
ことで、共通実践化を進めている。さら
に、資料等をTeamsのファイルに格納
し、共有している。今後は、変容分析に
よる授業改善について指導・助言し、学
習者主体の学びの充実につなげたい。

５　研究の成果と課題
⑴　第２期までの研究の成果

①　学習者主体の学びの具現化に特化して、
学校間の連携・協働を円滑にする環境を整
えたことで、日常的な情報共有を実現する
ことができた。

②　「試行期間」を設けるとともに、小小間
の合同研修を推進したことで、各学校にお
ける研究推進の体制を整えることができた。

⑵　研究の課題（第３期に向けて）
①　ScTN質問紙による授業評価の共通実践

化を進め、授業改善についての広報・啓発
や指導・助言を充実させる必要がある。

②　小小連携の更なる充実とともに、日常的
な小中連携に向けた連携・協働体制を一層
整える必要がある。

③　学習者主体の学びの実現に向けた実践の
成果と課題を第４期の教育課程に反映させ
るため、各校の研究を更に活性化させる必
要がある。

１
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１　テーマ設定の理由
五島市では人口減少が進んでおり、特に若年層

の流出が課題となっている。現在の人口は33,861
人（2024年３月末）。市は推計で2060年に１万人
程度と予測される将来の人口を、社会生活が維持
できる２万人程度に維持しようと目標を掲げてい
る。また、高齢化率が全国平均よりも高く、産業
の担い手育成や伝統行事の維持をとおして、地域
の活力維持が求められている。

そのような中で、「第三期五島市教育振興基本
計画」（令和３年度～令和７年度）に「ふるさと
教育の推進」が掲げられ、地域素材を活用したふ
るさと教育の充実や伝統文化に触れる機会の充実
を実践したり、世界遺産、日本遺産や、ジオパー
クに認定された構成遺産のほか、海上風力発電の
学習や地域素材を教材としたりすることで、ふる
さと学習を一層充実させて展開することとなった。

また、地域のさまざまな教育資源を活用し、子
どもたち一人一人を取り巻く環境、すべてのヒ
ト・モノ・コトがふるさと教育につながるととも
に、離島のため市内の公立高校を卒業後、多くが
島外に進学または就職する。そのため、ふるさと
五島を誇りに思い、五島に残る、五島に帰ってく
る子どもたちを育てることが大きな課題となって
いる。

２　研究のねらい
そこで、今回の研究では、「持続可能なふるさ

と五島を直接及び間接的に支える青年の育成」を
目指すために、直接的には、五島を知り、愛し、
五島に残る、または、ふるさとへＵターンする生
徒の育成には、どのようなふるさと教育の手展が
必要であるか、間接的には、五島を離れたとして
も、自己肯定感を高めて、五島に誇りを持ち続け、
ふるさとに貢献をすることのできる生徒の育成に
はどのような取り組みが必要であるか念頭に置き、
教頭は、教育課程においてどのような関りを持て
ば、実りあるふるさと教育の実践ができるのかを
テーマとした。

その中でも次の２点を柱とした。
⑴　ふるさとは、一人一人の感性や価値観の素

地を養ってくれる。ふるさとを愛し、誇りに
思う子どもは自己肯定感が高いと言われる。

予測困難な社会を生き抜いていく力を育てる
ため、ふるさと教育の充実を図っていくには
どのような取り組みが必要か。

⑵　地域の産業・歴史・人物、そして文化財な
どを通して、ふるさとへの愛着や誇りを持た
せ現在の課題を見つけ、解決への方策を考え
るためには、どのような教育課程の工夫が必
要であるか。

３　研究の経過
⑴　１年次

各学校では「ふるさと教育」どのように取
扱い、どのような実践がなされているかを持
ち寄ることで、ふるさと教育の共通する課題
が何であるかを整理した。

⑵　２年次
市内各校の教師に対して「ふるさと教育」

についての意義や実践上の困り感のアンケー
ト調査を実施し、学びの充実を図るための課
題や方策を洗い出した。また、生徒に対して
は、ふるさと教育を実践したことで、ふるさ
とへの理解や愛着がどのように伸長したかを
調査し、どのような活動がふるさと教育に寄
与したかを調査することで、効果を整理した。

⑶　３年次
市内の各校の規模や学習環境が異なる中で、

共通実践できる内容や資料の整理、ふるさと
教育の成果をまとめ、教頭として、ふるさと
教育充実にむけて、さらなる教育課程の改善
にはどのような方策があるのか共通実践につ
いて整理した。

【ジオサイト】多郎島公園から望む鬼岳

１
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五島に誇りを持ち続け　ふるさとに貢献できる生徒の育成
−つながりを深めるための教頭の役割について−

長崎県五島地区提言者　　五島市立富江中学校　教頭 　山　下　譲　治
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４　研究の概要
⑴　ふるさと教育に関する取り組みについて

令和５年度、五島市内には小中学校あわせ
て21校（うち小中併設校４校、令和５年度末
に小中併せて４校が閉校）があり、児童生徒
数などの学校規模や、二次離島などの地域事
情は大きく異なるが、市内および各校区内の
地域人材の活用や、地域を学習材料とした学
校独自の取り組みがそれぞれ行われてきてい
た。

しかし、近年の教員の世代交代と島外から
の広域異動により赴任する職員も増え、地域
を活用したふるさと教育を実践しようとする
際に、ネットワークが少なく、豊かな体験や
地域を生かした体験活動ができにくくなって
いる現状があった。

また、地域人材の高齢化により、学校に協
力できる人材も減少し、従来できていた活動
が十分にできなくなっていることも出てきた。
特に、高齢化により地域の伝統的な行事の担
い手不足の影響もあり、子どもが学ぶ場とし
て重要な地域の財産も減少しつつある現状が
ある。

そこで、本研究をすすめるにあたり、課題
を整理し、教頭はどのような関りが必要であ
るかを整理したものが下記の図である。

【図１】ふるさと教育の現状と教頭の関わり

⑵　教育活動における、ふるさと教育で実際に
取り組む教師の困り感への対応
①　予算の確保と活動費用の調整

教材費や講師謝金、交通費等の予算を確保
することは必要不可欠であり、教頭として可
能な限り財源を確保して、計画的に活動して
いく必要がある。次年度を見通した、予算要

求や自治体の補助事業の把握や情報提供予算
の確保を行った。継続的な取り組みであれば、
予算の確保は容易であるが、新たな取り組み
については難しいことがある。その解決の１
つとして、五島市が実施している「ふるさと
活性化貢献支援事業」の紹介と積極的な利用
を呼びかけ、補助事業を獲得することで、費
用面の一部ではあるが、教育課程の充実およ
び円滑な実施に向けて、働きかけをすすめた。

②　地域人材との連絡調整・教育の素材の確
保
教頭は、外部との連絡調整を行う機会も多

く、教育課程実施が円滑な活動となるように
参加している会合の席上で、関係者に対して、
学校への協力を依頼し、環境整備を行った。
実際の連絡調整は、行事担当者が行うが、事
前の依頼や相談を行っておくことで、円滑な
接続に繋げた。

また、教育の素材の確保の点では、教材や
人材バンクを市共有のフォルダを活用し、自
校だけでなく、五島市内各校が独自に発掘す
るのではなく、人材や教材を活用しやすくす
ることで、負担感の軽減を図った。

③　教育課程の円滑な実施に向けた、カリ
キュラムマネジメントの推進
持続可能なふるさと学習の継続に向けて、

活動のカリキュラム化と地域連携リストの整
備を行った。それにより、ノウハウの引き継
ぎや学びのアップデートを図ることを目指し
た。また、キャリアパスポートを活用した小
学校・中学校の学びの連続性を意識し、連携
による、ふるさと学習の系統的なカリキュラ
ム化を図ることを目指した。そのことで、中
学校において、学習内容・育成したい力の未
整理やさらに、総合的な学習のカリキュラム
の見直しを図った。

⑶　具体的実践事例
①　崎山中学校の取り組み

崎山中学校は、古くから伝わる民俗行事で
あり、国の重要無形民俗文化財にも指定され
ている「へトマト」がある崎山地区の学校で
ある。学校と地域の関りが非常に深く学校を
挙げて、この行事に参加し、ふるさと教育の
実践校でもあった崎山中学校のカリキュラム
マネジメントの取り組みを紹介する。

ア　カリキュラムマネジメントの柱の明確
化
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カリキュラムマネジメントの柱として２
つを挙げる。１つめは、学校が育成したい
資質・能力を共有することである。カリ
キュラムマネジメントを通して学校が究極
的にやりたいことは、生きるカを身に付け
させることである。校内の職員だけでなく、
地域にも学校が考える生きる力の要素（育
成したい資質・能力）を共有し、ブレるこ
となく資質能力の育成に注カすることとし
た。

２つ目は、これまでの教育活動を見直す
ことである。効率や効果などの面から教育
活動の目的や内容を見直したり、時にはス
クラップ・アンド・ビルドを行ったりする
ことで、質の向上を目指した。

この２つを実践する際に、工夫となるの
が「つなぐ」であり、教頭はそれを「うな
がす」という役割である。
イ　教頭の果たした役割

ａ　「つなぐ」
ふるさと探訪学習を企画した際に、

育成したい資質・能力と学校教育目標
である「友愛」と「練磨」をつなぎ、
目標設定を行った。その際、自らの地
域を離れて久賀島の人々の思いを知り、
その姿をみることを通して、これまで
学習で身につけた学びと、思いをつな
ぎ、自分が住む地域の人々の思いを新
たにする活動へとつながった。

ｂ　「うながす」
ふるさと探訪学習を実施するにあた

り、実施上の課題と解決策を整理した。
見学だけでは目的が十分に達成できな
いこと、事前学習の時間の確保が難し
いことから、カリキュラムのマネジメ
ントの必要性に気付かせ、社会科の地
域学習を事前学習に用いることや、久
賀中学校との交流学習を事前学習の一
環として取り入れる事で、久賀島への
理解を深められたことや、学びの姿へ
のうながしができた。

ウ　取り組みの結果
全国学力学習状況調査において、「地域

に関わろうとする姿勢が身についている」
の項目で、肯定的回答が100％（全国平均
40％）となった。一方で、「地域をよくす
るために何ができるかを考えることがあり
ますか」の回答は、肯定的回答が58.3％で
あり、地域をよくするために、何ができる
かを考えさせる機会を増やす必要性がある

ことがわかった。

②　奈留中学校の取り組み
奈留中学校は福江島からフェリーで30分ほ

ど離れた離島である。進学や就職を機に、多
くの人が島を離れる現状があり、島留学の生
徒も受け入れている。その際、教頭として、
ふるさと教育充実を念頭に置き、教育課程の
見直しや行事の見直しの視点をもった、カリ
キュラムマネジメントに着手した。

ア　総合的な学習の見直し
奈留中学校では、職場体験学習や地域学

習を福江島など規模の大きい所で実践して
いた。

今回の研究を通して、総合的な学習のカ
リキュラムを立案する際に、職員に対し
て、島内の人材や企業、資源の活用ができ
ないかを提案した。従来の目が外へ向いて
いた学習を、島内の人材等を活用すること
で、今住む地域を再発見し、ふるさと愛を
育むこと念頭に置いたカリキュラムへの見
直しを促した。ふるさと教育を念頭に置き、
「奈留を再発見する」をテーマにすること
としたことで、地域のことを深く理解する
だけでなく、地域の良さを外へ発信するこ
とへとつながり、より多くの人へふるさと
の素晴らしさを伝えることとなた。
イ　地域とのつながりをつくる教頭の役割

教頭がまちづくり協議会のメンバーとし
て参加した会議において、学校の取り組み
に対して参加協力を促すとともに、休日に
開催されていた行事を、平日に開催するこ
とで、生徒の参加による人員確保ができる
のではないかと提案を行った。

【図２】奈留中における地域と教頭の関わり
この取り組みによって、３つのメリットが

生まれた。生徒にとっては、地域のへの愛着
や参画意識を育てることにつながった。学校
は地域人材の積極的な活用により、円滑な教
育課程が実施できた。地域にとっても、街づ
くり協議会が主催する事業への参加者の確保
や事業の浸透につながった。
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５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　職員アンケート結果より「ふるさと教
育」の必要性を認識し、各学校での活動の
充実度や内容の見直しを振り返る機会と
なった。

教師は、ふるさと教育を通して、子供た
ちが社会や世界と関わり、自らのふるさと
を知る機会として大切であることを強く認
識していることがわかった。また、児童・
生徒においても、ふるさとの実情を知り、
ふるさとへのより深い理解へとつながって
いることが分かった。

職員アンケート
勤務校のふるさと教育は充実していると思
いますか。肯定的回答　96.3％

児童生徒アンケート
今住んでいる地域のことを好きですか

肯定的回答　91.1％

②　教頭へ期待されている役割は「つなぐこ
と」

円滑なふるさと教育をすすめるために、
教師が教頭へ期待していることは、地域人
材との出会いや教材との出会い、スムーズ
な活動に向けたノウハウであることが分
かった。

教頭は、地域と学校をつなぐ重要な役割
を担っており、地域との連携を強化するこ
とで、生徒たちの成長に大きく貢献できる
ことが期待される。

地域とつながりを持たせるという役割が
教頭としての力を発揮する場面であり、マ
ニュアルの作成や地域連携リストの見直し
などが進められるように、行事ごとの振り
返りや評価・見直しを大切にし、カリキュ
ラムマネジメントの視点で、新たな取り組
みへの促しを進めることも大切な役割であ
ることをあらためて認識することとなった。

⑵　課題
①　ふるさと教育の充実に向けたカリキュラ

ムマネジメントの一層の推進
教育的効果については多くの教員が肯定

的なとらえであった。しかし、実際に指導
する教員の多忙感が多いとの声も多くあ
がっている。やるべきことの精選や資質能

力の育成に立ったカリキュラムマネジメン
トの必要性が改めて浮き彫りとなった。

職員アンケート
ふるさと教育の充実に向けたカリキュラム
マネジメントを行っていますか。を行って
いますか。肯定的回答　69.8％

②　知識や体験だけで終わらせない活動への
進化

生徒は地域の歴史や自然の豊かさについ
ては肯定的に捉えているが、地域の担い手
としての意識向上は課題である。良さを知
るだけでなく、課題を解決するために、地
域の良さを発信したり、地域で活躍してい
る企業や人材と積極的なつながりをもたせ
たりすることが必要である。
児童生徒アンケート
地域や社会をよくするために何をすべきか
を考えることがありますか。

肯定的回答　62.5％

離島や高齢化をハンディととらえるか、
チャンスととらえるか、社会の変化ともに、
地域を支える一員として、子どもが活躍する
機会をつくることが必要である。

現行の学習指導要領では、「社会に開かれた教
育課程」が重要な理念として掲げられている。こ
れは、学校教育が社会とつながり、子供たちが社
会との関わりの中で学び、成長していくことを重
視するものとされている。

今回の研究を通して、社会や地域の状況を踏ま
えて、地域や社会との連携・協働を意識した教育
課程を工夫する働きかけを教頭がすることで、ふ
るさとに愛着をもった人材の育成につながるとと
もに、子供たちが社会とのつながりを意識し、ふ
るさとの良さに一層興味を持ち、豊かな自然や誇
りある歴史を知りたいという学びの意欲を高める
ことにつながっていることが明らかになった。

今後も市内の教頭が横のつながりを大切にし、
ふるさと教育を一層推進することで、持続可能な
社会を担う子どもの育成に邁進していく。
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１　テーマ設定の理由
国東半島の西側にある豊後高田市のほぼ中央

に位置する本校は現在（Ｒ６）児童数１６名，
２つの複式学級を要する極小規模校である。

草地地区は，江戸時代末に漢学を主に教える
私塾「涵養舎」が創設され，教育に関心を持つ
家庭が多いことから，明治・大正・昭和と「教
育村草地」と呼ばれていた。その流れをくみ，
現在も保護者・地域の学校に対する関心は高く，
教育活動にも協力的である。また地域の伝統芸
能である「草地踊り」は市の取組も受けて大切
に継承されてきている。

この恵まれた環境を生かして，学校・家庭・
地域の願いをのせた教育内容を教科等横断的な
視点から教育課程として編成し，子どもたちに
未来を切り拓いていくための資質・能力を育成
することを目指し，本主題を設定した。

２　研究のねらい
「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力

など」「学びに向かう力，人間性など」の３つ
の柱からなる資質・能力をバランスよく育むこ
とを目的として，本校の独自性を生かし，学
校・家庭・地域の願いを反映した交流活動を教
育課程に編成するにあたっての教頭としての役
割と，協働の在り方を研究する。

３　研究の経過
⑴　市教頭会組織づくり・活動計画作成
⑵　実践報告を受けての取組の振り返り
⑶　成果と課題について検討し次年度に生かす

４　研究の概要
⑴　学校経営全体構想を反映した教育課程編成

①学校経営全体構想
学校教育目標は，「ふるさとを愛し　自ら

学び　未来を切り拓く　草地っ子の育成　～
きづき　かしこく　やさしく　たくましく」
である。そして，目指す教育の一つに「地域
とともにある学校づくり：コミュニティス
クールの推進」を設定している。コロナ禍で
途切れた地域との交流活動を少しずつでも再
開したいという願いから「ふるさとを愛し」

の文言にはこだわり，また，コロナ禍以前の
行事をそのまま実施するのではなく必要で教
育効果のある行事をつくることを構想段階で
確認した。

重点目標の１つとして「人との関わりを通
して，課題解決をしていく場の充実」がある。
地域・保護者が学習サポーターとして連携し
て学習がつくられていくことが教育課程上に
も位置付いている。しかし，コロナ禍以前の
学習サポーターと比較するとコロナ禍は学習
サポーターの協力をお願いすることが難しく，
コロナ禍後にどのように協力をお願いしてい
くかを手探りしている状態であるといえた。
学校経営全体構想と地域の願い，保護者や児
童の気持ちを合わせていく試みを続けている。

⑵　ＰＴＡ活動との連携
①組織づくり

昨年度（Ｒ５）家庭数１７，本年度（Ｒ
６）家庭数１２　と極小規模のＰＴＡ組織で
ある。いわゆる「地の人」とされる草地小出
身の保護者だけでなく，移住者もおり「ＰＴ
Ａ」に対しての考えも同じとはいえない。し
かし，除草作業や交通指導など例年行われて
いる活動は継続できており，会員は「できる
人ができる時に」協力してくれている。専門
部は，広報部・研修部・母親部・保体指導部
の４つの部をつくり，全会員が所属する。家
庭数が年々減少しているため，コロナ禍以前
の活発なＰＴＡ活動と同じことができている
わけではないが，子どものためにできること
を協力してくれている。
②年間の主な活動内容

おはなしタイム（毎月１回）　ふれあい田
植え・交通安全教室（６月）　地区清掃
（学期１回）　保護者会美化活動（８月）
　秋季大運動会（１０月）いもほり（１０
月）　春日神社奉納相撲大会（１０月）　
草地っ子フェスティバル（１２月）

⑶　コミュニティスクール
学校・保護者・地域が一体となって子ども

たちの育成に協働して取り組む「コミュニ
ティスクール」として本校は１０年目を迎え
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ている。「学校にとって保護者・地域は教育
応援隊である」という意識で，共に子どもた
ちの健やかな成長のために力を合わせて取り
組んでいる。

⑷　実践の概要
①地域と一緒に取り組む「地域清掃活動」

この活動は，子どもたちの健全な成長を図
るために，地域の人々・文化財・自然などと
関わる体験を通して，豊かな人間性を育てる
という目的で行っている。古くから地域に残
る文化財に触れ，普段はあまり接することの
ない地域の大人から話を聞いたり，語りかけ
られたりする中で子どもたちが今の自分を見
直したり自信を持ったりすることにもつなが
ると考えられる。学校生活を離れた場所でも
人間関係を広げ社会性を育み自分が住む地域
を知り尊重することのできる活動の成果は大
きい。

【写真１】地区清掃～公民館付近の様子

【写真２】地区清掃～春日神社下宮付近～

②地区と合同でつくりあげる「秋季大運動
会」
地域・学校・保護者が一体となった行事の

中で最大のものが学校地区合同大運動会であ
る。以前は小学校運動会と地区球技大会が独
自に行われていたが，児童数の減少，球技大
会参加者の減少の状況が続いていたことと，
学校行事への地域参加の面から地区体育協会
と協議をして平成５年に合同運動会を立ち上
げた。合同運動会に向けて最初は８月に運動

会地区合同会議を行う。この会議には学校側
から校長・教頭・体育主任・ＰＴＡ会長が参
加し，地区体育協会と内容を協議する。「誰
もが意欲を持って参加できる運動会」をモッ
トーに続けてきて，今年度は３２年目になる。

【写真③】運動会～草地踊りの様子

運動会地区合同会議の主な活動内容として
は，草地踊り・口説き・太鼓の継承，地区種
目，餅まき等がある。地区全体で子どもたち
を見守りながら育んでいくふれあいの場とし
て大きな位置を占めている。その中では子ど
もたちは大人と役割分担で協力し合うことを
身をもって体験できる場としても大変価値の
あるものとなっている。特に伝統芸能「草地
踊り」を引き継ぎ学んでいることを披露する
主な場ともなっている。

【写真４】運動会～餅まきの様子

また，児童・保護者・地区の皆様への餅ま
きも運動会の中の恒例行事となっており，最
大の盛り上がりの一つとなっている。米作り
が盛んな草地地区だからこそできることであ
り，地域の協力を全面的に受けて実施されて
いる。
③感謝を伝える「草地っ子フェスタ」

草地っ子フェスタは，これまでの学習した
ことをまとめ全校で発表することで，地域の
方々や保護者へ感謝の気持ちを伝える活動で
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ある。米づくりや芋づくり等，地域の方々と
共に行った活動について学び，考えたことを
感謝の気持ちと共に伝えることである。地域
の伝統芸能「草地踊り」の発表もしている。
来賓として学校運営協議会委員・読み聞かせ
グループ・スクールガードに案内するととも
に地区の老人クラブにも声をかけ，より多く
の方に草地小の現在の様子を見ていただくこ
とができている。また，児童・保護者・地域
の方々との交流を目的として簡単なゲームを
企画するなどしている。

【写真５】草
地っ子フェスタ
～交流の様子

草地小が極小規模になりさらに児童数が減
少する可能性があることや，そんな中でも地
域にある学校としてどうあるべきかを地域の
方々から意見を聴くことができる場となって
いる。フェスタ当日はもちろん，フェスタ前
の打ち合わせやフェスタ後のお礼のご挨拶な
どで地域の方からの情報を得る機会となって
いる。

【写真６】感謝フェスタ～交流会の様子

④持久走大会
持久走大会は体育的行事としての扱いであ

るが本校にとっては地域を盛り上げる行事の
一つであることを職員で確認できた。

【写真７】持久走大会～昭和仮面先導の様子

持久走大会は適度な距離を無理のない速さ
で走る運動であるが，運動面だけでなく別の
大切な要素があると本校体育部会からの意見
が原案作成段階であった。保護者だけでなく
地域の人が持久走コースに集まり草地の自然
の中を走る。地域の人は交通指導をして子ど
もの安全を見守りながら応援をする。地域の
人がより多く応援することができるような持
久走大会にするべきであると考え走路につい
て考慮した。

また，持久走大会を通して地域が一体とな
り，交流の場とするために，食推協に依頼
し白玉粉ぜんざいのふるまいを御願いした。
走った後に，地域の方からもねぎらいの言葉
をいただきながらぜんざいやみかんをいただ
きながら交流することができた。

【写真８】持久走大会～食推協協力の様子

⑤コミュニティスクール
学校の重点目標に沿って家庭・地域で取り

組んでほしいことを共有している。家庭には
家庭学習のこと，タブレット等情報機器の使
用の仕方について家族で考えること，家庭で
の読書習慣の定着，徒歩通学等。地域には，
学校行事への参加，子どもたちと関わる場面
をつくる，登下校の児童の様子の見守り声か
け等を示している。

⑸　教頭としての役割
①校長とともに学校経営全体構想を立てる

昨年度の課題や学校運営協議会の意見等か
ら，学校の重点目標について校長を補佐して
設定しそこに向かう学校経営全体構想を立て
る。

草地小の課題は学校存続である。地区在住
の小学校入学予定児童が少数いるが，地区外
の学校に入学する実態もある。学年１人の在
籍や入学者不在の年度が出てきたり，入学者
がいない年度が続いたりするようなことがあ
れば，学校や地域の特色を出すことができる
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かといった心配はつきない。
学校を存続させることを常に考えて校長の

学校経営を補佐しなければならない。
②組織づくり

コミュニティスクール，ＰＴＡをはじめ学
校の教育活動を協働していくための組織がよ
り有効に活躍できる形を探り，また，家庭数
減少にも対応する必要がある。
③連絡・調整

年間計画に位置づけられた教育活動がス
ムーズに，またより有効に実施できるよう外
部との連絡・調整を計画的に行っていく。同
時に，計画外のことが外部から入ってきた場
合にも全体を見通してよりよい形になるよう
調整を行う。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　学校・家庭・地域が目標を共有して，体
験活動を取り組んでいくことで，子どもた
ちに学校の中だけでとどまらない「極小規
模校でつけることができる力」を育むこと
ができると考える。

②　子どもたちは，実生活の場における行動
的な部分と共に，多様な年代・多様な人と
の関わり方や一緒に活動したり過ごしたり
していくための知恵を身につけていってい
る。

③　極小規模の学校だからこそできる行事の
企画のしやすさ，地域の人の参加のしやす
さなどを実感した。

⑵　課題
①　学校で行う多くの教育活動と地域の活動

の調整が課題である。地域の活動として継
続していたことが高齢化等のためなくなる
こともあった。学校が地域の中心となるよ
うに発信したいが，地域も変化しており地
域の人とよく語ることが必要だった。

②　協働する中で学校側だけの思いのみで進
められず，その調整が教頭の大きな役割で
ある。学校の教育活動に地域の人が参加で
きるような内容，日程等の調整が必要であ
る。少子化とともに高齢化が進み参加でき
る地域の人も多くない。
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第１Ｂ分科会　「教育課程に関する課題」

提言１
研 究 主 題 ふるさと鹿北を誇り、夢の実現を目指す児童の育成

副 主 題 地域連携と小中一貫型教育を推進するための教頭の役割

協 議 の 柱 地域の教育力を生かし、小中学校が連携しながら、ふるさとを愛し、自
己実現を図る児童の育成を実現するための教頭の役割はどうあるべきか。

提 言 者 山鹿市立鹿北小学校　　鹿子木　英　樹（熊本県）

提言２
研 究 主 題 地域に開かれた学校づくりを目指す教育課程の実施に係る教頭のかかわ

り方についての研究

副 主 題 学校運営協議会の活性化とGIGAスクール構想の推進をとおして

協 議 の 柱 ICT教育の現状と今後の学校教育の方向性について

提 言 者 都城市立姫城中学校　　黒　木　秀　一（宮崎県）

提言 3
研 究 主 題 よりよい学校教育を通した、よりよい社会を創造する児童の育成

副 主 題 地域社会との協働活動を生かした教育課程の実践

協 議 の 柱 学校教育における地域行事の生かし方

提 言 者 大分市立大道小学校　　古　澤　拓　也（大分県）

指導助言者 大分教育事務所　次長兼指導課長　　安　東　憲　雄

指導助言者 大分市立舞鶴小学校　校長　　　　　江　隈　英　明





１　主題設定の理由
現行の学習指導要領では、変化の激しいこれか

らの社会を生きる子どもたちに対し、未来を切り
開くための資質・能力を確実に身に付けさせる
「社会に開かれた教育課程」を重視することが記
されている。

本校のある山鹿市鹿北町は、自然豊かな環境に
恵まれ、地域の伝統文化が残り、人と人とのつな
がりが深い地域性である。この鹿北町の強みであ
る豊かな地域性を生かしながら、コミュニティー
スクールとして、地域の方々とともに「地域・社
会に開かれた教育課程」を目指し、「ふるさと鹿
北」を誇れる子どもを育成していきたい。

本校の教育目標「一人一人の個性の開花～自ら
学び、ともに磨き合い、自らを生かす～」は、隣
接する鹿北中学校と小中共通の学校教育目標であ
る。子どもたちが、自分のよさを生かしながら
「夢の実現」を目指していくためには、子どもた
ちの将来の姿を見据え、小中９年間の連続した学
びの姿を共有し、小中学校が連携しながら実践を
行うことが必要である。

以上のことから「地域連携」と「小中一貫型教
育」の推進を柱として研究テーマを「ふるさと鹿
北を誇り、夢の実現を目指す児童の育成」とした。
特に、本校は、児童数１２４名、職員数２６名の
学校で山鹿市教育委員会より小規模特認校にも指
定されている。校長のリーダーシップのもと、教
頭としてどのように関わり役割を担っていくかに
ついて探っていきたい。
２　研究のねらい

地域の教育力を生かし、地域に学んだことを地
域で生かすことのできる学校組織力を構築する。
また、山鹿市が示す「中学校区の学園化」に向け、
小中学校が地域の保育園も含め連携し、小中一貫
型教育を推進するための組織を構築する。
３　研究の経過

⑴　研究主題の検討（令和５年度）
⑵　研究実践及び検証（令和５・６年度）

・成果と課題
・次年度に向けて

４　研究の概要
⑴　地域と連携した取組と教頭の役割

①　神楽・乙女の舞の実践（第４学年で実

施）
本校４年

生では総合
的な学習の
時 間 に 神
楽・乙女の
舞の学習に
取り組んで
いる。校区
の神社に毎年秋に奉納されるもので、地域の
方々も次世代の子どもたちに受け継いでもら
いたいという願いを持っておられる。地域の
方々が、神楽の舞や太鼓、笛などを子どもた
ちに教えられ、学習を追うごとに地域の方の
思いが伝わり、子どもたちの主体的に学ぶ姿
勢が見られるようになった。そして、地域に
残る文化を大切に受け継いでいこうという意
識が高まった。また、神楽奉納により地域の
方々も喜ばれ、地域貢献という視点でも成果
を挙げている。
②　歌舞伎学習の実践（第５学年で実施）

山鹿市には、国指定重要文化財の「八千代
座（芝居小屋）」があり、歌舞伎公演も行わ
れる。令和５年度に本校において歌舞伎を学
習に取り入れてみないかとのお声掛けをいた
だいた。山鹿市ならではのもので、表現力の
向上と伝統文化に触れる機会となることから、
５年生で取り組むことにした。初めての試み
で、学習のねらい、学習の進め方、扱える時
間、発表会の設定など打合せも必要であった
が、その都度、歌舞伎指導者と担任、管理職
で綿密に打合わせを行った。学習が進むと、
東京から歌舞伎役者の方も来校されて、直に
指導も受け、子どもたちの意欲の高まりが見
られた。歌舞伎の世界を体験し、表現力が高
まる
につ
れ児
童が
自信
に満
ち溢
れる
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様子が感じ取れる学習となった。
③　鹿北太鼓の実践（第６学年で実施）

鹿北町の地域には、「鹿北太鼓」が受け継
がれている。毎年、６年生が総合的な学習の
時間に地域の方の指導のもとで学習に励んで
いる。発表の機会も地域と小中学校の合同文
化祭、鹿北まつりでの発表、令和６年度は、
山鹿市の文化ホールでのコンサートにも招か
れた。下級生は、６年生の姿を見て「６年生
になると太鼓が叩ける。」と憧れの気持ちを
高めている。児童はこの学習をとおして、自
己の成長を自覚し、地域、他者からの評価も
受けながら自己有用感を高めることができた。
また、本校は中学校との併設の学校でもあり、
中学校入学後もイベントで演奏する機会があ
り、小中連携での取り組みにもなっている。
④　学んだことを生かす取組（台湾小学校と

の交流）
令和５年度、台湾の勝利國民小学校の児童

２２名
と保護
者１９
名をお
迎えし、
国際交
流活動
を行っ
た。日
本の伝統文化を伝え、外国の文化を学ぶ大き
な機会となった。これまで学んだ上記の学習
の成果を生かす場でもある。子どもたちは、
鹿北太鼓を身振り手振りを交えながら台湾の
児童らに教えたり、歌舞伎踊りを通して交流
したり、また、タブレットの翻訳機能を使い、
自主的に会話したりしながら、主体的に国際
交流を行った。

全体交流の場では、６年生が自分たちのア
イデアを生かして進行を務めた。英語で自校
紹介のプレゼンテーションを行ったことに加
え、初めて目にする通訳の方の仕事にも触れ、
キャリア教育の視点でも効果的な交流であっ
た。また、４年生で学習している岳間茶につ
いて、製造されている方にお願いし、お茶入
れ実演と試飲の時間を設けた。台湾の児童と
同行された保護者に鹿北の地域を知っていた
だく機会ともなった。
⑤　教頭の役割

上記の実践に当たっては、校長に相談の上、
学校教育目標とどのようにつながるのか（ど
のような資質・能力の向上につながるか）の

検討を行った。各学習ともに担任、教務主任
等と実施時期、時数も含め話し合いを行った。

地域（人材）と学校とのつなぎについては、
これまで学校で毎年行っているものは、担任
の打合わせでできるものもあるが、新たに始
めた歌舞伎学習、初めて行った台湾との交流
会については、地域の方や相手方の考えと学
校教育課程との相違があることも多く、綿密
な計画が必要であった。担任は、どのような
学習になるか先が見えず不安な場合も多い。
試行錯誤しながら管理職が事前のコーディ
ネートに取り組んだ。担任も見通しが持てる
ことで学習内容の素晴らしさに気付き、子ど
もたちとともに意欲的に取り組んでいった。

⑵　小中一貫型教育の取組と教頭の役割

鹿北小中学校は、小中学校９年間を制度上の
「６、３制」を変更することなく、学校運用上
「４・３・２制（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）」に分け
「９年間の連続した学びの再構築」を図ってい
る。９年間の学校教育の中でどのような力を付
けていくかを明確にしながら特色ある教育課程
（合同行事、各期活動など）を編成している。
小中連携に関して、学校組織が効果的に機能し
ていくためには、小中共同で課題解決していく
場と職員の関係づくりが欠かせない。ここでは、
小中一貫型教育の取組と教頭の役割について記
述する。

①　小中合同運動会の取組
鹿北小学校が中学校の隣に併設されて１２

年。特に、今年６回目となる小中合同運動会
は鹿北ならではのものである。小中合同で行
うことで、小学生は、中学生の主体的な活動
や集団行動などを見て学ぶことができる。ま
た、中学生は、小学生を前にリーダーシップ
を発揮
するこ
とがで
きるな
どの利
点があ
る。大
きな利
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点がある反面、小学生（高学年）が、主体性
を発揮する場が少ないという課題もある。課
題に関しては、小中学校職員同士の話し合い
によって小学生が主体性を発揮できるプログ
ラムを合同会議の中で企画した。

運動会の準備・計画の面でも小中合同の利
点が発揮されている。職員の数も保護者の数
も２校分となり、段取りよく計画・準備を進
めることができている。

合同運動会成功のカギは、小中学校職員の
意思疎通がうまくできているところにある。
②　校区保小中連携協議会での実践

鹿北小中学校では、保小中連携協議会を年
間８回実施している。保育園から中学校まで
１５年間の育ちの姿を「保小中連携カリキュ
ラム」にまとめ各時期での実践に生かしてい
る。

連携協議会の部会構成は、「知育・徳育・
体育・特別支援」の４部会で、保小中の職員
が各部会に分かれ、実践事項を計画し共通の
取組を行っている。例として、体育部会で話
し合われた「メディアコントロール」では、
課題を共有
し、保護者
にも呼びか
け、子ども
たちが主体
的に目標を
決め課題解
決ができる
ように取組を行っている。また、徳育部会で
は、小中の交流を学習や行事の場だけでなく、
昼休みにも自由に校舎を行き来し交流できる
ように計画した。特別支援部会では、児童生
徒の情報共有を何回も行っていることに加え、
特別支援教育合同研修を行い、UDの授業づ
くりなど具体的な共通実践に結び付けること
ができた。
③　小規模特認校としての実践

鹿北小中学校の特色ある学校づくりの一つ
に小規模特認校制度がある。少人数を生かし
たきめ細かな指導を強みとして山鹿市内の各
地域から現在、小学校１１名、中学校６名の
児童生徒が利用している。保護者、児童生徒
アンケートでは小中ともに１００％の満足度
となっている。課題としては、「もっと小規
模ならではのよさをアピールして、必要な方
へ情報を届けてほしい」という意見もある。
④　教頭の役割

合同運動会等の行事では、小中学校の教頭

同士の連携が欠かせない。ＰＴＡ、外部との
連携、小中合同の打合せ会など中学校の教頭
と綿密に話し合い役割分担しながら職員、Ｐ
ＴＡが組織的に動けるように計画した。

保小中連携協議会については、小中の教頭
で職員同士が連携して取り組みやすいよう、
会の企画運営を行っている。本来なら、校種
が違うこともあり、連携することに難しさも
出てくるところであるが、保育園、鹿北小中
学校の場合、職員間での組織的連携が長年継
続されていて、共通実践の効果が出ている部
分でもある。教頭として、今後も組織の中核
となって職員同士をつなぎ、効果的な運営を
心がけていきたい。

小規模特認校の取組としては、丁寧な受け
入れ態勢を整えている。児童生徒、保護者が
鹿北小中学校への転入学を希望したとはいえ、
転入後に頑張っていけるかどうか不安を抱え
ている場合が多い。それに対応するために、
①利用希望②学校説明・学校体験③相手校と
の情報交換④家庭による利用検討⑤利用決定
の各段階をふまえて安心して利用していただ
けるように対応している。教頭として校長に
相談しながら、何度でも繰り返し、状況にあ
わせ児童、保護者と関わり、安心できる受け
入れ態勢を整えている。

５　研究の成果と課題
⑴　研究の成果

①　テーマについて
「鹿北町が好きか」の児童アンケートでは、

全ての児童が「好き」と答えていてる。理由
として、「豊かな自然」「おいしいお茶（鹿
北茶）」「鹿北の祭りや行事」などを挙げ、
鹿北のよさを実感しつつあり、ふるさと鹿北
を誇れ
る児童
が育っ
てきて
いる。

また、
「夢や
目標があるか」「目標達成のためにやり遂げ
ることができるか」の調査も「ある（でき
る）」と答える児童が多く、夢の実現を目指
す児
童が
育ち
つつ
ある。

鹿
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北小
中学
校に
おい
て、
前述
の学
習や行事などの主体的な活動の中で個性を伸
ばし「やればできる」という実感を持つこと
ができていることも大きな成果である。
②　教頭としての関わりからの学び

鹿北小学校に赴任して第一に感じたことは、
隣接中学校、地域と結びつきが強いことであ
る。結びつきが強ければ連携も複雑で大変な
のではないかという思いがあったが、そのよ
うなことはなく、日頃から連携をとっている
からこそ気軽に話せる関係があり、地域の方、
中学校の職員との結びつきが教育効果となっ
て現れている。

実際に、子どもたちは、取り組むごとに主
体性を増し、一人一人が生き生きと活動する
姿が見られた。人と関わり学ぶことで子ども
たちは成長するし、自分のよさや夢を見つけ
て頑張っていくことができる。教頭として、
教職員と地域・中学校とを結び付けながら
「チーム鹿北」として頑張っていける喜びを
感じた学びある２年間であった。

⑵　課題
鹿北小は、地域と密着した教育課程を編成し

ている。毎年行う学習ではあるが、担任も変わ
るため引継ぎも綿密に行う必要がある。毎年、
同じ質での学習を行うため、教頭としても更に
サポートが必要であると感じる。働き方改革の
視点でも会議という形ではなく、必要に応じて
内容の打合せが気軽にできるようにしていきた
い。

保小中連携では、実践面で中学生による歯磨
き指導や昼休みの自由交流などの様々な取組が
ある。今後、取組の継続のために実施計画も必
要であるが、そこに時間をかけると職員として
も長く続けることが困難になりがちである。小
中の教頭同士で話したり、計画案を共有したり
して、簡単な打合せで実践ができるように小中
連携協議会の中でも確認を行っていきたい。

⑶　おわりに
鹿北町は、地域の伝統文化、自然が多く残っ

ており、地域の方々も協力的である。また、小
中学校が隣接され、小中一貫型教育を行える恵
まれた教育環境にある。テーマに掲げた子ども

たちの姿が見られるようになってきたので、今
後も教職員の負担が増えることなく取組が継続、
発展していくように教頭として連携の中核と
なって取り組んでいきたい。
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１　主題設定の理由
ＡＩやビッグデータ、ＩｏＴ等の先端技術が

高度化しSociety5.0時代が到来しつつあり、社
会の在り方そのものがこれまでとは劇的に変わ
る状況が生じつつある。

令和３年１月に中央教育審議会の答申「令和
の日本型学校教育の構築」では、このような時
代の中で、我が国の学校教育には、一人一人の
児童生徒が自分のよさや可能性を認識するとと
もに、あらゆる他者を価値のある存在として尊
重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的
変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続
可能な社会の創り手となることができるよう、
その資質・能力を育成することが求められてい
ると謳っている。

そのためには、地域に根ざした教育課程の着
実な実施が必要である。本地区では、学校運営
協議会の活性化とＧＩＧＡスクール構想の推進
について、２つの中学校区に別れて課題の解決
を目指し研究を進めていくこととした。

２　研究のねらい
○　地域と学校がWinWinの関係を実現するた

めに、学校運営協議会の中で教頭がどのよう
な役割を担うのかを明らかにする。

【中郷地区】
○　ＧＩＧＡスクール構想の推進において、教

頭がどのような役割を担うのかを明らかにす
る。　　　　　　　　　　　　【姫城地区】

３　研究の概要と成果
⑴　学校運営協議会の活性化

【中郷地区学校運営協議会の取組】
中郷地区学校運営協議会は、学校運営に関

して保護者や地域住民等の参画を求め意見交
換を行う場として、中郷中学校、安久小学校、
梅北小学校の３校合同による組織で平成31年
４月より発足した。

教頭は、この場での協議で取り上げられた
活動が適切に実施できるように、また次へ繋
がる活動になるように関係機関との連絡・調
整を行ってきた。

①　協議会の在り方

「中郷は一つ」を合言葉に年間５回の会議
を以下の内容で原則実施している。
〇１回目…３校合同で協議「各学校の経営ビ

ジョン、年間計画の確認等」
〇２～４回目…各学校で協議
〇５回目…３校合同で協議「年間取組の成果

と課題等についての共有」
令和６年度は、第１回目の合同での協議に

おいて、学校運営協議会の形骸化、公民館長
などの地域住民との連携不足が課題として挙
げられた。そこで、３回目の学校運営協議会
を３校合同で行い、さらに各地区の公民館長
にも参加を求め、地域をあげての学校支援強
化の土台づくりを図った。

②　協議会の具体的内容
公民館長が参画した第３回の協議会では、

主に以下のような意見が出された。
〇　学校の環境整備を職員・ＰＴＡで維持す

るのは無理がある。高齢者に協力を求める
など支援の輪を広げる必要がある。

〇　コロナ禍を経て、公民館長と学校とのか
かわりがますます希薄になっている。公民
館長が学校行事へ積極的に参画することで、
学校への支援体制を改善していく必要があ
る。
このような意見を受けて、第４回目の協議

において、安久小学校では、再度、安久地区
の各公民館長を招き協議を行った。その中で、
次のような具体的な学校支援の方法を確認し
た。
〇　参観日に高齢者も参加を呼び掛ける。高

齢者と学校との連携を図ることで、環境整
備の協力を得られるようにする。その際、
公民館を窓口とする。

〇　体育館の清掃を強化してほしいという地
域の要望に対して、学校だけでなく、各利
用団体も責任をもって後始末をする。

③　学校運営協議会委員の具体的取組
年間を通して、学校運営協議会が学校支援

のために行った具体的な取組は次のとおりで
ある。
〇　教頭の負担軽減のため、運営計画の作成

を教頭に代わり委員が行った。
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地域に開かれた学校づくりを目指す教育課程の実施に係る教頭のかかわり方についての研究
～学校運営協議会の活性化とＧＩＧＡスクール構想の推進をとおして～

宮崎県都城市地区提言者　　都城市立姫城中学校　教頭 　黒　木　秀　一
共同研究者　　姫城・中郷ブロック

−27−



〇　児童の登下校の安全管理のため、見守り
を行った。

〇　通学路の環境整備を行った。また、危険
箇所の解消について公民館長に依頼し、市
へ改善の要望を行った。

〇　体育館の清掃における各利用団体への協
力について、中郷地区体育協会に要望を出
した。

〇　学校評価において保護者から出された学
校行事（運動会や参観日等）への要望につ
いて、その在り方への意見を伺った。
教頭が、学校運営協議会委員や自治公民館

長、地域各種団体との情報交換を密に行うこ
とで、地域活性化の目標や手段を共有するこ
とができた。

⑵　ＧＩＧＡスクール構想の推進
【姫城地区各学校の取組】

姫城地区３校（明道小、南小、姫城中）は、
リーディングＤＸ事業の指定を受け、Google
アプリを中心に授業改善や校務ＤＸに向けた
研究を進めてきた。教頭として研究を進める
過程で都城市教育委員会と連携しながら、先
進校の動画視聴や視察研修の日程調整、関係
機関との実務担当者会を行ってきた。特に授
業づくりについては、学校や学級の実態に応
じた具体的な指導・助言を行いながら、児童
生徒の主体的な学びを目指してきた。

【明道小学校】
①　授業実践について

様々な学習場面において、Googleアプリ等
を用いた授業実践を行った。ここでは、道徳
科での実践を紹介する。
ア　授業概要

３年道徳科（主題名：きまりは何のた
め）では、発問や考えについて書く活動を
精選するとともに、アプリの特徴を生かし
て活用させることで、児童が自分の考えを
もち、対話しながら価値に迫る授業構成と
した。

イ　Googleアプリ等の活用
○　導入段階～Googleフォームを用いた価

値への方向付け
○　展開段階～Googleスライドを用いた資

料の提示、Figjamを用いた児童の考え
の視覚化と他者参照

○　終末段階～Googleスライドを用いて自
己を見つめる活動

②　時間割の共同編集について

Googleスプレッドシートを用いて共有の時
間割を作成した。この時間割は、専科職員や
担任が共同で編集できることや時間割の相互
確認ができるというよさが挙げられる。本年
度は、時間割の共同編集を行う過程で、下校
時刻の間違いや委員会活動を入れていなかっ
たことを事前に気付くことができた。

また、複数学年が在籍する特別支援学級担
任にとっても大きなメリットとなった。本校
の共同編集時間割は、各学級担任が入力した
ものが、特別支援学級の時間割に自動で入力
される仕組みとなっている。そのため、これ
までのいくつかの学年の時間割を見ながら作
成する手間を省け、時間を節約することにつ
ながった。

【南小学校】
③　学力向上を目指した授業改善

昨年度まで推進してきた授業におけるＩＣ
Ｔの活用から、さらに教育のＤＸ化を図り、
学力向上を目指した授業改善に取り組んでき
た。子どもたちが主役の授業を構築するため
に、個別最適な学びと協働的な学びの一体的
な充実を図るタブレット端末の使い方につい
て職員で協議し、以下のような実践を積み重
ねた。
ア　単元を見通した授業づくり

教師とともに児童も単元計画を確認し、
Googleサイトに学びの記録や足跡を残した
り、Googleフォームで毎時間振り返ったり
しながら、常に単元を見通した授業を進め
てきた。その結果、児童が問いを見付け、
友だちと共有し、意見交換をしながら解決
していこうとする姿勢や複線型に近い取組
がみられるようになってきた。

イ　アプリの活用
課題に対する自分の考えを整理するため

にFigjam等のアプリを活用した。アプリ
の活用により、自分の考えを整理し、それ
をペアやグループで共有して効率よくまと
めるというブラッシュアップが手軽にでき
るようになった。教頭と情報教育担当が研
修の機会を調整し、適宜職員のスキルアッ
プを図ることで、授業での活用が広がり、
授業改善につながった。

④　働き方改革の推進
ア　校内ポータルサイトの充実

昨年度から業務の効率化と職員間の情報
共有を目指し、校内で構築したポータルサ
イトを活用している。本年度は、「時短」

１
Ｂ

−28−



と「利便性」をキーワードに、ポータルサ
イトのリニュ－アルを重ねてきた。また、
転入職員が年度当初からスムーズに活用で
きるよう、最低限の紙媒体を必要に応じて
準備しつつ、アナログとデジタルのよさを
生かしながら、無理のない活用を図ってき
た。教頭は、そのための調整を情報担当と
連携して取り組んできた。

イ　ＯＪＴの充実
教育のＤＸ化に全職員が対応できるよう

に、学び続ける教職員を目指し、研修の際
に「ミニミニタイム」の時間を設定した。
教職経験に関わらず、互いの実践を紹介し
合うことにより、職員全員のレベルアップ
を図った。このようなＯＪＴの充実を図る
ために、教頭として、そのサポートやバッ
クアップを行ってきた。

【姫城中学校】
⑤　校務ＤＸに関する取組（中学校）

ア　ペーパーレス化の推進
日報や月行事については、紙媒体での配

付を原則廃止し、Google共有ドライブに
データ（PDFファイル）を保存すること
で、職員の端末で閲覧できるようにした。
また、Googleクラスルームに連絡事項及び
URLを掲載することで、できる限り画面
上に長文を表示しないよう工夫した。

会議資料についても、大量の紙媒体での
配付を廃止し、前述したGoogleクラスルー
ムを整備した。具体的には、職員会（全
体）、学年会、企画会などのルームを開設
し、行事等を提案する際は、担当職員が
データをアップし、会議の際は、全職員が
教師用PCまたはタブレット端末で閲覧す
る方式を採った。

【写真１】ペーパーレス会議の様子
この取組により、職員約３０名分の資料

を印刷し綴じる作業がなくなり、業務の効
率化が図れた。

イ　校内ポータルサイトの作成
本校独自のポータルサイトを構築・導入

したところ、資料の共有、管理が容易にな

り、ICT機器の操作が苦手な職員も、ポー
タルサイトにアクセスすることで、知りた
い情報や欲しいデータを得ることができる
ようになった。ただし、資料の掲載等につ
いては、使用頻度の多い資料や時間がかか
りそうな資料などに絞り、個人情報を含む
ような資料は絶対にアップしないという
ルールを職員全員に周知し、共通理解を
図った。職員からは、ポータルサイトを利
用することで必要な情報にたどり着く時間
が大幅に短縮された、教師用タブレットが
朝の会や帰りの会等の生徒への連絡の際に
も手放せなくなった、印刷室に行く回数が
大幅に減った等の肯定的な感想が多く寄せ
られた。

⑥　授業実践について
授業実践を行う前に、全職員でリーディン

グＤＸスクール事業に対する思いや願いを共
有し、先進校の授業風景の動画視聴や教育Ｄ
Ｘの体感、Googleアプリ研修を行った。

当初は、授業におけるＩＣＴの積極的活用
に不安を示す教員も複数見られた。しかし、
教師自身がＩＣＴ使用についての抵抗感をな
くすとともに、自分の意見や感想を他職員と
共有し、協働的な活動の効果を体感したこと
で、普段の授業で積極的に活用する教員が増
える結果となった。本校教員のＩＣＴ活用へ
の意識が高まった段階で、授業実践による検
証活動を開始した。

美術科においては、これまでアナログ中心
の授業であったが、デジタルツールの活用を
念頭に、模擬授業の実施や授業を進める上で
の課題確認後、学級を替えながら全６回の検
証授業を行った。その都度、成果と課題を職
員で話合い、更なる授業改善を図った。特に、
Googleスライドを用いたワークシートについ
ての改善を随時行った結果、当初よりかなり
の改善が見られた。

数学科においては、生徒の主体性を引き出
すために、FigJamやGoogleチャットの活用
を模索し、教師間での授業参観と事後の研修
を頻繁に行い、授業改善を図った。また、南
九州大学の渡邉准教授に授業を参観してもら
い、生徒に選択の場面を与えること、生徒の
意見を上手く拾う方法、生徒が自ら学んでい
るという意識にさせる方法等についてのアド
バイスを受けた。
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【写真２】大学教員の授業参観

４　今後の課題
⑴　学校運営協議会

○　具体的な支援体制の確立。
○　中郷地区の児童生徒登下校の見守り隊の発

足。
○　学校の働き方改革と運営委員の動きの在り

方。
○　地域の行事への参加や地域貢献についての

温度差の解消。
⑵　ＧＩＧＡスクール構想

○　ＩＣＴ機器の苦手な職員への技術的支援。
○　構築したポータルサイトやGoogle共有ドラ

イブの継続的な管理。
○　日々更新されるＩＣＴに関する情報や機器

の習得と活用。
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１　主題設定の理由
子どもたちを取り巻く社会環境は加速度的に

変化し、それに伴う課題も多様化し、複雑化し
ている。特に社会的課題については、即時解決
が難しく、長期的、持続的な取組みが必要とさ
れている。この多様化・複雑化している諸課題
の解決に当たって、学校、家庭、地域の協働活
動を生かし、社会に生きている意識の重要性が
増してきている。

中教審答申では「今は正に、社会からの学校
教育への期待と学校教育が長年目指してきたも
のが一致し、これからの時代を生きていくため
に必要な力とは何かを学校と社会とが共有し、
共に育んでいくことができる好機にある。これ
からの教育課程には、社会の変化に目を向け、
教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会
の変化を柔軟に受け止めていく『社会に開か
れた教育課程』としての役割が期待されてい
る。」と述べている。また「社会に開かれた教
育課程」のポイントとして「よりよい学校教育
を通じて、よりよい社会を創るという目標を学
校と社会が共有する」と述べている。

２１世紀の知識基盤社会、国際化社会さらに
は現在を将来へとつなぐ持続可能な社会を展望
するとき、激化する国際競争や重要視される国
際協力などに加え、我が国が抱える諸問題と向
き合い、これからの社会を自らが切り開き、た
くましく生きる人間の育成のため、学校教育と
社会が協働する「社会に開かれた教育課程」の
構築が求められる。

２　研究のねらい
地域の教育力を生かし児童の「生きる力」や

「郷土愛」を育てるためには、教頭として、ど
のようにして地域社会と連携・協働し、地域社
会と学校教育のよりよい関係を創っていくかを
熟考し提案する。

３　研究の経過
⑴　学校運営協議会の充実・地域組織との連携
⑵　地域人材を生かしたＧＴ活用授業
⑶　地域（大道、大分市、大分県）の教育力を

生かした活動

４　研究の概要
⑴　学校運営協議会の充実・地域組織との連携

８人で構成されている本校学校運営協議委員
の方々は、退職教員、学校に隣接する育成クラ
ブ運営者、保護者、校区公民館長、地域コー
ディネーターなど学校とのかかわりが深く、学
校の実情をよく理解している方々で、地域社会
を生かした学校運営への協力・指導・助言をい
ただいている。

年３回行われる学校運営協議会では、授業の
様子や行事運営、学力向上や働き方改革まで学
校での取組を教頭が説明し、実際の子どもたち
の様子と日頃の情報共有をふまえた上で、地域
社会からの広範囲のご意見をいただいている。
また学校運営協議委員の方々にはそれぞれの立
場から具体的に児童に関わり、学校と地域社会
の架け橋的役割を担っていただいている。さら
に近年学校の重要課題として挙げられる働き方
改革について、学校の現状をよく理解したうえ
で、教育課程を履行していく上での地域の役割
や補助の仕方、改善点などその取組の現実的な
改善へのご意見をいただき職員との連携に生か
している。
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よりよい学校教育を通した、よりよい社会を創造する児童の育成
～地域社会との協働活動を生かした教育課程～

大分県大分市地区提言者　　大分市立大道小学校　教頭 　古　澤　拓　也
共同研究者　　大分市教頭会

−31−



学校運営協議委員の方々は日頃からよく学校
に足を運んでくださり、放課後育成クラブとの
連携、補充学習の場の提供、地域ＧＴの紹介、
学校施設の社会教育での運営・管理など様々な
場面で包括的にかかわってくださり、学校運営
協議会時はもちろんのこと来校時に学校の困り
や運営上の依頼事を話題にすることで学校教育
活動がスムーズに展開されている。また、学校
運営協議会と並び地域との連携の基盤となるの
が校区自治会会議への校長参加である。

大道小校区では、月に１回校区の自治会長の
総会が行われている。この会には自治会長の他
校区防災担当や体育協会、青少協など様々な地
域振興に携わる方々が参加している。その会議
に校長が参加することで地域の動きや考え学校
に関すること更には地域での子供の育成にかか
わることなど様々な情報を発信したり、得たり
することができている。また地域のお祭りや校
区運動会など積極的に地域人材として児童が参
加する行事について学校としての協力体制など
を整備し、児童の健全育成に地域全体が尽力で
きるように協力をしている。また卒業式や入学
式、運動会への参加依頼や学校行事などへの協
力の依頼もその場で行うことができ、地域全体
で共通理解し学校行事を運営することができて
いる。
⑵　地域人材を生かしたＧＴ活用授業

大分市では令和６年度より中学校区に一人
「地域コーディネーター」を設置し、地域と学
校を繋ぐ役割を担っていただいている。ＧＴに
ついては全国的取組なのでここでは割愛させて
いただく。
⑶　地域（大道、大分市、大分県）の教育力を

生かした活動（教育課程外と教育課程内）
大道小学校では、その所在位置の利便さや大

分市の中心地としての地域行事との関わりから
教育活動が行われることが多い。まずは教育課
程外ではあるが、学校教育の基盤となる地域社
会での「学びの場」である。
①　長期休暇中の校区公民館主催の学習会

大道校区公民館では小学４年生を対象にし
た「わくわく広場」という学習会を年間８回
行っている。地域のお年寄りや友達と長期休
暇の学習課題から郷土料理作り、科学実験、
運動などの体験学習をしている。学校を通し
て申し込みを行い、学校と公民館更には地域
との協力で児童の育成に取り組んでいる。ま
た５・６年生を対象にした「子供サロン公民
館夏休み塾」で自主学習支援を行っている。
参加条件として基本毎回参加できることを挙
げているので、１人１人の学習のつまづきを
理解して支援することができている。こちら
も学校を通しての申し込みになるので連携し
ながらの指導が行われている。

②　チキリン囃子や校区運動会
大道小校区では、大分市活性のために作ら

れたチキリン囃子を各自治会で演奏し、競い
合うチキリン大会が行われている。この大会
は７月下旬校区の天満社で行われ、その大会
に向け、６月下旬から各校区の代表と保護者、
児童が学校の割り振られた場を使い、放課後
７時ごろまで練習を行っている。この練習か
ら発表に至る間、郷土の歴史に触れることは
もちろんのこと、保護者との触れ合い、地域
の年配者との触れ合いが濃くなり地域の社会
組織力がとても高くなっている。児童にとっ
て大道小校区を大切に思う気持ちが育ち、ま
た地域人材と保護者の触れ合い、児童と地域
人材との触れ合いが濃くなり、社会性や道徳
性の育成にとって重要な役割を果たすように
なっている。学級活動での話し合い活動や他
を意識した行動などの力が非常に高く、協力
して課題を解決していったり高学年が下学年
の世話をしたりする自治力が育っている。ま

た他人を思う気持ちや感謝、よりよい行動を
とろうとする力などの力も高まっている。ま
た１０月には校区運動会が行われ、児童の多
くが参加している。各自治区の代表として参
加する児童は地域の一員としての意識が高く、
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地域を応援する力、地域愛も高くなる。どの
地域行事にも管理職が参加し、子どもたちの
様子や地域とのかかわりを高め学校教育への
理解と協力を高める機会になっている。

③　伝統芸能触れ合い活動
毎年６年生を対象に大分県日本舞踊連盟の

方々に来校いただき、お師匠さんを中心に日
本舞踊のワークショップを行ってもらってい
る。振り鼓、傘、扇、さらし、四つ竹など日
本舞踊に欠かせない技能を短時間で習い、披
露するまでが学習内容である。教室での学習
とは異なり、伝統学習ということもあり指導
はとても厳しく、体の使い方、腕の動かし方
や足の進め方など細かく指導を受ける。児童
はこれまでにない経験から表情は真剣で何度
も繰り返しながら体得していた。教職員に
とっても指導方法の研修になり地域と協働し
た活動になっている。

最後に習った舞踊を舞台で表現し、身に付
けた技能を確かめる時間を持っている。教
科・領域学習に限らず、我が国や郷土のこと
を学習することは、学習指導要領にある社会
性を学ぶ大切な時間だと考えられる。

④　車いすマラソン選手との交流会
大道小学校は立地として、大分市の中心部

に位置しており、そのことによって大道小な
らではの行事がよくある。校門前に大分市を
代表するホテルの一つがあり、車いすマラソ
ン大会に出場する選手が多く宿泊し、大分市

で観光したり練習したりしている。近年、選
手は大分市の児童との交流を楽しみにしてお
り、大道小に来校し、日本文化への思いや車
いすマラソンへの情熱、児童からの質問等に
答えながら交流を深めている。この行事では、
ホテルまで児童が迎えに行き、エスコートし
て学校に迎え入れ、交流後見送りまで行うの
で、「おもてなし」の心が育つとともに、児
童にとっては異国文化に直接触れる機会に
なっている。またそれぞれの選手の母国の話
を聞いたり、質問したりしながら国際感覚を

高め、積極的に自分や郷土、自国について伝
える機会にもなっている。来日している選手
は世界各国からになり、多様な言語への興味
を高める学習になっている。

⑤　人権啓発授業
大分県では１２月の人権週間を前に「ヒュ

ーマンフェスタおおいた」に取り組んでいる。

昨年は世界的パフォーマーである望月ゆうさ
くさんがゲストであったが、会場周辺の学校
で講演したいということで、本校にて世界で
「見て、感じた人権」について演技と同時に
講演をしていただいた。

この他にも、本年度は大阪万博のために来
日したポルトガルの姉妹都市アベイロ市の市
長が本校に来校し、６年生の授業参観と一緒
に給食を食べ、交流を行っている。これらの
行事は立地条件によるもので、大道小独特の
行事といえる。教頭として、突然やってくる
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依頼も多い中で、話を取りまとめ、担当学年
を決め依頼し、よりよい学習活動の条件整備
を行っていくことが大切になっている。

５　地域人材を生かした活動の成果と課題
また挙げきれていない活動も含め、大道小学

校ではたくさんの授業や学校行事、更には地域
行事で地域人材の力を借りて教育活動を行って
いる。校区の方々は積極的に教育活動に協力し
てくださり、児童の教育にかかわっていること
を喜んでくれている。これらの活動からよりよ
い社会の創り手となる児童の育成を目指す、地
域と協働した教育課程ついて成果と課題にまと
める。
⑴　生きて働く「知識・技能」の向上

学校教育の基礎といえる「知識・技能」に
ついて、長年にわたりその向上への努力を積
み重ねてきたが、専門家やその技術を有して
いる方々からの指導は学習する児童の学ぶ力
に大きな影響を与える。特に技術の習得につ
いてはゲストティーチャーによる指導で、集
中して学習に取り組み出来たことの喜びを味
わい確実な技術の習得を行うことができてい
る。これは専門家や熟練者に習う喜びやより
個別最適化された学習による影響だと考えら
れる。

⑵　人間性の成熟
地域の方々に学習参加いただく、また地域

行事に参加することは社会性を高めるうえで
大きな成果を生む。教職員だけでなく地域の
方々と会話し習うことで世代を超えたつなが
りができ、地域社会への関心も高まっている。
子どもたちには見守られている意識が高まり、
社会性（地域での過ごし方や意識）の成熟が
見られる。これは自分の郷土が大道であり、
大道を愛する郷土愛とつながっていくと考え
られる。

⑶　体系的、組織的に計画された教育課程
地域と協働し、よりよい社会を創造する児

童の育成を目指し本校教育活動を行っている
が、それぞれの活動はまだいわば点での活動
でしかなく、体系的・組織的、スパイラルに
は教育課程が計画されていない。今後教頭と
して地域との橋渡しと同時にそれぞれの学習
の連続性を体系的に計画する必要がある。
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第２分科会　「子どもの発達に関する課題」

提言１
研 究 主 題 自発的・主体的に学校生活を送ることができる児童生徒の育成

副 主 題 支援体制を充実するための副校長・教頭の役割

協 議 の 柱

・「自発的・主体的に学校生活を送ることができる児童生徒の育成に向
けた武雄市の取組は有効であったか。また、どのような課題があるの
か。
・他県では、支援体制を充実するための副校長・教頭の役割として、ど
のような実践をおこなっているのか。

提 言 者 武雄市立武雄小学校　　森　　裕　子（佐賀県）

提言２
研 究 主 題 未来を拓き、心豊かでたくましく生きる子どもの育成

副 主 題 直方市小中一貫教育の推進に向けた教頭の働きかけを通して

協 議 の 柱 施設分離型における小中連携のための教頭の役割について

提 言 者 直方市立直方第一中学校　　堀　　憲　文（福岡県）

提言 3
研 究 主 題 児童生徒の発達を支える教育環境構築のために教頭としてどう関わるか

副 主 題 小中一貫校の取組と通して

協 議 の 柱 教員が有用感をもつように働きかけを行ったことは、子どもの発達に寄
与するのだろうか。

提 言 者 佐伯市立蒲江翔南中学校　　戸　坂　貴　行（大分県）

指導助言者 佐伯教育事務所　次長兼指導課長　　御　鱗　角　治

指導助言者 佐伯市立鶴谷中学校　校長　　　　　安　達　一　郎





１　テーマ設定の理由
近年、児童生徒の多様化や社会の急速な変化

に伴い、学校には「どの子も自発的・主体的に
学校生活を送ることができる児童生徒の育成」
のための環境づくりが求められている。GIGA
スクール構想の実現と共に、ICTの活用や外部
機関との連携など、支援体制の整備が急務であ
る。

一方で、発達上の課題や家庭背景、自己肯定
感の低さなどから、学校生活への適応が困難な
児童　生徒も増えており、その支援の中心には、
副校長・教頭のマネジメント力と組織力が必要
とされている。

本研究では、児童生徒が「自発的・主体的に
学校生活を送ることができる」姿をめざし、そ
のための校内支援体制の在り方と、副校長・教
頭の果たすべき役割が大切であると考え、本主
題を設定した。

２　研究のねらい
自発的・主体的に学校生活を送ることができ

る児　童生徒の発達に関する支援体制について、
「学習支援に関すること」「生徒指導・教育相
談に関すること」の２つの視点で、武雄市にお
ける課題を把握し、支援体制づくりにおける副
校長・教頭の役割を探る。

３　研究の経過
⑴　１年次（令和５年度）

①　研究主題、設定の理由、ねらいの検討
②　アンケート調査の実施と結果の考察
③　実践報告（中学校１校）と各学校の実践

⑵　２年次（令和６年度）
①　各学校の実践の共有（１回目）
②　実践報告（中学校１校・小学校２校）

⑶　３年次（令和７年度）
①　各学校の実践の共有（２回目）
②　まとめ（成果と課題）

４　研究の概要
⑴　アンケートを基にした課題設定

アンケートでは、「上手くいった事例や具
体的な取組」「支援体制における副校長・教

頭の役割として大切なこと」の質問内容で分
析を行い、①学習支援に関すること、②生徒
指導・教育相談に関することの２つの課題を
設定した。

⑵　研究の仮説
アンケート結果を踏まえ、各小中学校の実

践を基に、副校長・教頭として①学習支援に
関すること、②生徒指導・教育相談に関する
ことの２つの視点で、武雄市における課題を
把握し、支援体制づくりを行うことで、自発
的・主体的に学校生活を送ることができる児
童生徒を育成することができるであろう。

⑶　研究の実際
①　主に学習支援に関わる副校長・教頭とし

ての関わり
ア　実践内容

武雄市の小中学校では、教育DXを推
進しGIGAスクール構想の下で学校にお
ける基盤的なツールとなるICT機器を最
大限に活用しながら、「個別最適な学
び」と「協働的な学び」の一体的な充実
を図ることを教育の重点項目の一つとし
て掲げている。また、今年度も文部科学
省指定のリーディングDX指定校となっ
た４校が武雄市の小中学校の中心となっ
て１人１台端末を使った授業改善をリー
ドしている。

イ　副校長・教頭としての関わり
ア　組織マネジメントの推進

多様な人材がそれぞれの専門性を生
かして能力を発揮できるように、「主
体的に学ぶ教職員集団づくり」を研究
主任や教務主任を中心に組織全体の資
質向上を図る体制を整える。

イ　教育DX推進のための整備
「学習にいつでも取り組める環境づ

くり」「ICT推進員との連携」「１人
１台端末の使用ルールの徹底と見直
し」を生かした学習環境づくりに注力
する。

ウ　具体的な取り組み
ア　主体的に学ぶ教職員集団づくり

ａ　計画・連絡・調整

２

自発的・主体的に学校生活を送ることができる児童生徒の育成
−支援体制を充実するための副校長・教頭の役割−

佐賀県武雄地区提言者　　武雄市立武雄小学校　教頭 　森　　　裕　子
共同研究者　　武雄地区教頭会
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研究主任を中心に、年度当初に年
間を見通した具体的な授業改善研修
計画を立てるように指示した。研修
には外部講師を積極的に活用し、内
容の充実を図った。

ｂ　見つけて、広げる
普段の教職員の授業の様子を参観

し、有効なICT活用を見つけて、他
教職員に広げた。また、情報化推進
リーダーを中心に教職員の困り感に
沿ってミニ研修会を実施した。ミニ
研修会のみならず、放課後職員室で
自然発生的にICTスキル研修が始ま
るようになり、職員個々のスキルが
高まっていった。

ｃ　学びを推奨する
書籍の紹介コーナー設置・事例集

URLの共有や市内の教職員がアク
セスできるクラウドへの指導案や
ワークシートのアップを行った。

ｄ　小中連携
リーディングDXの指定校を中心

に協力校であるその他の全小学校と
中学校で１人１台端末の活用と「個
別最適な学び」と「協働的な学び」
の一体的な充実を図るための学習方
法について情報共有した。

ｅ　授業相互参観と合同授業研究会の
設定

リーディングDX指定校４校の校
内研　修の年間予定をクラウド上で
共有し、授業の相互参観を活発に行
い、互いに学び合う風土づくりを築
いた。講師を招いて合同研修会を実
施するなど、教職員の学びの場を設
定した。

イ　学習にいつでも取り組める環境づく
り
ａ　１人１台端末を文房具として、学

校や家庭においてシームレスな活用
をするために、家庭でも毎日使用で
きるよう、専用のバックを購入し持
ち帰りができる環境を整備した。

ｂ　ICT推進員との連携
武雄市ではICT推進員が各学校に

１名配置されており配置時数も多い。
そのため副校長・教頭が中心となっ
てICT推進員の役割をマネジメント
していくことで学校全体の教職員
のICT活用の指導力が向上し、教育

DXの推進にもつながった。校長・
教頭が中心となりICT推進員との連
携をし、１人１台端末の破損や機器
の不良等の市への報告・修理の依頼
を行った。

「学校行事とICT推進員の業務の
調整」「授業支援の体制づくり」
「教職員とICT推進員の研修会」
「個人のICT活用スキルアップの補
助」など各学校の実態に応じた取組
が行われており、児童生徒がいつで
も使いたい時に自由に学習用端末を
使用できる支援体制が整った。

【写真１】担任への端末操作支援　

ｃ　１人１台端末の使用ルールの徹底
と見直し

情報化推進リーダーや研究主任を
中心に使用ルールを作成し、教職員
で検討調整して児童に周知した。対
応すべき課題は、児童のスキルアッ
プに伴って、次々に出てくるので、
教職員は対応すべきことを把握した
際は、情報化推進リーダーに報告し
た。情報化推進リーダーと学習部等
で対応を検討して週１回の連絡会で
諮り、児童に周知した。取り組みが
進むにつれて、児童のモラルの高ま
りを実感した。

②　主に生徒指導・教育相談に関わる副校
長・教頭の役割について
ア　実践内容

ケース会議における支援体制の構築、
情報共有、外部機関との連携、若手教職
員の育成や教職員が相談しやすい環境づ
くりなど組織的な支援体制をめざし、課
題解決に向けた取組を推進した。

イ　副校長・教頭としての関わり
ア　教職員の成長を促す支援体制の構築

教職員が自身の専門性を生かし、児
童生徒のためにより良い実践を行える
よう、積極的に支援する。また、若手
教職員の成長と行動変容を促すための

２
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支援体制や教職員の困り感を共有し支
え合う支援体制づくりをめざす。

イ　組織全体の活性化とアイデアの共有
ケース会議において、教職員一人一

人の優れたアイデアを尊重し、それら
を学校全体に共有することで、教職員
が互いに協力し、組織全体が目標達成
に向けて取り組むよう促す。

ウ　外部機関との円滑な連携
児童の困り感を把握している教職員

と外部機関との連携を円滑にし、迅速
に問題解決できるよう促す。

ウ　具体的な取組
ア　教職員の困り感の共有と若手教職員

の育成
保護者対応や学級経営など多くの課

題が副校長・教頭に集中する中、早急
に対応すべき優先順位を意識しながら、
情報の整理に努めた。特に重視してき
たのは、「教職員が何でも話せる存
在」として話を傾聴し、真摯に受け止
める姿勢をもつことである。そのため
に、「悩みを安心して話せる職員室の
雰囲気」や「支え合える教職員集団」
を目ざし、日頃から教職員の困り感に
耳を傾ける時間を意識的に確保した。

また、チームビルディングをめざし、
校内でその「自立した人」を育て、そ
れぞれの強みを今の学校で発揮しても
らうために若手育成に力を入れる。適
宜ミニ研修を行い、生徒指導のスキル
や学級の集団づくり、授業づくりの向
上をめざした。

イ　ケース会議の活用
困っている児童生徒（または保護

者）の問題を解決するために、担当教
諭の積極的な呼びかけにより適宜実施
した。校内の関係教職員やSSW、武
雄市こども家庭課職員、当該児童生徒
の保護者等に参加を呼び掛けた。担当
教諭へは主体的に動いてケース会議を
開いたことを価値づけしてフィード
バックし、意欲づけた。

また、ケース会議の持ち方が非常に
建設的であったため、校内でそのやり
方を周知させた。また、ケース会議の
設定と時間確保などを支援した。

ウ　外部機関との連携
児童の実態や家庭での様子を保護者

と相談しながら把握し、SC・SSW・

県の専門相談機関・教育支援セン
ター・武雄市こども家庭課子育て相談
係・医療機関等と連絡を取り合いなが
ら児童・保護者の支援を行った。
ａ　笑顔コーディネーターとの連携

経済的な問題で登校や就学、進学
できないという問題を解決する目的
で、武雄市こどもの貧困対策課で配
置された「こどもの笑顔コーディ
ネーター」とSSWと副校長・教頭、
特別支援教育コーディネーター等で
定期的に会議を行っている。対象児
童生徒宅への訪問や就学支援・奨学
金制度の紹介や申し込みの支援を依
頼したり、対象家庭に笑顔コーディ
ネーターを通じて「一般社団法人お
もやい」から食品や日用品等の支援
をお願いしたりした。

【写真２】「おもやい」からの支援物資
ｂ　武雄市教育支援センター「スクラ

ム」との連携
学校に足が向かない児童生徒に対

し、学びを止めないための機関と連
携した。毎日の出欠状況の共有や学
校行事や時間割の共有等をしながら、
担任とも繋がりつつ、引きこもらな
いよう声掛けや手立てを講じた。

ｃ　武雄市こども家庭課との連携
児童生徒や保護者への支援が必要

な場合に、具体的な支援方法を提示
して継続的な支援をする武雄市こど
も家庭課と連携した。

ｄ　職員との連携
欠席連絡や教室に入れない児童、

生徒指導などの情報は副校長・教頭
に集約され、校長や担当者と共有し
ながら、児童ごとの状況に応じて柔
軟に対応している。校長の指導や
ケース会議をもとに、実現可能な目
標を立て、状況に応じて見直しなが
ら支援を行っている。

支援の基本は「できることから始

２
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める」であり、児童や保護者の思い
を尊重して無理のない登校時間を設
定し、学校とのつながりを保てるよ
う配慮している。教室に入れない児
童には、保健室などで学習内容を確
認し、教室への誘導やリモート接続
による学習支援を行う。安心して学
べるよう学習スペースの整備も進め
ている。

担任が対応できない場合は、教育
相談担当（養護教諭）や副校長・教
頭が中心となって支援を実施した。
今年度からは学校生活支援員が不登
校支援にも関わるようになり、体制
の充実が図られている。また、武雄
市職員の声かけや励ましも児童の安
心感につながっている。

「担任・教育相談担当・特別支援
教育コーディネーター・養護教諭・
生徒指導担当」など、役割分担を明
確にし、組織的なチームによる支援
の重要性を実感している。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　学習支援について
教頭として、組織マネジメントの推進と

教育DXの環境整備を主導し、全教職員と
連携しながら１人１台端末の効果的な活用
を図った。

その結果、児童が自らの学習に対して自
己調整を加えながら主体的に取り組む姿が
多く見られるようになり、自発的・主体的
に学びに向かう姿が見られた。

②　生徒指導・教育相談について
若手の教職員の育成や教職員の困り感の

共有等の支援体制の構築を行ったことで、
教職員の専門性の向上、組織的な支援体制
の構築、児童生徒の安心・安全な学校生活
の実現などが図られている。

ケース会議を適宜行い、外部機関と連携
することで、児童生徒が以前より自発的・
主体的に学校生活を送ることができるよう
になった。

また、外部機関との連携を進めていく中
で、こどもの笑顔コーディネーターの方や
武雄市こども家庭課の方からも学校へ情報
提供が多くあり、学校で該当児童を支援し
ていく上で大いに参考となった。

⑵　課題
①　学習支援について

リーディングDX指定校が中心となって、
小学校から中学校へつなぐための１人１台
端末の系統を吟味し、カリキュラムを作成
して小学校卒業時のICTスキルをどの学校
も揃えていく必要がある。

年度当初から年間を通して、計画的に取
り組むことができるような研修体制を構築
する。

②　生徒指導・教育相談について
ケース会議や外部機関との連携により少

しずつ上向きになってきた児童生徒に対し、
関わった職員が異動しても継続的な支援が
できるよう組織的マネジメント力を高める
必要がある。２
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１　主題設定の理由
直方市は、人口５万５千人の小規模都市で、市

内には小学校が１１校、中学校が４校ある。
平成２０年の中央教育審議会答申において、児

童生徒の学ぶ意欲の低下、規範意識や体力の低下、
学習習慣・基本的生活習慣の未確立、問題行動の
増加など、義務教育をめぐる状況が深刻であるこ
とが指摘されており、直方市においても同様な状
況が見られた。そこでこうした課題の解決に向け
て、これまで中学校区を単位に、小中交流研究会
や小中連絡会等を通して学習指導や生徒指導、特
別支援教育等の在り方について小中学校の連携を
深めてきた。

しかし、学ぶ意欲の低下や不登校児童生徒数の
増加等、学習面や生活面における課題は年々拡大
していったことから、小学校と中学校のもつ教育
力を相互に生かしながら児童生徒にとって最適な
教育環境をつくる新しいシステムづくりが必要で
あり、小中学校の教職員が義務教育９年間を見通
して児童生徒を育てる教育、すなわち小中一貫教
育を行っていくことが重要であると考え、直方市
教育委員会では「直方市小中一貫教育推進本部」
を設置し、平成２４年度から取組が始まった。

また、「『令和の日本型学校教育』の構築を
目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、
個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答
申）」（中央教育審議会：令和３年１月）の中で
も、新学習指導要領の着実な実施により義務教育
の目的・目標を達成する観点から、小学校６年間、
中学校３年間と分断するのではなく、９年間を通
した教育課程、指導体制、教師の養成等の在り方
について一体的に検討を進める必要があるとして
いる。

そこで、本研究では、今までの各中学校区の小
中一貫教育の取組と教頭の役割について見直し、
成果と課題を明らかにし、今後の方向性を探って
いくこととした。

２　研究のねらい
各中学校における実践を共有化し、以下の３点

について追及する。
⑴　直方市における小中一貫教育の現状と課題

の明確化

直方市の小中一貫教育の現状を把握し、教
育の連携がどのように行われているかを分析
することで、現行の教育システムが抱える課
題を明確にする。

⑵　教頭の役割の多角的解明
小中一貫教育推進において、教頭が担う多

様な役割を体系的に整理し、それぞれの役割
の重要性を明らかにする。

⑶　地域との協働促進
教育の質を向上させるために、地域社会や

保護者との連携を強化し、地域や学校の特色
を生かした学びの環境づくりを行う。

３　研究の経過
⑴　１年次（令和６年度）

①　研究テーマの設定
②　実践、検証
③　成果・課題の整理

⑵　２年次（令和７年度）
①　研究テーマの確認（共有）
②　実践、検証
③　研究のまとめ

４　研究の実際
⑴　直方市立直方第一中学校

①　取組内容
～小学校と連携した人権教育～
ア　学力保障部会の目的

進路保障に向け、小・中学校の９年間を見通
した基礎学力の定着を図る。
ア　キャリア教育の推進
イ　読書など言語活動の推進

ａ　「朝読書」及び保護者と地域ボラン
ティアによる読み聞かせ

ｂ　移動図書館との連携
イ　人権学びづくり部会の目的

研修を通し教職員の人権認識を高め、児童・
生徒のセルフイメージの高揚を図るとともに、
人権感覚を育成する。
ア　学力の土台づくり

ａ　子育てアンケートを実施し、学校生活
の中で活かしていく。（小１）

ｂ　生活改善・家庭学習充実キャンペーン

２

未来を拓き、心豊かでたくましく生きる子どもの育成
−直方市小中一貫教育の推進に向けた教頭のはたらきかけを通して−

福岡県北筑豊地区提言者　　直方市立直方第一中学校　教頭 　堀　　　憲　文
共同研究者　　直方市中学校教頭会

−39−



（じぶんで！！ウィーク）
ｃ　家庭学習で自学の内容充実と確実な見

届けをする。
ウ　人権のまちづくり部会の目的

家庭・地域の人権文化の高揚および子育て
ネットワークの構築を図る。また、　就学前
教育（保・幼）と小学校・中学校との連携を
深める。
ア　第２８回　一中校区人権文化祭
１１月２４日（日）場所：直方中央隣保館

【写真１】　児童生徒の作品

【写真２】　小学生の発表の様子
イ　保幼小中学習会・連絡会
・小学校３校授業公開６月実施
・保幼小中連絡会３月実施
②　教頭の役割

ア　学力向上取組の企画立案支援及び運営
支援

イ　地域ボランティアとの連絡調整等
ウ　職員人権教育研修会の企画運営・
エ　人権学習の事前準備支援等
オ　人権文化祭の支援
カ　市人権・同和対策課との連絡調整
キ　生徒、保護者への啓発活動
ク　人権文化祭への参加促し等

⑵　直方市立直方第二中学校
①　取組内容

ア　ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業づ
くり
ＩＣＴ機器の効果的な活用について以下

のように４つに整理した。
ア　データの蓄積
イ　情報の整理
ウ　考えの共有化
エ　活動の効率化
さらに、小中一貫教育交流研究会におい

て全学級授業公開となるため、それぞれ、
小中学校の教師がグループを組んで、「の
おがた授業モデル」を基にして指導案審議、
授業公開、研究協議を行った。
イ　「学びのきほん」の作成

それぞれの発達段階に応じた授業規律や
家庭学習等について小中一貫した教育を
実践するために「学びのきほん」を作成
した。

②　教頭の役割
ア　小中一貫教育の方向性の検討・調整
イ　会議等の日程調整
ウ　各取組の進捗状況の把握
エ　研究推進リーダー会及び各研究部会の部

長への指導・助言
オ　次年度の研究内容の検討

⑶　直方市立直方第三中学校
①　取組内容

第三中学校区では、３小学校１中学校で、
近年は少しずつ中学校の生徒数が増えつつあ
る。校区の共通した教育目標は「かしこく　
やさしく　たくましき生きる子どもの育成」
であるが、以前指定を受けた県の重点課題研
究に取り組んだことで、その後、特に学力向
上に特化して、校区内の小中学校で共通した
研究テーマに取り組んでいる。

図１
は、直
方三中
校区の
小中一
貫教育
を推進するための組織図である。

取組の骨子は、各校の校長・教頭・教務で
構成される校区の推進委員会で決定していく
が、取組の詳細案などは、小中学校の教頭で
組織する実務会議の中で検討する。場合に
よっては教務や研究主任を含んだ拡大実務会
議を開いて取組の詳細案を検討していく。そ
して、ここで決定した取組の方針にもとづい
て、４つの部会で目標を具現化するための取
組を提案し、実践していく。

ア　中学校区で「目指す子どもの姿」を共
有化

２

【図１】直方三中校区組織図
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図２のように、第三中学校区では小中一
貫教育で目指す子どもの姿を具体的に示し
た。小中９年間を、前期３年間、中期４年
間、後期２年間に分け、小中学校の教頭が
集まる「実務会議」において、子どもの発
達に応じた「目指す姿」の原案を作成した。
その会議に向けて、事前に各校の研究主任
の意見を参考にしながら、小学校の教頭か
ら、中学校の教頭からのそれぞれの意見を
すり合わせた。また、少しずつ子どもを
取り
巻く
環境
の変
化に
伴い、
年度
末の
実務
会議
で、必要に応じて目指す姿の修正した。
イ　担当部会の運営

図３は、小中一貫教育を推進していくた
めに、本中学校区では４つの部会に分け、
小中学校４校でそれぞれ部会を担当した取
組内容である。

昨年度、本校は４つの部会の中で、「学
びの基盤づくり部」の担当校となった。本
校の教務が事務局の役割を担うが、各校と
の日程調整や小学校との連絡は教頭が教務
をサポートしながら行った。また、他の小
学校
が担
当す
る部
会の
取組
につ
いても、小中交流会の運営や授業参観につ
いての連絡等、表の赤字の部分は教頭が主
に担当している。つまり、教頭として、小
中一貫教育を進める上で、スムーズに小中
が連携できるように部会を動かしたり、小
学校の教頭と連絡を取り合ったりすること
が大切な役割となっている。
ウ　各小学校との連絡・調整、情報提供

直方市では４月に「新入生テスト」を実
施している。中学校教頭は、その結果を出
身小学校別に集計し直し、それぞれの小学
校に情報を提供した。こうすることでデー

タを参考に小学校ごとに課題を整理し、各
教科のどの単元、どの領域に重点をおいて
課題を解決していくかそれぞれの小学校が
検討できるようにしている。このように小
学校でどの単元に重点をおいて授業づくり
をすすめているのかを把握した上で、その
取組の成果と課題を整理した上で、中学校
での重点単元を検討していくことが、９年
間を見通した学力向上の取組の課題である
と考える。

②　教頭の役割
ア　「実務会議」による取組の原案づくり

と、推進委員会に提案
イ　取組や授業参観について小学校への連

絡、調整
ウ　学力データ等を小学校へ提供

⑷　直方市立植木中学校
①　取組内容

植木中学校区は、２小学校１中学校の小規
模校の校区である。校区の共通教育目標は
「郷土を愛し、郷土に生きる児童・生徒の育
成」であり、地域とのつながりが多い校区と
なる。また、植木中学校区小中一貫教育の研
究テーマは「自らの目標に向けて、主体的に
取り組む児童・生徒の育成」である。

小中一貫教育を推進していくために、３つ
の部会に分かれて取組を進めている。

【図４　植木中学校区３部会】

３つの部
会は３校で
主担当を分
担しており、
植木中学校
の本年度の
担当は「評
価・分析部
会」である。

この主担当の部会は年度ごとにローテーショ
ンで担当している。この中で植木中学校が主
幹となって働きかけている特色ある取組とし
て、小２と中１が行う「カラビナ花植え活

２

【図２】めざす子どもの姿

【図３】直方三中校区部会組織図

【写真３　カラビナ花植えの様子】
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動」、中学
校の教員が
小学校に出
向き、６年
生対象に家
庭学習の大
切さを伝え
る「出前授
業」、小学
校高学年の
担任を中学
校の「進路
説明会」に
招き、入試
制度の動向
を知っても
らう、など
がある。

このように、植木中学校区では学習の接続
だけでなく、児童生徒が自己肯定感を高めた
り小学校から中学校へスムーズな移行を支援
し、学びの連続性を確保するようにしている
②　教頭の役割

ア　連携の促進
ア　小学校との協力体制の強化
イ　共同プログラムの企画

イ　教育の一貫性の確保
ア　カリキュラムの整合性
イ　進路指導の連携

ウ　教員の支援と育成
ア　出前授業の実施
イ　教員研修の企画

エ　生徒の成長支援
ア　自己肯定感の向上
イ　スムーズな移行の支援

オ　評価と改善
ア　活動の評価
イ　フィードバックの収集

５　成果と今後の課題
⑴　成果

①　各中学校区における小中一貫教育の特色
を生かすため、それぞれ４校の教頭が、具
体的方策をもって取り組むことができた。
また、保護者、地域、関係機関とのコー
ディネーター役として、日程、内容調整等
行い、外部との信頼関係を構築することが
できた。

②　小中一貫教育目標を達成するために、各
中学校区内小学校教頭と常に連絡を取り合

うことができた。また、中学校入学後のい
わゆる中１ギャップを減らすため、体験入
学や出前授業等を企画し、中学校へ入学す
ることに対して安心感を与えることができ
た。

⑵　課題
現在、直方市においては小学校の統廃合

等の可能性を見据えた、学校規模適正化を
目指した調査が進められている。今後さら
に学校規模適正化が進められ、一体型の小
中一貫校が開設されたら、現在行っている
学力に特化した「一部の教科・領域での小
中一貫教育」ではなく、「すべての教科・
領域で、９年間を見通した教育課程の編
成」が必要不可欠になり、小中一貫に関す
る分掌組織が統一されなければならない。
現在私たち教頭は、小中一貫教育に関して、
先を見通した理想像を具体化し、そして具
体化された理想に近づくための課題を見い
出して、スクラップ＆ビルドを行う時期に
達している。そして、新しいものだけで理
想像を創るのではなく、不易と流行を常に
心に留め、小中一貫教育を見据えて、教頭
として尽力していくことが課題である。

２
【写真５　進路説明会の様子】

【写真４　出前授業の様子】
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１　主題設定の理由
大分県南東部に位置する佐伯市は，少子化に伴

い児童生徒数が減少傾向にある。学校や地域を活
性化するために，「小・中学校間」「学校と地域
間」の連携をより一層深める必要から，2007年当
時，中学校１校と校区内の小学校１校の組み合わ
せとなっていた旧郡部の５地域において，「佐伯
型」とも言える「この地域だからこそできる」特
色ある小中一貫教育の取組を行うこととした。こ
れ以降，確かな学力を身に付け，感性豊かで郷土
や学校に自信がもてる児童生徒の育成をめざし，
小中一貫教育の取組が進められてきた。９年間を
見通した小・中学校の相互理解による学習指導・
生徒指導の充実や地域に開かれた特色ある学校づ
くり，地域の活性化の推進を図ることとしている。

そのような中で，さらに本校は，2017年に蒲江
地域の６小学校と１分校が統合した新設の蒲江翔
南小学校，そして，同一敷地内に既に統合してい
た蒲江翔南中学校と併せて，「小中一貫校　蒲江
翔南学園」として開校した。特徴は，小学校と中
学校が同じ敷地内にあり，職員室が１つなので，
職員や児童生徒が交流しやすく，佐伯市の目標の
具現化を図りやすい環境がそろっていることであ
る。

ところが，コロナ禍で連携が困難になり，本校
の特徴が十分生かせないことから学習指導や生徒
指導に課題が生じていることに気づいた。私が着
任した2023年はウィズコロナの時期である。校長
は，児童生徒の確かな学力の確実な定着や豊かな
人間性の育成を図るため，校内に対しては，児童
生徒・教職員の交流を活性化し，校外に対しては
地域とのつながりを再構築する方針を定めた。

しかし，本校のような仕組みの学校は少ないの
で，小・中学校の連携についてどのようにすれば
よいのか悩む教員は多い。加えて，コロナ禍の時
期に採用された教員は，地域との連携が浅かった
ため，経験豊富な教員とゴールイメージの共有が
難しいなどのさらなる課題も見えてきた。

そこで，小中一貫校における小・中学校間の連
携に関する教頭の役割や，学校と地域の連携に関
する教頭の役割を明確化することは，小中一貫校
における児童生徒の発達を支えることにつながり，
佐伯市の進める小中一貫教育の目標を達成するこ

とに寄与すると考え，本主題を設定した。

２　研究のねらい
以下の２点を明確化し，佐伯市の進める小中一

貫教育の目標の達成を目指す。
⑴　児童生徒の発達を支援するための，小・中学

校間の連携に関する教頭の役割
⑵　児童生徒の発達を支援するための，学校と地

域との連携に関する教頭の役割

３　研究の経過
⑴　１年次（令和５年度）・・・道筋つくり

初年度は，小・中学校間の連携について，教
頭が具体的にどのように関わることができるの
か実践と研究を行った。また，地域学習や学校
運営協議会で，地域との連携を深めるための教
頭の実践について成果と課題を明らかにした。

⑵　２年次（令和６年度）・・・人材育成を目指
した各担当への橋渡し

１年次の実践と研究をもとに，連携に焦点化
した取組のブラッシュアップを行った。この取
組の報告について，佐伯地区教頭会において研
修会を行い，その成果と課題を明らかにし，本
研究のまとめとした。

４　研究の概要
⑴　小・中学校間の連携について

①　校内体制の構築
本校は，一人の校長が小・中学校を併任し，

小・中それぞれの教頭二人とともに，一体的
なマネジメントを行っている。また，小・中
学校の６−３制をまたぐ形で前期（１～４
年），中期（５～７年），後期（８，９年）
の４−３−２制（以下ユニット制）という学
年段階の区切りを設け，両制度を融合し取り
組んでいる。

ア　校務分掌
１年次（令和５年度）年度当初の校内体制は教

頭が調整を図りながら構築した。まず，２名体制
を有機的にうごけるようにするため，中学校の教
頭が小学校のことに積極的に関わるようにした。
次に職員室から小学校，中学校という壁をなくし，

２

児童生徒の発達を支える教育環境構築のために教頭としてどう関わるか
～小中一貫校の取組を通して～

大分県佐伯地区提言者　　佐伯市立蒲江翔南中学校　教頭 　戸　坂　貴　行
共同研究者　　佐伯地区教頭会
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相互の連携を推進するため，ユニット毎に島を構
成した座席配置を行った。校務分掌には，ほぼ全
ての組織に前期・中期・後期の各ユニットから担
当者を位置づけた。

実際に運用してみると，分掌担当が３名ずつい
ることが弊害となることが多く，調査への回答や
出張に誰が参加するかなど，度々混乱を招く結果
となった。年度途中の変更はさらに混乱を招くだ
ろうと考え，行事の反省など，ことある毎に組織
体制についての教員からの声を集めることを進め，
２年次の組織づくりに活かすことにした。２年次
は６−３制が機能的な所は無理にユニット制で考
えないという方向性を全教員で確認しながら校務
分掌を再編した。

２年次は，小・中学校の統括は各教務が行い，
前期・中期・後期の各ユニットの統括はユニット
主任を配置して行うことにした。このことにより，
前述の担当がはっきりしないという課題が解消す
るとともに，各活動を提案する際，小・中学校の
担当者同士で話し合う場面が職員室内で見られる
ようになった。

【表１】年度別の校内体制

校務分掌 校内研修
・研究

児童生徒会
・集会

R５ ユニット制 ユニット制 ユニット制

R６ ６−３制 ユニット制
＋教科部会

ユニット制
＋６−３制

イ　校時表の工夫
小・中学校の連携の指導体制については，表２

のように，中学校教員が小学校で指導を行う教科
担任制を導入している。

この乗り入れ授業を行うために，表３のように，
小学校の授業間を１０分間に変更して運用してい
る。

【表２】乗り入れ授業（中→小）
教科 学年

音楽 １～６年
図画工作 ５・６年
外国語 ６年
保健体育 ５・６年

【表３】令和６年度の校時表

小学校教員からは，授業と授業の間が従来より
長い１０分になることにより，児童の動きがふえ，
見守る負担が増えることや，授業のリズムがつく
りづらいこと，児童の下校時刻が他の学校と比較
して遅くなり，翌日の準備にあてる時間が少なく
なるなどの不安の声が聞かれた。

そこで教頭は，年度当初に小学校の教員に対し，
週時数の一覧表をもとに，専科教員をおくことや
中学校教員の乗り入れについての考え方やメリッ
トを示し，小中一貫校の良さとして前向きに捉え
利用することを伝え，その理解を図った。

②　おさらい授業
前述したように，中学校教員による小学校への

乗り入れ授業を行う一方，連携の中核をなす中期
ユニットでは，小学校教員が７年生に対して授業
支援を行う特徴的な取組を行った。７年数学科に
おいて，いくつかの単元の導入時に，小学校の学
習内容のおさらいをする時間を設定し，これを
「おさらい授業」と銘打ち，年間３回実施した。

教頭は，小学校の教員ならだれでも指導が可能
な仕組みの構築と，小・中学校の教員の連携によ
る授業研究の場とすることを目指し，下のア～ウ
の整理をした上で，小学校教員へ意義や目的等を
踏まえた提案をし，授業者を選定した。
ア　小学校の内容を小学校の教員が指導するので，

小学校教員が，関連する単元から指導事項を絞
り50分間の授業略案を提案する。（小学校で複
数時間で扱った内容を１時間に濃縮するため指
導事項の要点を絞る）

イ　授業略案をもとに中学校の教員（数学科）と
具体的な流れ等を協議する。

ウ　T１…中学校教員，T２…小学校教員で授業

２
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を実施する。

授業後，中学校教員からは「これまでは，小学
生の内容を『復習』するという視点がなく，中学
校の内容をどのように指導すべきかという点でし
か考えていない自分に気づいた。」という反省が
あった。

小学校教員からは，小学校の学びのその先を知
ることで，小学校段階においてどのような力をつ
けさせておくべきか再認識できたという声が聞か
れた。このようにそれぞれの教員側も新たな気づ
きを得ることができた。

２年次（令和６年度）は，校務分掌に小中連携
担当を位置づけた。１年次に教頭が作成した資料
を基に，担当者が引継いで実践を行っている。

⑵　地域との連携について
①　ふるさと学習

小学校が，蒲江各浦々の６小学校から統合さ
れたという経緯から，各地域において児童の姿
を見る機会が激減し，寂しく感じている方が多
くいるという声が聞かれた。８年前の統合時は
統合前の小学校校舎も各浦々にあり，その校舎
等を活用し「ただいま～」と子ども達が地域に
帰る「里帰り授業」として実施していた校外学
習がコロナ禍により中断されていた。

「里帰り授業」を再構築するにあたり，「各
地域での活動内容の提案は，各地域で考えた案
をベースにする。」という方針が校長より示さ
れた。そこで，児童生徒がそれぞれ暮らす“浦”
で地域の魅力などを改めて学び考えるという趣
旨から名称を「ふるさと学習」と変更した。

教頭は，実施時期を定め，３か月前から取組
を開始した。まず，各地域での協力体制の構築
を図るため，蒲江振興局の局長に企画の説明を
行い，各区長が集まる会での周知と協力要請を
行った。

次に，各区長と連絡をとり，区長のスケ
ジュールに合わせて個別に出向いて詳細説明を
行った。２か月前には，各地域での活動案を集
約しつつ，校内向けの実施要項の作成を行った。
運営委員会，職員会議での提案を経て，１か月
前からは各地域担当教員が区長と連絡をとり，
具体化を図っているようにし，教頭は進捗管理
を行った。

当日は，教頭が各地域の活動の様子を見て
回った。児童生徒と共に活動する地域の方の喜
ぶ表情に取組の成果を感じることができた。ま
た，現地トラブルにも柔軟に対応することもで
きた。

後日，児童生徒と参加した保護者へのアン
ケートを教頭が集約し，教員と反省を共有した。

２年次は，各区長との連絡調整を行う際に小
学校教務主任が同席した。実施要項の作成や職
員への提案等は教務主任が行い，教頭はアドバ
イザーとして，活動を支援した。

②　学校運営協議会
蒲江翔南学園の学校運営協議会では，学校，

地域，PTAの三者で学校の教育活動に関して
活発な熟議が行われている。令和５年度は熟議
の柱を地域連携とし，「小中一貫校のメリッ
ト」や「ふるさと学習」について，生徒も交え
て話し合いを行った。

教頭は，コロナ禍以降の学校運営協議会の再
構築に向け事務局の役割を担い，運営全般の中
心となって関わっている。協議会は昼間に開催
し，授業参観後に協議を行うよう設定し，児童
生徒や職員の様子を各委員が把握した上で，協
議を進められるようにした。２名の教頭が，互
いの強みを生かした役割分担を行い，中学校教
頭が実施要項の作成や職員に対する趣旨説明，
児童生徒の参加体制づくりの調整を担当し，小
学校教頭が熟議の内容を構想し進行を担当して
いる。

２年次も継続して，教頭が運営の中心を担い
つつも，取組の説明を教務主任や研究主任に任
せるなどして，教員の参画意識を高める工夫を
している。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　小・中学校間のさらなる連携を図るために
行った校務分掌の工夫により，各分掌ごとに，
発達段階を意識した提案ができるようになり，
小・中学校の相互理解を深めることができた。

ユニット制については，職員室の座席配置
の工夫等により，ユニット制に対する意識が
高まり，ユニット別に集会が開かれるように
なった。その結果，リーダーシップを発揮す
る場面や，学習内容を発表する場が増え，児
童生徒の充実感を高めることができた。

児童生徒会活動の特別活動や，遠足・運動
会・文化祭での児童生徒の交流を活性化した
ことにより，特に中学部の生徒の自己有用感
を高めることができた。

教員の乗り入れ授業については，「おさら
い授業」が学力の定着に対して効果的であっ
た。小学校時代，不登校であった生徒や苦手
分野と諦めていた生徒が，授業内でのグルー

２
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プ交流に参加でき，授業のねらいに達するこ
とができていた。

②　学校と地域とのさらなる連携を図るために
行った「ふるさと学習」の児童生徒の感想に
は，「蒲江で貝ほりができることを知らな
かったので，よい経験になりました。」や
「楠本の歴史や文化を他の地区の人にも知っ
てほしい。」などが挙げられた。地域の方か
らは，「こうやって子供たちと地区の人が集
まる機会があってありがたい。」「子供が
減って誰かが分からなくなっているが，祖父
母の名前を聞くとつながる。」という声をい
ただいた。児童生徒のアンケートでは，約
90％のが，「地域のことや地域の人を知れ
た」「地域の人と仲よくなった」と回答し，
ふるさと学習の目的を達成する事ができた。

学校運営協議会の委員の皆さんは，児童生
徒を交えた熟議の場面で，それぞれの知見を
生かしたアドバイスをして下さった。また，
児童生徒の考えを認め，褒めて下さるので，
参加した児童生徒が自信と誇りを持てる場と
なった。

⑵　課題
新たに赴任した先生方に本校の児童生徒につ

いての印象を聞いたとき，「６年生が小学部の
リーダーとして力を発揮する場面が少ない」と
の指摘を受けた。ユニット制の色が強まったこ
とにより，６−３制で育つ力が弱まっているお
それがある。児童生徒会のあり方を見直しなが
ら今後もよりよい形を探る必要がある。

学校評価の「ワークライフバランスが達成で
きていると感じる職員」の項目における肯定的
な回答は，63％であった。（令和６年３月）

小・中学校間，学校と地域との連携を推進し，
児童生徒の確かな学力の確実な定着や豊かな人
間性の育成を図るためには，本校が職員にとっ
て働きがいがあり，働きやすい職場であること
も大切な側面である。適切な業務分担や，協働
的に業務が行われているかについて，今後も工
夫改善に取り組みたい。

【グラフ１】適切に仕事が分担され，協働的に業
務が行われているか。（肯定的な回答）

２
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第３分科会　「教育環境整備に関する課題」

提言１
研 究 主 題 突発的災害に対する危機管理体制の整備と教頭の役割

副 主 題 学校・家庭・地域・行政と連携した環境整備の推進を目指して

協 議 の 柱 突発的な災害（地震・津波・火災等）に対して教頭としてどのように対
応したらよいか

提 言 者 国頭村立奥間小学校　　亀　川　智　洋（沖縄県）

提言２
研 究 主 題 学校運営・教育活動における ICT活用の推進と教頭の役割

副 主 題 校内 ICT環境の効果的な活用の在り方と業務改善

協 議 の 柱 校内 ICT環境の効果的な活用の在り方における教頭の関わり
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１　テーマ設定の理由
令和６年は、とても衝撃的な出来事から始まっ

た。１月１日、16時10分に震度７の地震が能登半
島を襲った。新年の祝賀ムードを、一瞬で吹き飛
ばすような出来事だった。

さらに、令和６年４月３日の午前８時58分、台
湾付近を震源とした地震が発生し、沖縄本島地
方・宮古・八重山地方に津波警報が発表された。
この津波警報は、沖縄地方に出された13年ぶりの
津波警報だったそうで、児童がいなかったにせよ
避難を実際に経験できたことは、災害時の避難を
考える上で貴重な出来事だった。

加えて、11月８～10日の沖縄北部豪雨では、浸
水被害や土砂災害等により甚大な被害を受けた。
本校校区内でも、児童を含む地域住民が被災し、
現在も復旧作業が続けられている。

このように、災害は人間の都合を考えて起こっ
てはくれない。だからこそ、私たちはいつ災害が
起こってもそれに対応し、でき得る限りの備えを
しておく必要がある。

では、私達は日頃から何をどのように備えれば
良いのであろうか。学校での備え、家庭での備え、
さらに、地域や行政が行う備え。それぞれの立場
で、どのような備えが必要なのであろうか。

そこで、過去に起こった地震・津波の記録等か
ら、学校での避難訓練、避難後の様子や、避難所
での生活で困ったこと等を調べることで、教頭と
して保護者や地域、または行政とどのように連携
し危機管理体制を整えるのかを考えるべく、本主
題を設定した。

【写真①】与那国島で観察された津波の様子

２　研究のねらい
⑴　教育環境整備と安全環境整備を互いに充実

させることで質の高い教育を提供できるよ
う、学校・家庭・地域・行政が連携した体

制づくりの強化を図る。
⑵　教育環境整備と安全環境整備を同時に整備

することで、児童に安全確保の知識を身に
付けさせるとともに、リスク回避の能力を
育む。

３　研究の経過
⑴　１年次（令和５年度）

①　研究テーマの内容について協議
②　各学校における安全環境の整備状況につ

いて
⑵　２年次（令和６年度）

①　共同研究校の取組の推進及び情報交換
②　成果と課題についての協議
③　次年度の研究実践内容の確認

４　研究の概要
⑴　避難警報発表時についてのアンケート

この原稿を書くにあたり、４月３日の状況
を知るためにアンケートを作成し、同じブ
ロックの先生方、児童に回答してもらった。
その結果は以下のようになった。
①　教師アンケート（令和６年４月30日実
施・回答：辺土名ブロック教頭会８名）
Ｑ１　４月３日に避難警報が発表されたとき、

決められた場所まで避難することがで
きましたか。

ア　できた　　　（７名）
イ　できなかった（１名）

Ｑ２　学校に非常持出バッグが準備されてい
ましたか。

ア　されていた　　　（４名）
イ　されていなかった（４名）

Ｑ３　準備されていなかった学校は、すでに
準備したか今後準備する予定がありま
すか。

ア　準備した（準備する予定）（４名）
イ　準備の予定はない　　　　（０名）

Ｑ４　学校に準備しておく非常持出バッグに
は、どんな物を入れておく必要がある
と思いますか。【自由記述】

３

突発的災害に対する危機管理体制の整備と教頭の役割
－学校・家庭・地域・行政と連携した環境整備の推進を目指して−

沖縄県国頭支部提言者　　国頭村立奥間小学校　教頭 　亀　川　智　洋
共同研究者　　国頭支部教頭会辺士名ブロック
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水・食料（乾パン）・ビニール（アルミ、ブ
ルーシート）・防寒具（雨具）・ラップ・
ラジオ（情報収集ツール）・アルコール
（ウェットティッシュ）・その年度ごとの職
員連絡名簿、児童連絡名簿、保護者引き渡
しカード・救急セット・ライト・ベル・トイ
レットペーパー・タオル

Ｑ５　学校平常時に津波警報が発表されたと
き、今回のようにスムーズに避難でき
ると思いますか。

ア　できたと思う　　　（４名）
イ　できなかったと思う（０名）
ウ　わからない　　　　（４名）

Ｑ６　わからないと答えた学校は、その理由
を教えてください。【自由記述】

①今回の件で職員の避難でも人員未確認、避
難所での長時間滞在による水分補給、暑さ
（雨）対策、蚊やトイレ対策が必要だとわ
かったから。

②終了後の確認で、職員間の認識の違いが見
られた。

③この質問では、確実に「できたと思う」を
選択できない。教職員一人一人の意識や対
応にまだまだ課題があると感じる。「対策
は学校がやってくれる」、では有事に「で
きる」と確信はもてない。

④今回の様に津波だけなら、比較的落ち着い
て避難できると思うが、もし地震が起きた
後の津波警報だったら「どうなっていただ
ろう？」と思った。

Ｑ７　今回避難したことによって、新たに気
付いたことはありますか。

ア　ある（８名）
イ　ない（０名）

Ｑ８　気付いたことを具体的に教えてくださ
い。【自由記述】

①ちょうど前日に検討した新しい避難場所の
方が、スムーズに避難できることが分かっ
た。

②避難経路の混雑。避難時の役割分担の明確
化。

③地域と一体となった避難訓練の実施計画が
必要（避難所等の整備も含む）。

④児童全員分の避難バッグを用意する必要は
ないが、学校用のバッグを用意する必要が
ある。その中身について話し合うことがで
きた。

【教師アンケートの考察】
このアンケートの結果からわかることとして、

ア　これまでの避難訓練の成果から、ほとん
どの学校がスムーズに避難できている。

イ　今回の避難の経験から、全ての学校で非
常持出バッグの準備をすることができた。

ウ　避難場所の整備の必要性。
エ　職員間で、意識や対応に違いが見られる。

の４点を挙げることができる。
やはり、どんなに想定した訓練をし、準備を

していたとしても、予想もしなかったことが起
こるのが「災害」である。それを理解した上で、
日頃から訓練を行い、備蓄用の品を用意するな
ど、少しでも被災の影響を軽減できるようにす
る必要がある。

②　児童アンケート（令和６年４月30日　辺土
名ブロック小・中学校、児童・生徒256名回
答）
Ｑ１　お家の人と決めた避難場所があります

か。
ア　ある　　　【53.5％（137名）】
イ　ない　　　【11.7％（30名）】
ウ　わからない【34.8％（89名）】

Ｑ２　あなたの家には「非常持出バッグ」が
ありますか。

ア　ある　　　【17.2％（44名）】
イ　ない　　　【32.0％（82名）】
ウ　わからない【50.8％（130名）】

Ｑ３　４月３日に「津波警報」が発表された
時、あなたは避難しましたか。（お家
の人と決めた避難場所以外でもよい）

ア　避難した　　   【84.8％（217名）】
イ　避難しなかった【15.2％（39名）】

Ｑ４　避難した人は、避難したとき何かもっ
て行きましたか。また、それは何でし
たか。

ア　水　　　　【22.6％（50名）】
イ　食べ物　　【13.1％（29名）】
ウ　携帯電話　【28.1％（62名）】
エ　その他　　【18.6％（41名）】
オ　何も持って行かなかった
　　　　　　　【17.6％（39名）】

【児童アンケートの考察】
このアンケートの結果からわかることは、

ア　約半数の児童が、家族と落ち合う場所を
決めていない。

イ　約85％の児童が自主的に避難している。
ウ　約82％の児童が、避難時に必要な何らか

３
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の物を持って避難していることがわかる。
という３点である。

児童は、思った以上に防災意識が高いことが
わかる結果となった。家族と落ち合う場所につ
いては、これからの指導を通して話し合って決
めてもらう必要がある。

⑵　校内の環境整備の見直し
４月３日の津波警報発表による避難を受け

て、各校では、次のような校内環境整備を
行った。
①　非常持出バッグの準備
②　非常持出バッグの中身の再検討
③　防災コーナーの整備（整理）
④　職員の役割分担の見直し
⑤　避難経路の見直し

【写真②】職員室入り口にコーナーを設置
【写真③】AED・防災バック（避難場所にある
備蓄倉庫の鍵含む）・拡声器・懐中電灯・ハブ
ノック・ハブ取り棒等

（Ａ小学校）

⑶　行政との情報共有
私達の辺土名ブロック教頭会は、国頭村・

大宜味村・東村の３つの村で構成されている。
４月３日の後、大宜味村では村の行政機関

と学校との情報共有の場が設けられ、報告書
を作成し、提出した。東村でも、村校長会・
教頭会が開かれ、情報の共有を行った。

しかし、本校がある国頭村では、行政機関
や他校との情報交換会が開かれることはな
かった。今後、行政機関や他校とのこのよう
な情報交換会の開催を提案していきたい。

さらに、国頭村では学校に備蓄倉庫などが
設置されておらず、自治体によって「災害」
に対する「温度差」があることがわかる。

⑷　Ｂ小学校の実践
地震や津波は、児童や職員が学校にいる間、

さらに、授業中にのみ起きるわけではない。
これまで、本校では地震発生の設定は授業

中だったが、今年度はその設定を変えること
にした。今回の設定は、２時間目と３時間目
の休み時間に地震が発生、さらに、地震のた

め停電になり校内放送ができないという設定
にした。また、避難訓練の日付については児
童に知らせるが、その日のいつ非常ベルが鳴
るかは知らせないことにした。
①　事前指導

事前指導においては、前述したように地
震は授業中だけに起こるわけではないこと
を児童に指導するために、絵本を利用した。
家で兄妹が留守番をしている間に、地震が
起きるという設定である。そのような状況
でどう対応したらよいかが、絵でわかりや
すく描かれている。また、学校で地震が起
こった際の避難訓練用の動画も各学級で見
せて、避難訓練に臨んだ。

②　避難訓練の実践
避難訓練当日は、児童は朝からそわそわ

している様子だった。２時間目終了のチャ
イムが鳴り、児童は運動場や中庭、体育館
でボール遊びを始めたり、教室で過ごし
たりと、思い思いに過ごしている。その
上、担任の先生は教室にいないかもしれな
い。そのような状況の中、地震発生の警報
音を鳴らした。児童のふり返りシートから
は、教室にいた児童は机の下に隠れた児童
が多いことがわかったが、運動場や中庭に
いた児童は、事前指導通りではなく、中央
に集まって腰をおろしたり、頭を手で守ろ
うとする児童は少なかった。

③　訓練の成果・課題・改善
【成果】

ア　これまでの避難訓練の設定を変えた
ことで、児童や先生方が、設定状況の
中でどのように行動するかが考察でき
た。

【課題】
イ　拡声器からの声は、聞こえなかった

り何を言っているのかわからなかった。
【改善策】

ウ　特に、地震発生時に教室外にいる児
童が身を守るために安全な行動ができ
るよう、日頃から繰り返し避難訓練を
行う必要がある。

エ　地震発生により停電になり、校内放
送ができず、拡声器からの声も聞こえ
にくいということになれば指示が出せ
ない。その様な状況を想定して、校長
が「集合場所」の旗をもって集合場所
を知らせる。そして、教頭は、校内を
回って避難を呼びかける。

３
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５　教頭としての役割
⑴　校長の補佐

突発的に発生する災害に対して、校長は瞬
時の判断を求められる。教頭は、校長の補佐
役として、判断材料となる情報を迅速に収
集・取捨選択し、校長へ提案・進言しなけれ
ばならない。さらに、避難訓練後の反省点を
速やかに訂正し、マニュアルを常に最新の状
態に保っておくことも教頭の重要な役割であ
る。

⑵　「チーム学校」としての力を発揮するため
に

職員は、各々が意見をもっており、危機管
理に対する考えもそれぞれである。しかし、
危機管理に対する職員のこのような「温度
差」「意欲の差」は、災害時において甚大な
被害につながりかねない。よって教頭は、危
機管理に対する職員の意識の高揚を図るとと
もに、「協働性・同僚性・専門性」を発揮で
きる職員を、日頃から育成していかなければ
ならない。

６　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　ブロック教頭会として研究を進める中、
災害マニュアルの見直しを行うことができ
た。

②　自然災害発生時に、教頭として取るべき
役割について、深く考えることができた。

③　学校と行政機関が、連携を図ることがで
きた。

④　これまでの研究から、人的・物的に必要
なものが見えてきた。
ア　（人的）教育課程への安全活動の位置

づけ。
イ　（物的）防災グッズコーナーの整備等。

⑵　課題
①　「危機管理」に対する、さらなる職員の

意識の高揚を図る。
②　教頭として、危機管理に関する情報収集

を行い、適切な判断につなげる。
③　環境整備の充実に向けたニーズを伝え続

けていく。

３
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１　主題設定の理由
霧島市は、人口約12万８千人の地域中核都市で

鹿児島空港や高速道路など南九州３県の交通の要
衝となっている。国立公園として指定を受けた風
光明媚な霧島連山や温泉群といった自然資源、天
孫降臨伝説や鹿児島神社初午祭・霧島九面太鼓等
に代表される歴史・文化資源も見られる。また、
黒牛・黒豚・黒酢等の食資源や先端技術を有する
大手企業等の産業資源等、多様な資源に恵まれて
いる。

霧島市には、34の
小学校と12の中学
校（分校１校を含
む）、１校の小中併
設校が設置されてい
る。「夢を描き　高
い志をもって学び続
け、共に輝く未来を
創る　心豊かな人づ
くり」を基本目標に
掲げ、学校・家庭・
地域等が連携・協働
しながら、「知・
徳・体の基礎・基本をバランスよく身に付け、自
ら学び考え社会の変化に主体的に対応できる判断
力と行動力をもつ人間」と、「郷土の自然、歴史、
文化を尊重する態度を身に付け、生涯にわたって
共に学び、豊かな社会づくりに貢献する人間」の
育成をめざしている。

また、本市では、教育の情報化における重点目
標として、「『つながる』全ての児童生徒の新し
い学びの実現」を掲げ、「学校のＩＣＴ環境とそ
の活用」と「『つながる』をキーワードにした日
常的な端末の活用」に向けた取組を進めている。

課題として、業務改善の視点からもＩＣＴ機器
活用の在り方に職員間で差が生じていること等が
挙げられる。

そこで、霧島市の中心部とその周辺にあり、各
校により規模が異なる学校で構成されている当教
頭会では、校内ＩＣＴの効果的な活用の推進を図
る上で教頭の果たす役割が重要であると考え、教
頭としてどのように関わっていけるかを実践・研
究することとした。

２　研究の内容と方法
⑴　学習指導におけるＩＣＴ活用を推進するた

めの教頭の関わり
⑵　生徒指導におけるＩＣＴ活用を推進するた

めの教頭の関わり
⑶　生徒会活動におけるＩＣＴ活用を推進する

ための教頭の関わり
⑷　業務改善におけるＩＣＴ活用を推進するた

めの教頭の関わり

３　研究の実際
⑴　学習指導におけるＩＣＴ活用を推進するた

めの教頭の関わり
①　現状把握

霧島市内各小・中学校において、生徒用
タブレット端末で活用できる、学習内容の
定着を図るアプリ等は以下のとおりである。
ア　デジタル学習サービス「navima（ナ

ビマ）」
イ　霧島市教委配信「今週の１問」

上記以外に霧島市はウ学習ｅポータル
「学びポケット」を通じて「eboard」、
「NHK for School」、「MEXCBT連携ア
プリ」等を活用することができる。

令和６年度当初に生徒用タブレット端末
で活用できることについて全職員に周知し
た。令和６年６月末までの段階で、ロイロ
ノート等を活用した授業実践は多くの授業
で日常的に見られるものの、上記のア～ウ
の活用が十分できていないことが課題と
なった。

②　取組の整理
上記⑴ア～ウの活用が不十分な原因を職

員や生徒に聞き取り、以下のア、イに整理
した。

（職員の主な意見）
・取り組ませる必要があるか分からない。
・取り組ませたいが、生徒にタブレットの

指示をするのが不安である。
・授業を完結させるので精一杯で、取り組

ませる時間を確保できない。
（生徒の主な意見）

・やってみたいが、先生がやってよいと指

３

第二次霧島市教育振興基本計画

学校運営・教育活動におけるＩＣＴ活用の推進と教頭の役割
−校内ＩＣＴ環境の効果的な活用の在り方と業務改善−

鹿児島県姶良・伊佐地区提言者　　霧島市立牧之原中学校　教頭 　鮎　川　康　弘
共同研究者　　姶良・伊佐地区　霧島市教頭会Ａブロック
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示してくれないとやってよいか分からな
い。

ア　取組の意味や操作方法を明確にする必
要性

イ　各教科年間指導計画や各単元の指導計
画の年度途中での柔軟な見直しの必要性

③　教頭としての取組
ア　生徒配布用「タブレット活用プリン

ト」作成
職員への聞き取りから、職員が生徒に

タブレットの活用を促す意味や操作の指
導に不安を抱えていることが分かった。
そこで、職員も生徒も各アプリ等のよさ
や目的を明記し生徒が自主的に操作でき
る「タブレット活用プリント」【図１】
を作成して職員に説明後、全校生徒に配
布した。

生徒は「タブレット活用プリント」を
机の中に保管し、使いたいときに確認し
ながら生徒が主体的に行うことができ、
教科担任等は操作の説明を一切しないで
済むようにした。

【図１「タブレット活用プリント」】

イ　学力向上委員会での教科主任との連携
強化

２か月に一度程度設定されている学力
向上委員会で各教科主任に以下について
繰り返し説明し、授業での積極的活用を
指示した。
・問題作成や印刷が不要である。
・個別最適な問題が豊富にある。
・授業の導入や終末の５分程度でも先生

が指示するだけで、生徒は「タブレッ
ト活用プリント」を見て、自主的に操
作して取り組める。

また、実際に活用した教科における実践
の様子を紹介してもらい、各教科主任が共
有することで全体的な活用推進を図った。

同時に、各単元の指導計画にタブレット

で学習内容の定着を図る場面を設定する等
の柔軟な見直しを働きかけた。

⑵　生徒指導におけるＩＣＴ活用を推進するた
めの教頭の関わり
①　現状把握

Ａ中学校は、生徒数504名（学級数は特
別支援学級を含め18学級）、本年度統合70
周年を迎えた伝統のある学校である。校区
内に３つの小学校があり、小中連携に係る
研究に取り組んでいる。本校の生徒指導の
課題として、不登校対策が挙げられる。昨
年度も１割程度の不登校生徒が出現してお
り、不登校支援教室の設置や教育支援セン
ター等の関係機関との連携を図っている。
また、特別な支援が必要な生徒も増加傾向
にあり、様々な特性への対応に苦慮してい
る。

②　取組の整理
ア　デジタル行動記録の活用

昨年度の２学期より電話による欠席連
絡をメールでの受付に変更した。全職員
が各自の端末でどこでも出欠や遅刻・欠
席理由などを確認することができ、情報
の共有化を図っている。保護者からの相
談を文字として受け取ることができ、正
確で迅速な状況把握につながっている。
また、メールを活用した保護者への連絡
により、双方向で確実な情報伝達につな
がっている。学級通信等もデータで配信
し、日々の学校生活の様子を確実に伝え
ることができる。気になる生徒の日々の
行動についても、校務支援システムを活
用することで全職員が情報共有している。

イ　端末による各種アンケートの実施
「学校たのしぃーと」や「いじめアン

ケート」などは、昨年度よりタブレット
を活用し行っている。活用前のいじめの
認知件数や相談件数に比べ５倍以上の件
数となっており、事案の早期発見・早期
解決につながっている。

ウ　「心の健康観察」アプリケーションの
運用

霧島市では、児童生徒が抱える悩みや
困り感を早期に多面的に把握し、児童生
徒が安心して相談できる環境づくりの一
つとして、「心の健康観察」アプリケー
ション【図２】の運用を行っている。生
徒自身がセルフチェックした心の状態や
相談したいときに、校内の相談したい人
へ発信することができる。職員が各自の

３
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端末で確認することができ、迅速な対応
につながっている。

【図２「心の健康観察」アプリケーション】

③　教頭としての取組
・ＩＣＴのシステム導入やデータ活用によ

る指導の効率化や生徒理解の促進
・デジタルコンテンツ活用による情報の共

有化や職員の連携強化
・職員の事務的負担の軽減

今後もＩＣＴを活用することで、生徒指
導の質を向上させ、生徒一人一人に寄り添
う指導の充実につなげていきたい。

⑶　生徒会活動におけるＩＣＴ活用を推進する
ための教頭の関わり
①　現状把握

・小規模校の本校では、健康観察アプリで
始まり、ほぼ毎日いずれかの教科授業で
活用している。生徒総会や共通実践事項
の啓発で、少人数の生徒会役員が資料等
を懸命に作成している。ＩＣＴを有効活
用することにより作業時間短縮や生徒集
会等で生徒会活動の活発化を図りたいと
考えている。

②　取組の整理
・生徒総会の資料を作成し、ＰＤＦにして

Teamsで配信し、各自タブレットを持
参して総会に臨んだ。

・生徒総会の際に、「学校生活について」
のアンケートをグーグルフォームで集約
し、改善策を検討した。

・「あいさつの大切さ」「生活の記録のい
いところ」「平和について考えること」
等課題やテーマをパワーポイントでまと
め、プロジェクターで映し、視覚的啓発
を行った。

③　教頭としての取組
・情報担当者との連携

生徒と職員のTeamsを整理し、ファイ
ルの開き方等を事前指導の協同。
・生徒会担当との連携

タブレットの動作点検・グーグルフォー
ム・パワーポイントの作成時に、内容や見
せ方へのアドバイス、当日の準備の手伝い。
・生徒会の取組の周知

学校便り、ＰＴＡ、学校評議委員会での
紹介、ブログへのアップロード。

⑷　業務改善におけるＩＣＴ活用を推進するた
めの教頭の関わり
①　現状把握

本県では、GIGAスクール構想のもと、
県域アカウントが生徒・職員に付与され、
様々なアプリの活用が進められている。ま
た、霧島市では、平成24年度から「ミライ
ム」、令和２年から「スズキ校務」といっ
た校務支援システムが導入され、業務の効
率化と適正化が進めている。

Ｂ中学校は、生徒数510人、職員数約50
人の規模で、職員室が全体職員室と各学年
フロアーに学年職員室が配置されており、
普段教師は、学年職員室を中心に業務にあ
たっている。

②　取組の整理
ア　Microsoft　Teamsの活用（その１）

新型コロナウイルス感染症が流行し、
様々な対応が求められた際に、職員の感
染症対策（三密の回避）として、それま
で全体職員室で参集する形で行っていた
全体職員朝会をTeamsの「会議」を活
用し、職員は自らのデスクでオンライン
による朝礼に参加している。

資料を使った確認を行う際は、画面共
有によって、よりわかりやすく情報を共
有することができている。

イ　Microsoft　Teamsの活用（その２）
職員会議においては会議資料のペー

パーレス化を進めるために、Teamsの
「ファイル」に職員会議のフォルダを作
成し、各担当が作成した会議資料をデー
タとして保存している。事前に資料を閲
覧することができるため、会議の時間短
縮にも効果的である。

同様に、各種委員会においても資料の
共有化を行っており、ある委員会では資
料作成の共同作業をTeams内でリアル
タイムに実施している。

また、電話対応においては職員が授業
等で対応できないときに連絡者や連絡事
項を入力する「電話受付連絡表」【図
３】を作成し、Teams内に入力し共有
することで確認することができる。

３
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【図３「電話受付連絡表」】
ウ　市教頭研修会での取組

本市の教頭研修会（市教委主催）の終
了後には市教委と市教頭会が連携して
「アフター自主学習会」が実施されてい
る。あくまでも任意の会合であるが、本
市に勤務する教頭職にとって横の連携を
図る良い機会となっている。

これまで教育課程や特別支援教育等を
テーマに情報交換が行われ、経験年数の
少ない教頭職にとっては貴重な情報収集
の場となっている。

③　教頭としての取組
・Microsoft　Teamsの運営・管理

週に２回の全体職朝を毎回、「会議のス
ケジュール設定」を行っている。当初は
「全体職朝」とタイトルを付けていたが、
誤って別の会議を立ち上げてしまうケース
が生じたため、現在は「全体職朝（○月◇
日）」と日付を付けることで、誤操作を防
止している。

また、Teams「ファイル」のフォルダ
管理も担当職員と協議し、過去のデータの
管理等を行っている。
・「アフター自主学習会」への提案

任意参加で行われる会合であるが、業務
改善をテーマに提案するなど、市教委と市
教頭会が連携し、協働的に情報交換が行わ
れるよう取り組んでいる。

４　研究の成果と今後の課題
⑴　研究の成果

①　今回、４つの領域（学習指導・生徒指
導・生徒会活動・業務改善）に焦点をあて、
各校のＩＣＴ活用の取組について情報を整
理することで、様々な活用が推進されてい
ることを共有することができた。

②　本市が提供する校務支援システムや各種
アプリケーションの機能を効果的に活用し
ている状況を把握することができ、その情
報を共有することができた。

③　本市教育委員会の協力を得て、当教頭会
の取組を推進することができた。

⑵　今後の課題

①　生徒や教師によっては、ＩＣＴ活用のス
キルに個人差があり、生徒の支援を行える
教師への負担が大きくなっている。

②　今回取り上げた領域以外についてもＩＣ
Ｔの活用状況を整理し、適切かつ効果的な
ＩＣＴの活用が推進されるよう教頭として
かかわる必要がある。

３
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１　テーマ設定の理由
本校は、児童35名、教職員13名という極小規模

校であり、竹田市の中心部にほど近いものの、川
と山に囲まれた自然豊かな立地にある。

【写真１】竹田市立豊岡小学校

児童は、学年の隔てなく休み時間に仲よく過ご
し、大きなトラブルもほとんど見られない。高学
年の児童が、低学年を遊びに誘ったり、さりげな
く様子を見たりしながら、全校のみんなが楽しく
過ごすということを意識した行動をとることがで
きている。しかし、人数が少なく目が届きやすい
がゆえに、つい教職員が先走って指示を出して、
子どもが受け身がちになる場面が様々な活動の場
で見られることもあった。

一方で、学習の面では、授業の課題に対してま
じめに取り組み基礎的な力はついてきているが、
自分の考えを論理的に説明したり、記述したりす
ることを苦手としている傾向がある。

そこで、本校では、育成をめざす資質・能力を
「主体的に取り組む力」「思考
力・判断力・表現力」とし、自
分の考えを伝えることと、自分
たちで判断してできることに積
極的に挑戦することを支援して
いこうと確認して取り組んでい
る。子どもを主体として、教職
員が働き甲斐を感じながら教育
活動を行うために、教頭として
どのような教育環境整備をすべ
きかを考え、本主題を設定した。

２　研究のねらい
⑴　主体的に学習や活動に取

り組む子どもたちの育成の
ために、教職員がどのよう

な支援や指導の工夫をしていけばよいか、学
校組織はどうあればよいかについて検証し改
善を図る。

⑵　極小規模校での教育環境整備における教頭
の役割について探る。

３　研究の経過
研究は以下の四段階で進められた。

⑴　教職員・児童の実態把握と分析
⑵　指導・支援方法の共通理解の構築
⑶　学期ごとの検証と改善
⑷　次年度に向けた課題の整理

４　研究の概要
⑴　子どもたちや教職員の実態把握・分析

①子どもの実態把握
前年度末に、本校の子どもの実態について

KJ法を用いて検証した。子どもの実態につ
いて出し合い、その原因や背景として考えら
れるものを検討する中で全体として見えてき
たことを確認し合っていた。その検証をベー
スとして、チーム会議、運営委員会と会議を
重ね、子どもの実態から「育成したい資質・
能力」を考えていった。
②教職員の役割の明確化と連携強化

組織の機能性を高めるため、以下の取り組
みを行った。まずは、分掌内の役割を見直し、

３

【表１】実態協議のまとめ

主体性をキーワードにした学校づくりと教育環境整備における教頭の役割

大分県竹田地区提言者　　竹田市立豊岡小学校　教頭 　廣　瀬　雅　彦
共同研究者　　竹田地区教頭会
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各教職員の強みを活かした配置を実施した。
そして、教務主任と研究主任の定期的な情報
共有の場を設定したり、経験豊富な教員と若
手教員のペアリングによる知識・技能の継承
に努めたりした。管理職と教職員間の橋渡し
役・各分掌間の調整役として、スムーズな学
校運営がなされるよう職員室の雰囲気づくり
や時間の確保のための会議時間の縮小を心が
けた。

⑵　指導・支援の振り返りと目標の共有
①チーム体制の構築

学校全体としての指導方針の確認に加え、
支援を必要とする児童に対して、どのよう
な声かけや支援をしていくべきか指導にお
ける注意点を学年初めの段階から専門家の
意見も参考にしながら定期的に確認して
いった。
ア　担任、支援員、支援学級担任の三者連

携会議
イ　学年を超えたチーム編成による多角的

な児童理解
ウ　保護者対応の原則と手順の共通理解

②　肯定的アプローチの徹底
ア　週一回の夕会における児童の実態・変

化の共有
イ　学期ごとの教職員の取り組み確認

これらの取り組みを支援するために、授
業だけでなく授業以外の場面での児童観察
と担任へのフィードバック、教材教具の調
達と予算執行の迅速化に努めた。

⑶　データに基づく実態把握と改善
本校は、校内組織として主に学力向上を担

う「教務部」と児童の生活面の指導を担う
「安心安全部」を置き、学校評価や学校行事
の分担などをチームで行っている。そのチー
ムで評価項目の検討を行い、子どもたちの実

態や教職員の自己評価を検証するためにアン
ケートを実施した。子どもたちは自分の表現
力をどのように捉えているのか、それに対し
て教職員や保護者はどう評価しているのかな
ど、関連する項目に沿ってチームで検証して
いった。そして、アンケートの結果をもとに
チームで指導の重点を確認し、教職員全体と
してどのような子どもに育てるか共通理解を
図った。

①　定期的な情報収集
ア　Googleフォームを活用した児童・教職

員・保護者アンケートの実施（学期末）
イ　児童の主体性に関する評価項目の設定
ウ　記述式回答の質的分析

②　組織的な検証プロセス
ア　チーム会議でのデータ一次分析（学期

末）
イ　校内運営委員会での改善策検討（学期

末）
ウ　学校運営協議会での外部評価（年２

回）
実態把握のデータ収集のために、Google

フォームの活用や分析結果の視覚化等で改善を
図った。また、改善策の実施状況を会議ごとに
チーム責任者から報告してもらい、自分たちの
取り組みの意識化を図るようにした。

【グラフ１】児童アンケートより

【グラフ２】児童アンケートより

３

【表２】各学期の重点的取り組み（職員）
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【グラフ３】児童アンケートより

【グラフ４】教職員アンケートより

⑷　次年度計画の協働的策定
前年度の実態把握のまとめを見直し、子ど

もたちがどのように変容したかについて協議
し、チーム会議等を重ねながら策定していっ
た。
①　ボトムアップ型の課題抽出

ア　チーム会議での児童の実態洗い出し
（ブレーンストーミング形式）

イ　各学年・分掌からの改善提案書の作成
ウ　課題の優先順位づけワークショップ

（２月実施）

【表３】実態分析の表

②　評価指標の設定
ア　チーム会議、運営委員会での学校評価

項目の検討（12月～１月）
イ　「主体性」を測定する具体的指標の策

定
次年度の計画策定に当たっては、校長の

方針と教職員の捉える子ども像との整合性
を検討し、全体計画の骨子を作成していっ
た。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　組織体制の強化
役割分担の明確化により、チーム会議が活

性化し、職員間の意識の共有が容易にはから
れるようになった。また、若手教員が校務分
掌に積極的に参画したり、各会議で必ず発言
したりするよう促すことでわからないことを
わからないままにしない意識が醸成された。
さらに、会議時間の短縮（平均15分減）に
よって教材研究時間（担任間の情報交換、ア
ドバイス含む）を確保することができた。
②　協働文化の醸成

少人数でテーマを絞ったチーム会議を行う
ことで、会議での発言数が増加し、一人ひと
りの参画意識が高まった。さらに、視点を明
確にした研究授業や互見授業を通して、若い
教員の授業後の協議にも積極的な発言が見ら
れるようになった。教職員間の教材・指導法
共有の話題が日常的に職員室内で聞かれるよ
うになった。
③　児童の変容

児童アンケートにおいて、「自分から考え
て行動する」項目の肯定的回答が90％を超え、
子どもたち自身が普段から意識して行動でき
ていることがわかる。実際、教職員からも
「『自分たちで考えて』と発言する子どもの
姿をよく見るようになった」という声が聞か
れる。また、児童会活動でも子どもたちによ
る自主的提案が増えて、前年踏襲ではない行
事提案がなされるようになっている。

⑵　課題
①　共通理解の深化

学校には、新採用の職員から再任用の職員
まで、職種・経験年数の異なる多様な教職員
が働いている。校内で新しい取り組みを進め
る際には、教職員間で取り組みのねらいや意
義についての理解促進を十分に図らなければ
ならない。新しい取り組みの有効性をどの職
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員にも自分事として捉えてもらえるように、
表現や場の工夫をしながら共通理解を図って
いきたい。

また、「育てたい児童像」の具体化と評価
基準の明確化を通して、チームとして職員が
同じ目標に向かって指導できるようにしてい
きたい。
②　外部連携の強化

教頭の事務職員兼務という特殊性を踏まえ、
学校支援センターとの連携が大きな課題とな
る一方で、全校配置を引き続き強く働きかけ
ていかなければならない。

また、地域人材の効果的活用による教育活
動の充実や保護者との協働による児童の主体
性育成にも力を入れていきたいと考えている。
③　教育環境の整備

本県は、「学校支援センター」による学校
事務業務の集中管理を行っている。校内に事
務職員が配置されていない学校については、
教頭が事務職を兼務し、週に１回、センター
から担当職員が来校し、平均３時間の事務支
援や相談業務をしている。校内の予算執行や
文書整理、各種申請の作成等の職務を、教頭
が日常の業務に加えて担う形になっており、
未配置校では、それらの業務が教頭の負担に
なっているとの声も多く聞かれる。学校支援
センターとの協議も重ねながら年々改善され
てはいるが、時間外勤務の縮減のためにも全
校配置の要求を行っているところである。
④　AI時代における教頭の役割

ア　業務改善の推進者として
AI・ICTツールの選定と導入による定

型業務の自動化やデータ駆動型の学校経
営支援（出席管理、成績分析等）が図ら
れれば、大幅な時間短縮と効率化が期待
される。しかし一方で、デジタル・リテ
ラシー向上のための校内研修の企画をす
るなど、あくまでツールとしての活用の
あり方を共通理解していく必要がある。

イ　働きがい向上のファシリテーターとし
て

授業改善に集中できる時間の創出や教
職員のメンタルヘルスケアと業務負担の
バランス調整役としての教頭の役割を模
索していかなければならない。
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第４分科会　「組織・運営に関する課題」

提言１
研 究 主 題 魅力ある学校づくりを目指して

副 主 題 学校の組織力向上を図るための教頭の役割

協 議 の 柱
１　組織づくりと人材育成について
２　教頭職におけるウェルビーングの向上の実例について
３　働きやすい環境を目指して時間や余裕の確保の工夫について

提 言 者 新上五島町立上郷小学校　　渡　辺　明　信（長崎県）

提言２
研 究 主 題 八代型小中一貫・連携教育活動を組織的に推進する教頭としての役割り

副 主 題 地域と連携・協働した魅力ある学校づくりを目指して

協 議 の 柱 小中連携・一貫教育活動を組織的に推進する教頭の役割

提 言 者 八代市立東陽中学校　　下　田　晶　子（熊本県）

提言 3
研 究 主 題 組織として繋がる教職員集団と教頭の役割

副 主 題 「働き方改革」の推進に向けた組織づくりと人材育成

協 議 の 柱 継続した「働き方改革」と組織的な「人材育成」を進めるために教頭の
役割はどうあるべきか

提 言 者 日出町立日出中学校　　阿　部　尚　史（大分県）

指導助言者 別府教育事務所　次長兼指導課長　　松　木　利　幸

指導助言者 日出町立大神中学校　校長　　　　　河　野　　　理





１　主題設定の理由
社会構造の大きな変化や多様な価値観をもつ

人々が共存する環境の中で、学校も時代に合わ
せてよりよく変化していく必要がある。また、
現在学校はいじめや不登校、教員不足、超過勤
務、人材育成など課題が山積している。

このような状況の中、本町においては、児童
生徒数の減少による学校の統廃合や学校の小規
模化による複式学級の増加が急速に進んでいる。
職員の構成状況においては、同学年や教科担当
が一人であり、校内で授業づくりについて相談
し合い教職員としての専門性を磨く機会が限ら
れている。また、職員一人一人が担当する校務
分掌も複数となり、負担が増加している。職員
の病休の取得など、緊急事態となった際の学校
組織の機能維持も難しくなっている。

これらの課題に対して、学校が組織として有
効に機能し、学校を取り巻く様々な課題に適正
かつ迅速に、また持続可能的に対応できる体制
づくりを進めなければならない。教頭には組織
マネジメント能力が必要であり、役割は極めて
大きく重要である。

以上のことから、「チーム学校」として、子
供たちが安心安全に学び、教職員が働きやすい
学校をつくることが「魅力ある学校」と考え、
本研究主題「魅力ある学校づくり」を掲げ、組
織力向上のための教頭の役割について研究を推
進していくこととした。

２　研究のねらい
VUCAの時代に突入した現在、求められる

能力（行動力・問題解決能力・創造的思考力・
リーダーシップ・チームワーク・コミュニケー
ション能力）を育み、子供たちにとっても、教
職員にとっても、「魅力ある学校づくり」を具
現化していきたい。そのために、教頭として、
島部という地域の特性を生かした教職員の「人
材育成」や「組織力向上」に関わる研究を進め
ることで、同僚性をより一層構築し、校内にと
どまらず地域全体の教職員の資質向上を図って
いくことをねらい、３つの柱をもとに新たな視
点や実践による検証を進めながら研究を行った。

【研究の３つの柱】

柱①　人材育成を目指したチーム学校の組織づ
くり

柱②　ウェルビーイングの向上を目指した働き
がいのある職場づくり

柱③　ライフワークバランスの実現を目指した
働きやすい環境づくり

３　研究の経過
⑴　１年次（令和５年度）

テーマを絞り込んで本研究の充実を図る。
⑵　２年次（令和６年度）

１年次の実践を深化させ、検証し、本研究
についてのまとめをする。

４　研究の概要
⑴　研究仮説

教頭として、自己の資質を高め、先見的な
視野をもって、持続可能な取組となるよう組
織をマネジメントしていくことが必要である。
このような組織マネジメントを推し進めてい
くことで「魅力ある学校」に迫ることができ
るであろう。

⑵　研究の内容
①　職員アンケートの実施・分析・検討
②　資料の収集による協働作業
③　各校・関係校での実践
④　取組の成果と課題の明確化

⑶　研究実践
①　職員アンケートの実施・分析・検討
②　資料の収集による協働作業

ア　職場の魅力

【図１】AIテキストマイニング（魅力）
ア　雰囲気がよく、相談しやすい。

４

魅力ある学校づくりを目指して
－学校の組織力向上を図るための教頭の役割－

長崎県新上五島地区提言者　　新上五島町立上郷小学校　教頭 　渡　辺　明　信
共同研究者　　新上五島地区教頭会
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イ　管理職や先輩職員が相談に乗り働きやす
い。

イ　組織づくり（校務分掌の見直し）

【図２】AIテキストマイニング（組織）
ア　分掌の精選、再編成、もっと良い学校に

したい。
ウ　働きがいのある職場

【図３】AIテキストマイニング（働きがい）
ア　「助け合い認め合う職場」「適切な評

価」「ライフワークのバランスが取れた職
場」など多忙な中でもやりがいをもって仕
事をしたい。

エ　職員室の環境（休暇のとりやすさ）

【図４】AIテキストマイニング（環境）
ア　代教をお願いしやすい環境・職員数の増

加・代替職員の存在が必要など課題。
③　各校・関係校による実践
柱①　人材育成を目指したチーム学校の組織づ

くり
ア　組織力の向上

全国的に少子化が進む中、これからは新上
五島町においても極小規模校が増えていくこ
とが予想される。極小規模校では、児童・生

徒数が少ないので学級・学年業務は多少軽減
されるものの、「複式学級により教材研究が
多くなること」「一人一人が抱える校務分掌
業務が非常に多くなること」等が課題として
あげられる。そのような中で、「チーム学
校」としての組織力の向上、働きやすい職場
づくりを目指すために校務分掌組織を改編し、
実践を通して検証を行った。

イ　校務分掌組織づくりの実際【小学校例】
ア　組織表のシンプル化

これまで『教務部・研修部・生活指導
部・健康安全体育部・特別活動部・庶務
部・管理部・渉外部』と多くに分かれてい
た部を『管理部・指導部』の２つに分け、
「管理部」に教頭・教務主任・事務職員を、
「指導部」に研究主任・生活指導主任・専
科・養護教諭を配置し、役割を明確にした。

イ　組織力の向上・働きやすい職場づくり
それぞれの部において、主担当者とサブ

の担当者の複数体制を構築した。その際、
これまでの経験年数や自校での経験年数を
配慮して、OJTやメンターを意識した組み
合わせとした。

ウ　校務分掌組織
Ａ　研究主任　Ｂ　生活指導主任

【表１】校務分掌組織　例（小学校）

柱②　ウェルビーイングの向上を目指した働き
がいのある職場づくり

ア　ウェルビーイングの向上
ア　意欲の向上

ａ　周りの仕事が見える職場
ｂ　職員の仕事を周りに伝える働きかけ
ｃ　関係を築く職員の声のかけ合い
ｄ　週案へのコメントによる称賛

イ　達成感（自己有用感を高める）
ａ　認められる職場、認め合う職員関係
ｂ　仕事の過程及び結果の評価
ｃ　頼りがいのある教頭になるための取
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組
（例…休暇届）

【表２】休暇届

↓（休暇名をクリック）

ウ　協働性
ａ　職員同士による仕事で困っているこ

とへの改善に向けたアドバイス
ｂ　相談しやすい職員配置
ｃ　児童生徒に関する肯定的な話し合い

エ　個人のスキルアップ
ａ　研修を受けられるサポートができる

職場
柱③　ライフワークバランスの実現を目指した

働きやすい環境づくり
ア　ライフワークバランスの実現

ア　放課後時間の確保
（ワークの充実を目指して）
ａ　会議を入れない金曜日の放課後
ｂ　午前中５時間授業の実施
ｃ　月２回の週２９時間授業の設定
（他は週３０時間で授業時間の確保）
ｄ　行事の見直し
ｅ　管理職による学校の開錠と施錠の分

担
（教頭の勤務時間削減）

イ　年次休暇を取得しやすい工夫をし、自
分時間を確保
（ライフの充実をめざして）

ａ　時間割の工夫
→複数学年の合同体育や合同音楽など

ｂ　計画的な年休申請
→早めにわかっている年休については、

時間割作成者へ相談及び課題の準備
をする。

ｃ　突発的な年休の対応
→授業進度の状況が誰にでもわかる状

態にしたり、課題にできる教材など
の場所を明確にしたりする。（オン
ラインの活用・情報共有・児童生徒
の学習規律の育成）

ウ　雰囲気づくり
ａ　お互い様の気持ち（日頃の職員同士

のコミュニケーション、気軽に話せる
職場）

ｂ　担任と副担任など学年間の共通理解
と共通実践

ｃ　家族構成を加味した分担
ｄ　職員室の雰囲気づくり

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果
柱①　人材育成を目指したチーム学校の組織づ

くり
調査の結果から、各自の役割が明確になり、

「相談しやすく風通しのよい学校」「チーム
学校」として働きやすい職場・魅力ある職場
と全職員が感じていた。また、引継ぎが確実
に行われ、２人体制による校務分掌により極
小規模校であっても人材を育成しながら教育
の質を維持することができる持続可能な職場
としても有効な手立てであった。

柱②　ウェルビーイングの向上を目指した働き
がいのある職場づくり
意欲の向上や達成感など日頃から声を掛け

たり認められたりすることでウェルビーイン
グの向上につながっている。また、様々な業
務を協働的に行うよう仕組んだり個人のスキ
ルアップをサポートしたりすることで職員の
働きやすい環境を整えよりスムーズに進める
ことができた。

柱③　ライフワークバランスの実現を目指した
働きやすい環境づくり
小学校において、午前５時間授業を実施し

放課後の時間を確保した学校のアンケート結
果では、９０％の職員が「放課後の時間に余
裕を感じる。」【表３】と答え、「教材研究
等の授業準備」「校務分掌に関すること」

４

−61−



【表４】など、これまで勤務時間外に行って
きたであろう業務ができていると肯定的にと
らえていた。また、職場での雰囲気づくりも
働きやすい環境に大きく関わってくる。それ
ぞれの学校の雰囲気もあるが日頃から職員間
のコミュニケーションをとることでより働き
やすい環境になるものと考えられる。

【表３】午前５時間授業の放課後に余裕を感じま
すか。

余裕を感じる ３０％
まあまあ感じる ６０％
あまり余裕を感じない １０％
余裕を感じない ０％

【表４】午前５時間授業の放課後にどのような業
務を行っていますか。（複数回答）

校務分掌に関すること ８０．０％
教材研究等の学習に関すること ６６．７％
学校行事や学年間・分掌間の相
談・情報交換

４３．３％

学級事務 ３６．７％

⑵　課題
①　人材育成を目指したチーム学校の組織づ

くり
ア　一人職の仕事だと業務内容については、

これまでと特に変化がない。
イ　年度当初に、複数体制の意義を強調し

てしっかりと伝えること、一人職の職員
には教頭が常に意識して「チームの一
員」としての声掛けを行っていく必要が
ある。

②　ウェルビーイングの向上を目指した働き
がいのある職場づくり
ア　多忙な業務の中でも日々の取組の積み

重ねがお互いのウェルビーイングを高め
ることにつながる。そのため教頭として
職員一人一人に目を向けていく必要があ
る。

③　ライフワークバランスの実現を目指した
働きやすい環境づくり
ア　放課後の時間確保のための午前５時間

授業では、休み時間が５分になることで、
授業の準備等の余裕がなくなったり週２
～３日程度を超えると負担を感じたりす
ることが課題である。

イ　より「働きやすい環境」を目指して時
間や余裕を確保できるよう働きやすい環

境を創造していくことが今後の課題であ
る。
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１　主題設定の理由
八代市で

は、平成27
年度に「八
代型小中一
貫・連携教
育」を市内
全中学校区
で 完 全 導
入 し て い
る。取組の
キーワード
を「先生を
つなぐ・子
どもをつな
ぐ・地域と
つなぐ」と
し て 、 各
中学校区において特色ある取組を行っている。
「何ができる15歳を育てるのか」を明らかにし、
「全中学校区共通の７つの取組」をベースとし
て、子供・教員同士の交流、学力向上に向けた
授業公開、地域や家庭との連携など、工夫した
取組が進められている。

本校区では平成25年度に３つの小学校が統合
されて東陽小学校が開校したことを契機に、一
足早く、東陽小・東陽中による一小一中施設分
離型の「八代型小中一貫・連携教育」が始まっ
た。それ以来、小学校への乗り入れ授業や合同
学習（伝統文化学習）、合同行事（運動会）、
合同研修に取り組んできたが、近年は「形骸
化」している状況もあり、真の小中連携教育、
小中一貫教育を実践しているとは言い難い面が
あった。他の八代市内の中学校区でも同様の状
況が見られており、小中一貫・連携教育が停滞
しているとも言える状況であった。

そこで令和５年度から、本校区では「八代
型小中一貫・連携教育」の理念に再度立ち返
り、連携から一貫への転換を目指していくこと
になった。全職員が共通理解し、同じ方向を向
いて組織的に取り組んでいくには、教頭として、
どのように関わっていけばよいのかを研究する
ために、本研究主題を設定した。この２年間の

取組と成果等について報告する。

２　研究のねらい
東陽小・中学校には平成25年度に作成された

「東陽小中一貫・連携教育校学校経営方針」が
あり、学校教育目標（ふるさと東陽を愛し、自
ら学び、心豊かにたくましく生き、夢実現に向
け未来を切り拓く東陽っ子の育成）、校訓（自
主・剛健・奉仕）を小・中学校で同一の目標に
定めている。その中で、次の２点を基本方針に
掲げて教育活動を行ってきている。

⑴　義務教育９年間を見通した、児童生徒の
「育ち」と「学び」をつなぐ教育の推進

⑵　地域の人材・自然・文化・歴史の特色を生
かした特色ある教育の推進

本報告では、この基本方針に沿って、小中一
貫・連携教育活動を充実させ、地域と連携・協
働した魅力ある学校にしていくための組織的な
取組の推進を、教頭としてどのように行ってき
たかを明らかにする。

３　研究の経過
⑴　１年次（令和５年度）

①　研究テーマの設定
②　実践、検証
③　反省、次年度への引継ぎ

⑵　２年次（令和６年度）
①　研究テーマの見直し
②　実践、検証
③　反省、まとめ

（本報告では主に２年次の取組を中心に報告す
る）

４　研究の概要
⑴　「育ち」と「学び」をつなぐ教育の推進

①　小中合同研修における組織・運営
「小中一貫・連携教育」の理念に立ち返

り、連携から一貫への転換を図るには、校
区内の小・中学校の全職員が同じ目標に向
かって教育活動を実践していくことが必要
である。このため、令和５年度には研究

４

【資料１】教育委員会作成資料

八代型小中一貫・連携教育活動を組織的に推進する教頭としての役割
－地域と連携・協働した魅力ある学校づくりを目指して－

熊本県八代地区提言者　　八代市立東陽中学校　教頭 　下　田　晶　子
共同研究者　　八代地区教頭会
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テーマを、令和６年度にはサブテーマも
小・中学校で同一のものとし、小・中学校
の全職員で研究の方向性を一致させた。そ
の結果、小中合同研修も令和４年度の年３
回から、令和５年度11回、令和６年度15回
に増加した。このように小・中学校共通の
校内研修テーマを設定することで、小・中
学校の全職員で「つながり」と「連続性」
を意識した義務教育９年間を見通した学び
の具現化を図った。

令和６年度には、これまでの実践等を踏
まえて部会を再編し、「学び部会」「ふれ
あい部会」「つなぐ部会」「こころ部会」
と４部会に整理した。

「学び部会」では、小・中学校での授業
スタイルを統一し、「『学習リーダー』を
中心とした授業展開」「定着確認の徹底」
を柱とした授業改善に小・中学校全職員で
取り組むこととした。

「ふれあい部会」では、小中合同運動会
や小中合同伝統文化学習、小中合同寺子屋
（全員学習会）等を通して、児童生徒の自
己肯定感の向上に向けた取組を行った。

「つなぐ部会」では、小学校１年生から
中学校３年生までの成長の指標を定めた
「育ちの架け橋」を作成し、校区内全家庭
に配付して目指す15歳の子供像を共有した。
また、家庭学習の充実に向けて校区内にあ
る保・小中が連携してメディアコントロー
ルデーを実施したり、生活ノートの活用を
図ったりする取組を行った。

「こころ部会」では、小・中学校両校で
取り組む活動として、１分間スピーチの実
践や周りの友人に対する肯定的なメッセー
ジを記入して掲示する「他者評価」の活動
を行った。

このように、令和５年度から、小中共通
の校内研修テーマを設定し、「つながり」
と「連続性」を意識した様々な取組を小・
中学校全職員で行ってきた。本校区の課題
である学力向上及び不登校対策に、少しず

つではあるが成果が現れ始めているところ
である。

【教頭の役割】
はじめに「学習リーダーの育成」を取組

の柱の１つとした経緯について補足してお
く。東陽小学校では少ない児童数のため、
複式学級の学年があった。そこでは、「学
習リーダー」を活用した授業スタイルが取
り入れられており、教師主導による受け身
の授業ではなく、児童が主体的に学習活
動に取り組む姿が見られていた。「学習
リーダー」は単式学級では実践されておら
ず、複式学級を経験した児童と経験してい
ない児童では、学ぶ意欲に差が見られてい
た。そこで、この「学習リーダー」を、小
学校、中学校の単式学級でも、活用してい
くことが主体的に学び続ける児童生徒の育
成につながるのではないかと、着目するよ
うになった。

この新しい取組が、小・中学校で連携し
て共通した実践となるためには、小・中学
校の教頭が窓口となりコーディネートする
必要があった。そのため、小中合同研修会
の前後に、校長、教頭、研究主任、教務主
任で構成する「小中一貫・連携教育推進委
員会」を実施した。小・中学校の校長の
リーダーシップの元に、両教頭がそれぞれ
の学校の研究主任、教務主任と連携して、
目指す研究の方向がぶれないように対応し
た。

また、全職員の授業スタイルの統一では、
業績評価の目標設定時にそれぞれの職員へ
の指導助言を通して、取組の方向性をそろ
えた。このようにして学校総体として研究
を進めていく雰囲気を醸成した。

さらに、中学校で行われた八代市教育委
員会による学校訪問の機会を活用して、全
職員が作成する学習構想案のスタイルの統
一を図った。その際には、校長の意図する
ねらいや研究主任のこれまでの実践を踏ま
えて、教育委員会に対して本校の目指す方
向性を事前に説明した。これにより学校訪
問後に、教育委員会からも研究テーマに
沿った指導をしていただいた。この時の成
果と課題を小学校にも引き継ぎ、後日、小
学校で行われた学校訪問でも、小・中学校
で統一した授業スタイルとして提案した。
教頭が自校のみならず、小・中学校の教員
同士や、教育委員会と学校を結ぶ役割を果
たし、「先生をつなぐ取組」となった。

４

【写真１】R6.11.5八代型小中一貫・連携教育実践発表会
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②　小・中学校をつなぐ乗り入れ授業
本校区では、平成25年度に「八代型小中

一貫・連携教育」が始まって以来、「小中
教師の相互乗り入れ授業」を行っていた。
昨今の教育を取り巻く環境の変化から、近
年は２、３教科の中学校教員のみが小学校
の授業に参加している状況であった。

これを小中合同による研究の推進に合わ
せて、令和５年度から（管理職、講師を除
く）全職員が週に１コマ以上、小学校の授
業に参加するようにした。これから中学校
に進学してくる児童の様子や小学校での授
業の様子を実際に目にして、本校区の児
童生徒の実態を把握する機会となってい
る。また、教員同士も顔が見える関係とな
り、情報交換の機会が多く生まれるなど、
相乗効果が見られている。以前は、「中学
校に進学すると欠席が増えるのはなぜか」
といった小学校からの疑問の声や、「小学
校ではどんな指導をしてきたのか」などと
中学校からの不満の声があがることもあっ
た。乗り入れ授業を活発に行って小中連携
を深めることで、情報交換がスムーズにな
り、小・中学校の信頼関係が高まった面も
見られている。

【教頭の役割】
乗り入れ授業を全職員で実施するにあ

たって、中学校教員の過度な負担増となら
ないよう、基本的な支援のあり方を整理す
る必要があった。小学校としては、専門教
科を指導する中学校の教員がＴ１で指導し
てほしいという要望があるが、原則「Ｔ
２」としての授業支援にとどめることとし
た（打合せの結果、中学校教員が了承すれ
ばＴ１も可）。また、教務主任と連携し、
乗り入れの日時調整や授業内容に関わる対
応など、小学校教頭とも連絡を取りながら
円滑な実施に努めた。

③　地域学校協働活動を活用した伝統文化学
習

本校区では各地区で伝承されている伝統
文化が３つ（東陽石匠太鼓、箱石銭太鼓踊
り、坂より上棒踊り）あり、これまでも小
中合同による「伝統文化学習」が行われて
いた。しかし、伝統を引き継いできた地区
自体に児童生徒がいなくなる状況も生まれ
ており、地域に根ざす伝統文化の伝承が途
絶えてしまう恐れがあった。そこで、持続
可能な伝統文化学習にするために、日頃か

ら熱心に活動されている東陽石匠太鼓保存
会の方々に箱石銭太鼓踊り、坂より上棒踊
りも練習に取り入れてもらうことになった。
小中合同伝統文化学習の指導には、地域学
校協働活動を活用し、学校運営協議会委員
や各地区の伝統芸能指導者に協力していた
だいた。３つの伝統文化を、小学校４年生
から中学校３年生までの異年齢集団で構成
したグループで練習を重ね、その後、小中
合同の行事として町の文化祭でも発表した。

【教頭の役割】
異年齢集団による活動が実施可能となる

ように、活動日や時間、活動場所の調整、
学校間の移動手段、指導者との連携等の課
題解決が必要であった。小・中学校の教務
主任、事務主査とも連携しながら、実施で
きるように調整し、小・中学校の「子供を
つなぐ取組」となった。

④　地域とともにある学校づくり（学校運営
協議会）

本校区では東陽小学校の開校に合わせて、
小・中学校合同の学校運営協議会（以下、
「協議会」とする）を発足した。令和４年
度からは国版の協議会として活動している。
協議会の中では地域や学校の課題がそれぞ
れの立場で多く出されるが、学校が考える
課題と違う意見もあり、その一つ一つの解
消までの動きにはつながらなかった。

そこで令和５年度からは学校が本当に
困っている課題を焦点化し議題として提示
することにした。令和５年度は小・中学校
とも同じ課題であった「伝統文化の保存」、
令和６年度には、各学校それぞれの課題
として、小学校は「複式学級での学習支
援」、中学校では「不登校生徒への学校生
活支援」と整理した。その課題解決に向け
て、協議会委員に支援していただいている。
協議会委員は地域代表として、これまでも
小学校で学童保育に携わられたり、小・中
学校の各行事等に参加したりしておられる。
児童生徒の小さい頃も知っておられる方々
であり、信頼できる地域人材を活用した活
動を続けている。地域の方も児童生徒の
「育ち」と「学び」をつなぐ教育に携わっ
ている。

【教頭の役割】
協議会委員は、下図のように地域代表、

行政代表、家庭代表及び学校代表のメン
バーで構成されており、学校と委員をつな

４
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ぐのは教頭の役割である。何度も自宅に伺
い顔が見える関係を構築し、連絡調整等を
行った。また、協議会で決定した活動等を
教職員に周知して共通理解を図り、必要に
応じて協力を呼びかけ活動がスムーズにい
くように努めた。

【表１】学校運営協議会委員の所属一覧

⑵　地域の特色を生かした教育の推進
本校区には、４年目を迎える「日本遺産

石橋巡り中学生ボランティアガイド」の活
動がある。校区内には日本遺産に登録され
ている21の石橋が存在し、地域の誇りと
なっている。これらの文化遺産の魅力を、
中学生がガイドとなり発信している。

【教頭の役割】
このボランティアガイドの取組が学校の

負担とならないよう、地域の「東陽町づく
り協議会」が運営事務局を担うと整理し、
教頭はその窓口となっている。学校はガイ
ドメンバーを選出し、派遣する役目である。
年々、希望する生徒（ガイド登録者）が増
え、現在、全校生徒の４分の３がガイドと
して活動しており、「地域とつなぐ取組」
となっている。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

本校区の小中一貫・連携教育の再構築に
向けて、両校長が描くビジョンのもと、教
頭が連携を密にすることで、研究主任が連
携しやすい環境を整備できた。研究主任が
研究をスムーズに進められるように、教頭
として、人事評価の機会等を活用して職員
の共通理解を進め、全職員の研究の方向性
を一致させることができた。

また、学校と地域の目標を共有し、「東
陽町を大好きな児童生徒を育てる」ために
は、学校運営協議会や、地域学校協働活動
が機能していくことが必要である。その
ベースは、やはり「人と人のつながり」で
ある。様々な活動や機会を通して、学校の
窓口である教頭として協議会委員やサポー
ターとのつながりを深めることができた。

これまで述べてきたように、教頭は校長
の助言や承認を受けながら、状況に応じて
情報を集約し、整理してきた。それから、
実行に移すための要素が何か検討し、必要
に応じて関係機関と連携して対応する「連
絡調整役」を果たすことができた。これま
での学校の歴史や地域の特色を生かすとい
う校長の学校経営方針に沿って、その実現
のために全体をマネジメントすることが大
切であることを再認識した。

⑵　課題
この２年間、小・中学校が連携して様々

な「小中一貫・連携教育」に取り組んだ。
これが実現できたのは、小・中学校の校長
のビジョンが一致したことで、教頭同士が
容易に連携を図ることができ、職員同士の
教育活動のベクトルを揃えることができた
からである。異動等で校長、教頭、職員が
変わったにしても、目指す15歳像の具現化
に向けてどのように取り組むのか、小・中
学校全職員がビジョンを共通理解しておく
必要がある。

また、児童生徒数の減少とそれに伴う職
員定数の減少により、これまで実践してき
た教育活動が今後できなくなることが予想
される。乗り入れ授業は、当初、相互で
行っていたが、小学校職員の減少により、
中学校への乗り入れ授業は行われていない。
また、伝統文化学習においても、３つの活
動に必要な児童生徒数が次年度は確保でき
なくなっている。持続可能な取組とするた
めに、５年後、10年後を見通した「小中一
貫・連携教育」を創造していかなければな
らない。

４
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１　テーマ設定の理由
日出町は平成１７年市町村合併の流れの中で、

合併をせずに速見郡唯一の単独町となった。これ
まで独自の学校教育を進め、平成１６年度には
「ゆとりある教育」を目指した２学期制を導入し
た。また、令和５年度には「週あたり１時間の授
業時数削減」を行い、教職員の業務時間の確保と
ともに、「働き方改革」を推進してきた。

教職員については、町外出身者や町外からの通
勤者が多く、実践経験の少ない採用１０年以内の
教職員が２０人を超えている。そのため、人事異
動では毎年多くの教職員が入れ替わることになる。
経験の少ない教職員が学級担任や各主任を務めな
ければならない教職員構成の中で、若手とベテラ
ン教職員が連携した組織的な学校運営と人材育成
は、毎年の課題となっている。

そこで、「働き方改革」と「人材育成」を念頭
に置き、どうすれば教職員が組織として繋がるの
か、教頭の役割とは何かを探るため、本主題を設
定した。

２　研究のねらい
教職員が組織として繋がる集団になるためには、

学年主任等のミドルリーダーを中心とした学校運
営の中で、調整役としての教頭の役割が重要にな
る。今後の更なる「働き方改革」の推進に向け、
効率的かつ効果的な学校運営と人材育成について
検討し、教頭の果たすべき役割を明確にする。

３　研究の経過
⑴　２学期制の取組

平成１６年度から２学期制を導入し、２０
年が経過・定着した今日、２学期制は日出町
小・中学校の「働き方改革」の要となってい
る。

⑵　日出中学校の取組
大規模校としての組織運営の実践と検証を

行う。
⑶　大神中学校の取組

小規模校としての組織運営の実践と検証を
行う。

４　研究の概要
⑴　２学期制の効果と取組

①　２学期制のメリット
前期（１０月）と後期（３月）の２回

の通知表・評定作成でよいため、夏季休
業前の７月と冬季休業前の１２月は、ゆ
とりをもって学級指導や進路指導、個人
面談等ができる。特に経験の浅い若手教
員や異動したばかりの教員にとっては、
夏季休業前の慌ただしさや負担感がなく、
計画的に業務ができる。さらに３年学級
担任にとっては、１２月の三者面談の時
期、集中して進路指導や入試事務に取り
組むことができる。

２学期制の工夫した運用により、複数
の行事や業務を並行して実施することが
なくなり、効率的な業務の推進に繋がっ
ている。

②　ゆとりから生まれる組織的な取組
通知表の作成業務等、個人に係る作業

が少ない分、学年会や学年作業の時間を
作り出すことができる。定期的な学年会
は、指導方針や生徒指導の共通理解を図
り、一人で抱え込まずに学年全体で取り
組む体制ができている。特に７月と１２
月の長期休業前や５月の体育大会、１０
月の文化祭等の学校行事前に学年会や打
合せの時間を確保することができ、取り
組みの方向性や進捗状況を確認する上で、
大変有効である。

十分な共通理解と、学年の教員の係分
担が明確な中で取り組みが行われること
で、生徒の活動もスムーズに行われる。

⑵　日出中学校の取組
〇大分県　日出町立日出中学校の概要（Ｒ

６）
【生数数】　６７３名
【クラス数】２２学級（特別支援学級２含）
【教員数】　４３名（20代10人　30代13人　

40代10人　50・60代10
人）

①　運営委員会等の活性化
毎週月曜日の１時間目と木曜日の朝時

４

組織として繋がる教職員集団と教頭の役割
－「働き方改革」の推進に向けた組織づくりと人材育成－

大分県速見郡提言者　　日出町立日出中学校　教頭 　阿　部　尚　史
共同研究者　　速見郡教頭会
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間に、管理職、主幹教諭、指導教諭、生
徒指導主事、学年主任、養護教諭等によ
る運営委員会を開催している。行事の提
案、週案、各学年の生徒情報や課題をあ
げ、学年だけの問題にせず全体として共
通理解し、熟議する場となっている。活
動の１ヶ月前の提案を原則とし、どの学
年が何をしているか、次に何をするかを
「見える化」することにより、意見や質
問が活発になり、学年会では気づかな
かった課題が見えたり、他学年との連携
が生まれたり、学校全体の活性化に繋
がっている。

②　授業時間１時間削減による業務の工夫
日出町では、令和５年度から週１時間

の授業削減を行い、学校ごとに曜日を設
定し、放課後時間の有効活用に取り組ん
でいる。中学校では、金曜日を５時間授
業の日とし、放課後の時間を「金６タイ
ム」と名付けて生徒会活動やテスト前の
質問教室・個別学習の時間等にあててい
る。また、教員の業務時間として、テス
トの採点や学年会等、開始時間と終了時
間を設定し、目的ある計画的な業務の推
進を図っている。

③　保護者連絡の工夫
町内の小中学校では、令和６年１２月

から「ｔｅｔｏｒｕ」（保護者連絡アプ
リ）が導入され、生徒の欠席連絡等につ
いては、電話連絡ではなく、電子媒体に
よる送受信となった。学校からは、感染
症対応や緊急連絡等について、一斉連絡
するとともに、学級担任が電話や家庭訪
問で伝えていた軽微な内容についても
「ｔｅｔｏｒｕ」を活用して連絡するよ
うにした。保護者と教員それぞれが時間
のある時に利用できるため、効率的な連
絡手段として、教員の超勤時間の短縮に
も繋がっている。

④　話し合い・相談活動の推進
大規模校では、教科や分掌等、学校運

営に関する多くのことを複数の教職員で
担うことが多い。経験の少ない教職員が
学級担任や各主任を務めなければならな
い教職員構成の中で、全員が共有・連
携・行動できるために、分掌部会や委員
会等の話し合いを推進し、一人一人が意
見できる場を工夫している。特に毎週実
施する生徒指導部会、教育相談部会、教
科部会は、情報交換と共通理解、活動の

方向性を確認する場として定着している。

⑶　大神中学校の取組
〇大分県　日出町立大神中学校の概要（Ｒ

６）
【生数数】　９３名
【クラス数】　５学級（特別支援学級２含）
【教員数】　１１名
（20代２人　40代５人　50代４人）
・採用３年目　１名

①　授業時間の大幅な見直し
大神中学校では、教員が生徒と向き合

う時間を確保し、業務時間改善の一助と
なることを目的とし、校時の大幅な見直
しを行った

【図１】大神中学校校時表

ア　朝学習時間の削減
当初、８：05から８：20までの１５分間

を朝学習の時間として、補助学習や読書の
時間に充てていた。しかし、朝学習の効果、
課題等を検討し、それに頼らず、授業を工
夫改善することで学習効果を上げることを
教員間で共通理解したうえで朝学習の時間
を削減した。

成果として、登校後、授業までが短いサ
イクルで動くことで、生徒はリズムよく授
業を開始することができるようになった。

また、朝学活の中で、授業開始前の活動

４
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をすべて終わらせる必要があるため、学活
内で行う諸活動の効率化や見直しにもつな
がった。

課題としては、３年生の進路対策学習の
時間確保があげられる。しかし、諸活動の
効率化を図り、短学活の中で時間を確保す
る工夫をし、実施するようになった。今後
も分析や検討、保護者への説明等は必要で
ある。
イ　清掃時間の短縮

年度当初の会議の中で、職員から清掃時
間の見直しについて提案された。生徒の様
子を見ていた教員からの提案であったため、
検討し５分短縮を実践した。

時間が短くなったことで、集合が早くな
り、時間いっぱい取り組むようになった。
また、時間内で終了が難しい場所では、一
週間の清掃で、区域全体を清掃するなど、
生徒、教員が工夫して活動する姿が見られ
るようになった。
ウ　見直しの成果

成果として、最大一日２０分の時間短縮
につながった。

この時間短縮は、放課後、教員が生徒と
の面談や学習援助の時間に充てるなどの時
間の確保につながった。生徒からも、早く
部活に行ったり、早く下校し、自分の時間
に余裕ができたりするなどの評価があげら
れた。

校時の見直しやそれに伴う活動の効率化
については、職員間の話し合いの中で出さ
れたアイデアも多く、情報の共有や意見交
換の大切さを実感すると同時に、管理職と
して、意見を尊重しながら決断することの
大切さを再確認した。ただ、時間短縮の目
的を教員が忘れないように、意識させ続け
ることもすることも我々の責任だとかが得
ている。

②　人材育成の取り組み
ア　バディ（ペア活動）による年間を通し

た研修の充実と人材育成
研修や会議等の協議の場面において、職

員の意見をできるだけ多く交流させ、研修
内容を自分事としてとらえ実践することを
目的として、年間を通してバディ（二人
組）を組み、協議や研修成果の共有を行う
取り組みを行った。バディについては、研
究主任と管理職が相談し、経験年数や教科
等を考慮したバディを構成した。原則、同
じペアで年間を通して、校内研修、職員研

修を実施した。バディでの活動場面は、校
内研修、職員研修での協議と振り返りや互
見授業での授業者と参観者、服務規律研修
等での協議や意見交換である。

【写真１】研修時の協議の様子

【写真２】互見授業の確認の様子
イ　活動による成果と課題

成果として教員の発言が増え多くの意
見が反映されたり年齢や世代に関係なく、
様々な意見（知識）を知る（聞く）ことが
できたりした。また、質問や説明を行う回
数が増えることで理解が深まったり個人の
意見が反映されたりすることで、充実感、
達成感を得られ研修や協議内容を自分ごと
としてとらえ実践に移せるようになったと
感じている。さらに、日常の空き時間で、
協議を行うことができるので各自で時間の
工夫するなど業務改善にもつながった。

課題としては、専門的な教科指導ができ
ない（小規模校の課題）ことやバディで出
た意見や内容を全体に還流させる工夫が必
要等の意見があげられた。

③　Ｔo Ｄoリストの作成、活用によるスケ
ジュール管理

業務の効率化と全教職員で行事、取組
みの進捗状況を確認することを目的にリ
ストを作成した。

４
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【図２】To　Doリスト（一部）
ア　リストの作成による成果として、全教

職員で取組み内容や進捗状況を確認する
ことができ、行事等のスムーズな実施に
つながり、新任者や新採用者もやるべき
ことが見えるので、準備に取り掛かりや
すいという声があった。また、周囲の教
員による進捗状況の確認ができるため、
教員の取組方法の務改善や心理面での負
担軽減になった。さらに、職員の関わり
による意見交換から組織的な人材育成に
もつながった。

課題としては、継続していくためには、
リストの作成や見直しに時間がかかるこ
と、またスケジュールを確認し、全員で
共通理解するための時間を確保すること
が必要になってくる。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　２学期制や授業時間１時間削減、保護者
連絡等の工夫と電子化により、「働き方改
革」は推進している。時間的な忙しさや業
務の負担感が少ないことが、ゆとりある計
画的な授業改善と子どもたちと向き合う時
間の確保に繋がっている。

②　「見える化」を意識した組織の中で、学
年主任を中心としたリーダー同士の連携が、

学校全体の好循環に繋がっている。
③　運営委員会をはじめとする話し合い活動

を推進することにより、一人一人が「自分
事」として考え、意見できる集団になって
いる。

日出町の中学校の強みとしては、日常か
ら声かけや職員室での積極的な対話を推進
しており、年齢や経験、学年の枠をこえた
オープンな環境と人間関係が構築できてい
る。今では、日出中では５０人在籍する職
員室のあちらこちらが、話し合いの場所と
なり、意見交流することができていると感
じる。

⑵　課題
①　組織的な体制を整えてもすべてが万能で

はなく、教員の力量や特性等により、力が
発揮できなかったり、心身の悩みを抱えた
り、様々な課題が潜んでいる。教員の心身
の健康に配慮しながら、日常からのコミュ
ニケーションによる情報収集を心掛け、適
切な対応ができるようにしていきたい。

②　毎年、複数の教員が入れ替わる中で、人
材育成を念頭に置いて、次の主任、リー
ダーを育てていくための醸成を図っていき
たい。

③　保護者との連携、外部人材の活用等につ
いては、コロナ禍以降、やや停滞している。
学校運営協議会等と連携し、学校だけでな
く、地域とも繋がる組織づくりを進めてい
きたい。

４
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第５Ａ分科会　「教職員の専門性に関する課題」

提言１
研 究 主 題 小中高連携を図るための教頭の役割

副 主 題 情報の分析と共有、教職員の資質向上に向けて

協 議 の 柱 異校種間連携における副校長・教頭の役割のポイント

提 言 者 串間市立本城小学校　　山之口　晃一郎（宮崎県）

提言２
研 究 主 題 若手教員（新採２年目～３年目）の授業力向上への取組

副 主 題 教頭のマネジメント力を発揮して

協 議 の 柱

若手教員に求められる資質・能力について、県が示す指標に基づいて、
①「コミュニケーション力」、②「ICT 活用能力」、③「教材研究及び教
材活用力」という３つの柱を設定した。その上で、地区教頭会が連携し
て組織的に取り組み、校区内における若手教員の更なる資質向上につな
げるためには、「どのような支援が必要なのか」「教頭として何ができる
のか」ということについて、具体的な指標をあげて明確にしていきたい。

提 言 者 太良町立大浦中学校　　中　原　禎　明（佐賀県）

提言 3
研 究 主 題 教職員の専門性を活かした組織的な授業改善の仕組みづくりとその活用

について

副 主 題 学力向上や人材育成の継続した取組とその課題

協 議 の 柱 毎年、人事異動で教職員が変わる中、現在根付いた取組をどう継承し、
発展させていけばよいか。

提 言 者 臼杵市立西中学校　　首　藤　　剛（大分県）

指導助言者 義務教育課　課長補佐兼指導主事　　瀧　口　　忍

指導助言者 臼杵市立東中学校　校長　　　　　　後　藤　徳　一





１　主題設定の理由
本市では、「大きな夢！高い志！優れた知性

と地域愛を育む串間ならではの一貫教育」のス
ローガンのもと、小・中・高等学校が協力、連
携し、教育活動を推進している。その目的とし
て、「学力の向上」と「地域に貢献できる人材
の育成」を掲げており、そのために、系統性・
一貫性をキーワードとした方策について検討を
重ねている。

本市における一貫教育の基本的な考え方は、
以下の４点である。
⑴　これまでの調査研究の成果と課題を踏まえ、

小学校９校、串間中学校、福島高等学校の連
携を実践し、「串間市ならではの新しい小中
高一貫教育」の充実を図る。

⑵　小・小連携の在り方について研究を進める。
⑶　各小学校と串間中学校の連携の在り方につ

いて研究を進める。
⑷　連携型中高一貫教育校である串間中学校と

福島高等学校との連携の在り方について研究
を進める。
本研究では、串間市の一貫教育の推進におい

て、一貫教育研究部会に所属する教職員の資質
向上に向けて、教頭（会）の立場での関わりの
在り方について研究を進めることとした。

２　研究のねらい
本市の一貫教育推進において、小中高一貫教

育部会に所属する教職員の資質の向上を図るた
めに、次の２点について取組の改善を図った。
⑴　これまでの一貫教育部会の様々なデータや

串間市内の児童生徒や保護者、外的環境に関
する情報について収集・整理・分析し共有を
図る（教頭のアセスメント＜以下ａｓ＞）。

⑵　各部会の部員及び部同志、異校種間の相互
作用により、市内小中高等学校の教育力を最
大化していく（教頭のファシリテーション＜
以下ｆａ＞）。

３　研究の組織の概要
本市は平成１９年度に連携型小中高一貫教育

をスタートした。年度を重ねるごとに、各学校
の実態に応じて、部会の構成や役割分担等を改

善しながら実践を重ねている。
令和６年度は、【図１】のように、一貫教育

推進会議を中心に、３つの大部会とその中に８
つの小部会を編成し、研究・実践に取り組んだ。
串間市内小・中・高等学校のすべての教職員が
各部会に参加しており、一貫教育は市をあげて
の取組となっている。

【図１】串間市小中高一貫教育推進協議会の部会編成

また、年間８回計画されている串間市教頭会
は、一貫教育の部会構成や研究の進め方を鑑み、
小学校９校と串間中学校の教頭に加え、県立福
島高等学校の教頭も参加している。協議や教頭
会としての研究について、小中高一貫教育の視
点から、１１名の教頭が意見交換を行っている。

串間市教頭会の特色
□　小中高等学校の教頭が一堂に会する
□　小中高一貫教育について、研究部会担当

教頭を通して
①　各研究部の活動内容を把握するととも

に意見を集約する
②　各部研究内容や活動について研究部会

担当教頭を通して、教頭会としての意見
を述べると共に、各研究部の調整を図る

４　研究の概要
⑴　小中高連携・総務研究部会（小中高一貫教

育研究発表・家庭学習・ＩＣＴ研究）におけ
る取組
①　部会の活動目標

○　小中高一貫教育にかかる行事や活動の
企画運営及び連絡調整の実施及び一貫教

５
Ａ

小中高連携の推進を図るための教頭の役割
−情報の分析と共有、教職員の資質向上に向けて－

宮崎県南那珂地区提言者　　串間市立本城小学校　教頭 　山之口　晃一郎
共同研究者　　南那珂地区串間市教頭会
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育の成果と課題に関する評価活動を通し
て、一貫教育のねらいに即した児童生徒
を育成する。

②　部会の構成メンバー
小学校１２名、中学校１名、高等学校２
名（主として教務主任）

③　主な活動内容
○　串間市小中高一貫教育発表会の運営
○　ＩＣＴ活用方法の研究
○　家庭学習の手引の修正、作成

④　教頭としての関わりの実際
○　各学校のＩＣＴ活用について、部会担

当や校長を中心とし、各学校の校務での
活用を取りまとめ、それを市一貫教育研
究発表会で紹介【図２】し、活用方法の
具体例を示すことで、職員のＩＣＴ活用
への理解促進を図ることができた（ｆ
ａ）。

【図２】小中高一貫教育研究発表会（全体
会）の資料（連携・総務研究部会）

○　家庭学習の手引き作成【図３】におい
て、小中高での共通した取組になるよう、
教頭が中心となって各学校での取組につ
いて情報収集を行い、部会での協議を
行った。検討事項が、市全体での取組決
定の一助となった（ａｓ）。

【図３】家庭学習の手引き

⑵　くしま学研究部会（キャリア教育ワーク
ショップ＜以下ＣＷＳ＞）における取組
①　部会の活動目標

○　ＣＷＳを通して、串間市内の小学５年
生に串間市内には様々な仕事があること
に気付かせ、そこで働いている人の思い
や願いを探り、働くことへの関心を高め
る。

②　部会の構成メンバー
小学校１４名、中学校３名、高等学校７
名

③　主な活動内容
○　ＣＷＳ開催に向けての準備
○　ＣＷＳの運営と反省

④　教頭としての関わりの実際
○　実施計画を作成する際、検討する視点

をメンバーに示し、担当教頭を中心とし
て検討を行った（ｆａ）。

＜検討の視点＞
・　どんな企業に参加を依頼すべきなのか
・　どのような時間配分で実施するのが児童

にとって最適なのか
・　企業にとってもメリットがある実施方法

はどういうものか
○　ＣＷＳの計画・実施・評価を通して、

企業の努力や工夫を理解することができ、
児童はもちろん、教職員のキャリア教育
に対する資質向上につなげることができ
た（ａｓ）。

○　「高校生もＣＷＳに参加させては」と
の意見から、高校生も児童に向けてワー
クショップを実施した。生徒にとっては
自分たちのキャリアを振り返るきっかけ
となり、児童にとっては高校生活への理
解が進み「将来は福島高校に行きたく
なった」との声も聞くことができた【図
４】（ａｓ）。
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【図４】キャリア教育ワークショップの様子

⑶　くしま学部会（くしま学カルタ）における
取組
①　部会の活動目標

○　カルタ大会を通して、児童生徒の交流
を深めさせるとともに、串間市の自然、
環境、歴史、伝統、人物等の素晴らしさ
を再認識させ、ふるさと串間を愛する心
を高める。

②　部会の構成メンバー
小学校１１名、中学校４名、高等学校７
名

③　主な活動内容
○　カルタ大会の運営、実施、反省
○　カルタの絵札・読み札の内容の見直し

④　教頭としての関わりの実際
○　当日は、カルタ競技に小・中学生の代

表者が、運営には高校生が参加している
【図５】。当日の運営に支障を来さぬよ
う、昨年度の反省を踏まえて、役員会で
十分にシミュレーションし計画を練り上
げた。昨年度の反省点などは、前年と本
年の担当教頭が十分に引き継ぎをした上
で参加をしている（ｆａ）。

○　前回のカルタ作成から年数がたってお
り、市の様子も変化してきたため、絵
札・読み札の一部改訂を提案した。各学
校に協力を依頼し、１０札の内容改訂に
取り組んだ（ａｓ）。

【写真５】くしま学カルタ大会の様子

⑷　学力向上研究部会（合同学習）における取
組
①　部会の活動目標

○　串間市の小学校６年生を対象に、串間
中学校を会場にして合同学習会を実施す
ることで、市内各小学校児童の交流を深
め、中学校生活との接続性の向上を図る。

○　中学校２年生と小学校６年生が将来の
夢や目標について語り合う場を設け、職
業や生き方について考えるとともに、学
びに向かう力やふるさとを愛する力を育
てる。

②　部会の構成メンバー
小学校１５名、中学校９名

③　主な活動内容
○　合同学習会の運営、内容検討

④　教頭としての関わりの実際
○　組織内に中学校担当者を置くことを提

案することで、小学校と中学校の連携が
スムーズに進むようにした。また、異校
種が共同で運営を行う場合、当日会場と
して使用する学校の教頭や教務主任と、
部会担当の教頭とが綿密に打ち合わせを
行い、運営に混乱が生じないよう努めた
（ｆａ）。

○　内容検討の話合いの中で、前年度の反
省として熱中症対策を話題として挙げた。
前年度の踏襲にならないよう、新しい考
え方を取り入れ運営方法に生かすことが
できた（ａｓ）。

○　中学校教頭のリーダーシップの下、
「小学生の中学校授業体験」から、事前
に作成した「人生グラフ」【図６】を用
い、小中学生が互いに自分の心を開いて
語る「語り場」【図７】としての合同学
習へと進化させた（ａｓ）。

○　新しい取組のため、「人生グラフ」や
「語り場」についての児童生徒への指導
の時間が教育課程に組み込まれていない
という反省点が、部会や教頭会で出され
た。その他の活動も含め、年間指導計画、
特に総合的な学習の時間の計画見直しに
ついて、教頭会から教務主任会等へ意見
を伝え、次年度への計画作成の提案を
行っている（ａｓ）。
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【図６】児童生徒が作成した人生グラフ

【図７】合同学習会における「語り場」の様子

⑸　学力向上部会（中高連携）における取組
①　部会の活動目標

○　中高相互乗り入れ授業を行う中で、中
学生には発展的な内容の授業を提供する
と共に、学習面でつまずきが生じた高校
生に対しては中学校段階に立ち返った教
科指導を行う。

②　部会の構成メンバー
中学校９名、高等学校８名（数学・英語

を担当している教職員で構成）
③　主な活動内容

○　中高相互乗り入れ授業の実施、反省
④　教頭としての関わりの実際

○　乗り入れ授業実施時は、指導内容や生
徒の理解度、進度等について確認をしな
がら授業を実施できるよう、担当教頭か
ら授業者へ必ず事前・事後の打ち合わせ
時間を設定するよう依頼した（ａｓ）。

○　中学校及び高等学校職員各１名の計２
名で一クラスの授業をするにあたり、単
元や授業内容に応じ、一クラスを少人数
に分け授業をするなど、生徒の実態及び
学習内容に応じて効果的な対応ができる
よう、部会内で研修を行っている（ｆ
ａ）。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　教育的ニーズに応じた活動の創造（ａ
ｓ）

各部会で教頭がリーダーシップを発揮し、
小中高の連携の在り方についての見直しや
地域素材の積極的な活用を意識しながら、
前例踏襲ではない新たな活動に取り組んで
きた。小中高の教頭にとって些細なことで
も情報交換できる教頭会がこの推進に当た
る原動力の１つとなっている。

②　つながりを大切にした実践（ｆａ）
各部会に所属する教職員同志のつながり

を深めるための会の運営を工夫したり、Ｉ
ＣＴの活用を図ったり、児童生徒を含む効
果的な人材の関わりを考慮した運営組織の
見直しを行ったりしながら、教育効果を最
大限に発揮できる各活動の在り方について
実践を重ねてきた。これらの活動を通して、
各部会の小中高職員の資質向上が図られた
と考えられる。

⑵　課題
①　持続的な発展への手立て（ａｓ）

今後も持続的に活動を発展させていくた
めには、児童数の減少、教職員の入れ替わ
りの早さ等への対応が必要だと考える。小
中高の特色を活かしながら、市全体で取り
組むための運営の在り方について工夫改善
していきたい。

②　郷土愛に根差した教育活動の推進（ｆ
ａ）

引き続き『地域愛を育む串間ならではの
一貫教育』の理念に立ち返り、各部の取組
について系統性や一貫性を把握しながら活
動の充実に努めていきたい。そのための教
頭の積極的な関わりや教頭間の連携に努め
ていきたい。
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１　主題設定の理由
近年、教員の大量退職に伴う大量採用等の理

由で教職員の若返りが急激に進んでおり、指導
経験の浅い教員が増える状況にある。そのよう
な状況の中、教職員の資質・能力、意欲を的確
に把握し、教職員個人の能力開発や組織として
の成果に結びつけるため、若手教員の業務遂行
能力の向上や学校運営の活性化を図ることが求
められている。中でも、若手教員の育成、特に
授業力向上が喫緊の課題であり、教頭としてど
のように携わっていくべきかを探るために本主
題を設定した。

２　研究のねらい
赤坂真二氏（上越大学教職大学大学院教授）

は「みんなの教育技術（web）１」で以下のよう
に述べている。

「教師の経験を成長につなげるために必要な
ことは、『直接経験』と『間接経験』の２つの
ループを自分の中につくることだと私は考えて
います。実践だけをしている人は、体験と省察
を繰り返します。下図の左のループだけでは実
践埋没主義となってしまい、だんだん考えが凝
り固まっていき、過去の成功談で今の問題を解
決しようとします。」とある。

【図１】　経験を成長につなげるＷループ

また、「管理職が集団を率いていくためには

『ひきあげる』機能と『養う』機能の両方が必
要であり、そのバランスが重要。」としている
（図２）

【図２】現場における２つの機能と統合と効果

「近年は学校現場の大変さを反映して、『ひ
きあげる』機能が強く発揮され『養う』機能が
弱くなっているように思われる。これでは若手
教員からすると求められるばかりで受け入れら
れていないと感じているかもしれない。」とも
述べている。

今後、ますます人材育成の重要性が増してい
くことが大いに予想される。若手教員に負担を
かけずに育成していくためには、管理職が中心
となって若手教員との人間関係を良好に保ちな
がら、相手の立場で考え、自律して行動できる
ような指導と会話が望まれる。

そこで、若手教員に求められる資質・能力に
ついて「養う」機能の強化を兼ねて、次の３つ
の柱を佐賀県教職員育成指標に基づき設定した。

○　コミュニケーション力
○　ICT活用能力
○　教材研究及び教材活用能力
この柱を基に、教頭としてどのような支援を

行えば若手教員の授業力向上につなげることが
できるかについて、具体的な指標を挙げて実践
した。

３　研究の経過（計画）
⑴　１年次（令和４年10月～令和５年３月）は

５
Ａ

若手教員（新採１年目～３年目）の授業力向上への取組
−教頭のマネジメント力を発揮して−

佐賀県鹿島・嬉野・藤津地区提言者　　太良町立大浦中学校　教頭 　中　原　禎　明
共同研究者　　鹿島・嬉野・藤津地区教頭会

１＜問題提起＞若手教員の困り事を解決するためにも管理職はソーシャルサポートの充実をみんなの教育技術（sho.jp）URL　
https://kyoiku.sho.jp/206712/

−75−



研究課題に基づき、各学校の若手教員（新採
１～３年目）と教頭にアンケート調査（１回
目）を実施して集計した。

⑵　２年次（令和５年４月～令和６年３月）は、
１回目のアンケート調査結果を分析し、地区
の教頭会として、今後、若手教員の授業力向
上に向けてどのような取組が必要かについて
検討し、その実践を行った。また、各学校で
２回目のアンケート調査を実施し、地区の教
頭会としての取組の有効性を検証し、必要に
応じて取組の改善と修正を行った。

⑶　３年次（令和６年４月～令和７年３月）は
２回目のアンケート結果を踏まえ、地区教頭
会として取り組んできたことの総括及び今後
に向けての提言を行った。また、３回目のア
ンケートを行い、２回目と比較し、効果を検
証した。

４　研究の概要
⑴　２年次～３年次の取組

１年次に実施したアンケートの結果から、
２年次と３年次の取組について次のように整
理した。
①「コミュニケーション力の向上」

・人間関係の構築
・情報共有

②「ICT活用能力の向上」
・ICTにおけるサポート体制の整備

③「教材研究及び教材活用力の向上」
・教材研究のための時間確保
・教材研究と研修の強化

この整理した内容に基づき現在各学校で
実践に取り組んだ。

⑵　教頭会（教頭）としての実際の取組
①「コミュニケーション力の向上」について

・家庭連絡のときには、要件の確認だけで
はなく、どのような手順や言い方をした
方が効率的なのかを一緒にシミュレー
ションした。

・児童生徒や保護者への対応の記録を残す
ように指示し、自身の対応を振り返るだ
けでなく、それを他の教員と共有して次
に生かした。

・保護者とのトラブル等を抱える若手職員
に積極的に関わり、一緒に考え対応する
ことで保護者対応のスキルを身につけさ
せた。

・西部教育事務所が主催する、「つ・な・
が・る研修会」への参加を勧め、他校の
若手教員との交流を仕組み、コミュニ

ケーション力を高めさせた。
②「ICT活用能力の向上」について

・２年次に、ICT活用能力の向上と利便性
の確認を目的として、地区内の教頭を対
象に「Canva」や「生成AI」の活用方法
について研修を行った。教頭自身が率先
して研修することで若手教員の手本とな
るだけではなく、若手教員に対する支援
や、必要なリソースや情報を提供できる
と考えた。

・ICTの活用では、校務や教材作成に便利
なツール（CanvaやChatGPTなどの生成
AI等）の使い方等を含めて指導した。

・ミニICT研修を校内で実施しCanvaや生
成AIの活用事例を共有した。

・ICT活用について、若手教員に使用法や
活用法、さらに発展的な活用法等の研修
会を若手教員に企画・運営させてスキル
向上につなげた。

③「教材研究及び教材活用能力の向上」につ
いて
・若手教員への指導を、定期的に行うだけ

ではなく、業務中の隙間時間を有効に活
用して教頭や中堅教員等が支援する。

・教頭が若手教員の授業を参観したり、
TTをしたりしながら、授業での課題を
共有して解決へと導くよう支援した。

・支援する場合には、話を十分に聞いたあ
とに、教頭自身の成功例や支援策等を、
さりげなく気付かせるように心がけた。

・授業研究会等が近隣で行われるときは、
見識や視野を広げさせるために参加を勧
めた。

・西部教育事務所が行う、バックアップ支
援を積極的に取り入れ、教科に対する専
門的な知識や指導方法を学ばせた。

・佐賀県教育センター等のデータベースや
教材等を紹介したり活用したりして、幅
広い資料の活用に努めるよう支援した。

・管理職からの助言より、身近な中堅教員
の助言がより良い効果が得られることが
多い。そこで、職員室での座席配置を工
夫し、必要なときに支援や助言が得られ
るようにした。

・時間外勤務の縮減が望まれる昨今では、
教材研材等の時間を確保することは難し
くなってきた。しかしながら、児童生徒
からの学びに対する要求や期待に応える
ために、若手教員の心身の健康に配慮し
て、校務分掌や配置等の見直しを図るこ
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とも考えられる。

５　研究の成果と課題
⑴　コミュニケーション力の向上について

まずは、「児童生徒とのコミュニケーショ
ン」の場面では、「コミュニケーションがと
れていると思う」と回答した割合が、R５の
43.3％からR６では47.6％へ、「どちらかと
いえば思う」と回答した割合がR５の55.0％
からR６には52.4％へと推移した。

次に、「職員とのコミュニケーション」の
場面では、「コミュニケーションがとれてい
ると思う」と回答した割合が、R５の45.0％
からR６では49.26％へ、「どちらかといえば
思う」と回答した割合がR５の48.6％からR
６には47.6％へと推移した。（図３）

R５からR６にかけて、「コミュニケー
ション力が向上したとする若手職員の増加の
要因として、「自分からコミュニケーション
をとる努力をするようになった」こともある
が、「気軽に質問や相談できる管理職・同僚
がいる」「コミュニケーションを大事にする
職場の雰囲気がある」という項目で著しい伸
びが見られた。つまり、職場内での風通しの
いい環境こそが、コミュニケーション力の向
上に直結しているといえる。

ただ、「保護者とのコミュニケーション」
の場面では、「コミュニケーションがとれて
いる（または、どちらかといえばとれてい
る）」と回答した割合がR５の96.2％からR
６では89.9&と減少したものの、うまくいっ
ている理由を尋ねると、「相談できる管理
職・同僚がいる」と答えた若手教員が多かっ
た。

コミュニケーション力の向上には様々な要
因や方法があるが、相談しやすい管理職（管
理職も含む）や同僚と若手教員とを近づけた
り、互いに相談しやすい雰囲気を作ったりす
ることこそが、教頭としての大きな役割にな
るのではないか。そのためにも、職場全体の
コミュニケーションを活性化するために教職
員間の交流を深めたり、オープンなコミュニ
ケーションを奨励したりすることが有効であ
ろう。

【図３】ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがうまくとれている理由

⑵　ICT活用能力の向上について
ICT機器をうまく使いこなすことは、校務

の効率化や学習指導を行う上で有効であるこ
とは承知のことである。アンケートの結果か
ら若手教員の８割前後が校務や学習指導で
ICT機器を「うまく活用できている」と回答
した。

R５からR６にかけて、校務でICT機器を
「うまく活用していると思う」「どちらかと
いえば思う」と回答した割合が増加しており、
学校現場ではICT機器の活用が進んでいるこ
とがわかる。（図４）

【図４】ICT機器をうまく使うことができている理由

一方で、「思わない」「どちらかといえば
思わない」と回答した若手教員も一定数存在
し、ICT機器の活用に対する課題や困り感を
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感じていることが推察される。ICT機器をう
まく活用できている理由としては、「環境」
や「体制」が挙げられており、学校側のサ
ポート体制が重要であることが示唆される。

また、ICT機器をうまく活用できていない
理由としては、「操作」に関する課題が挙げ
られており、活用したくても活用できるスキ
ルが十分でないのが原因であると考える。そ
こで、相互に教えあうことのできる環境づく
りや研修等を行い、スキルアップにつなげて
いく必要がある。

⑶　教材研究及び教材活用力の向上について
全体的に、R５よりR６のほうが肯定的な

回答が多い。これは、教材研究に関する環境
や意識が改善された可能性を示唆している。

特に、「教材研究について気軽に相談でき
る雰囲気があるか」という質問では、R６の
方がR５よりも割合が高かった。相談相手に
ついても、「管理職」や「同僚」の割合が著
しく向上していた。

また、R６では教材研究に関する環境や意
識が改善され、課題を感じている教師が減少
している。相談体制の改善が、教師の負担軽
減や教材研究の質の向上に繋がっている可能
性がある。ただ、情報収集や教材開発の方法
は依然として偏りが見られるため、多様な情
報源や方法を活用できるような研修会や情報
提供などを充実させる必要がある。

【図５】教材等に関する情報収集の手段

さらに、授業の相談相手として管理職を選
ぶ若手教員が多いことから、管理職の負担軽
減と合わせて同僚同士での相談や支援を促進
するような取組を検討する必要がある。（図
５）

６　研究のまとめ
⑴　コミュニケーション力の向上

管理職が相談しやすい雰囲気づくりに努め、
適切なフィードバックや中堅教諭・同僚との
情報交換等をすることで能力の向上につなげ
た。

⑵　ICT機器の活用能力
若手教員と中堅教諭がICT機器の活用に関

する知識やスキルを共有することで、若手教
員の学びを支援できた。授業参観やTT等の
実践を通して、ICT活用に関する知識やスキ
ルを習得できると考える。

⑶　教材研究及び教材活用力の向上
若手教員と管理職や中堅教諭等が教材研究

や活用に関するノウハウや経験を共有するこ
とで、若手教員の教材研究の支援につながっ
た。また、授業実践後の研究会での指導や助
言、また、相談に応じることで、具体的な改
善策を学ぶ機会としたい。さらに、教材研究
に関する理論や実践を学ぶことで、教材研究
の質を高めることが期待できる。

７　最後に
若手教員の授業力向上にとどまらず、管理職

として「人材育成」を担っていくためには、ま
ず教頭自身が常に学び続け、成長することが大
切なことである。そしてそれが、若手教員に
とって良い模範となるに違いない。

管理職として、佐賀県教育センター等での専
門研修を若手教員に積極的に受講を勧めるだけ
ではなく、自身も教頭会による研修やplant内
にある管理職のための動画を視聴したりして専
門性を深めていくことが有効だと考える。

また、教育に関する書籍や論文を読み、最新
の教育動向を把握するなどの情報を収集したり、
教員向けの研修やセミナーに積極的に参加した
りすることで教頭自身がスキルアップを図る努
力をしていく必要がある。

これらのポイントを教頭自身が若手教員一人
一人に寄り添いながら支援することで、学校全
体の活性化に貢献することができるのではない
かと考える。

若手を育てるためにも自ら学ぶ姿勢を我々教
頭も持ち続けていきたい。
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１　テーマ設定の理由
大分県教育委員会は、長年課題を抱えていた中

学生の学力および学習意欲の向上を目指し、2016
年に中学校学力向上対策「３つの提言」をまとめ
た。これにより、組織的な授業改善のための仕組
みづくりとその活用による学力向上や人材育成を
推進してきた。

本校は、この取り組みが始まった初年度の2017
年より推進校として指定を受け、今年度で９年目
になる。大分県において、これほど長期間指定を
受けているのは本校のみである。この取り組みは、
近隣校とも連携しながら若手教職員の育成などで
も成果を上げている。現在では、岡山県や宮崎県
からの教育委員会や中学校の職員が視察に来るほ
どになった。さらに昨年度は、文部科学大臣優秀
賞を受賞するなど、大きな成果を上げている。し
かしその反面、取組を継続していく上での課題も
存在する。現在、その課題を改善し、持続可能な
取組を進めるため、本主題を設定した。

２　研究のねらい
大分県教育委員会の施策である中学校学力向上

対策「３つの提言」が長年継続していった理由と
現状を振返ることを通して、これからさらに発展
させるためにはどうしたらよいか。また、この取
組の課題を解決させるためにはどうすればよいか。

３　研究の経過
⑴　本校の９年間の取組の概要
⑵　その取組での生徒・教職員がどのようにか

かわり、変容したか
⑶　課題を改善するための今後の取組について

４　研究の概要
⑴　これまでの歩み
今から10年前、本校は生徒指導事案が多発し、

連日、校長室で保護者との協議が繰り返される状
況にあった。この状況を改善するため、当時の教
職員たちは活発に議論を交わしたと聞いている。
その結果、生徒指導もさることながら、根本的な
授業改善なくして学校は変わらないという結論に
至った。そうして９年前、大分県教育委員会が掲
げる「３つの提言」推進校として立ち上げたのが、

本校の授業改善プロジェクトである。
プロジェクト発足当初、生徒たちからは「先生

の声が小さい」「評価基準が分からない」といっ
た教員への率直な不満も聞かれた。こうした状況
を受け、大分県教育委員会が掲げる新方針「新大
分スタンダード」に沿って、2016年度からは臼杵
市全体で授業力向上プロジェクトが始動した。先
進地の事例に学ぶなど、授業改善に向けた教員の
心構えを共有し、教員の意識改革を図った。教科
部会では、教員間で情報共有を密に行い、授業づ
くりの方法を全体的に見直した。また、教員一人
ひとりの技量向上を目指す改革にも着手。「チー
ム臼杵プロジェクト」会議による授業づくりの改
革や、「タテ持ち」と呼ばれる学年を超えた授業
改善を通して、生徒の学力向上と授業満足度の向
上に努めた。

現在、この取組は本校だけでなく、臼杵市全体
の教育に良い波及効果をもたらしている。本校は、
今後の新たな教育ニーズにも対応できる学校環境
の構築、そして教員の人材育成を担う地域の拠点
校となっている。このような変革の過程において、
管理職がどのようにかかわったのか、そして継続
的な取組が続いている要因は何なのか。また、ミ
ドルリーダーがどのような取り組みを進め、若手
教職員を育成しながら生徒の学力向上を実現でき
たのかを、以下にまとめてみる。

⑵　学力向上対策の実際
大分県教委が示した「中学校学力向上対策３つ

の提言」を踏まえ、本格的に授業改善を始めた。
提言は、
①　習熟度別指導や課題解決型授業、教科の壁を

越えた全教科共通授業改善などの「新大分スタ
ンダード」の徹底

②　「タテ持ち」や近隣校教科部会の活用による
教科指導力向上

③　生徒による授業評価を活用して、改善につな
げる「生徒と共に創る授業」の推進。

５
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教職員の専門性を活かした組織的な授業改善の仕組みづくりとその活用について
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【図１】大分県教委　学力向上対策「３つの提言」

【図２】大分県教委　「新大分スタンダード」

本校は、以上の提言の推進重点校として授業改
善に取り組んできた。本校に「チーム臼杵プロ
ジェクト会議」を設置し、指導教諭や学力向上支
援教員、市教委指導主事らで構成し、毎週金曜日
に開催し、研修や各校の支援、学力調査の結果分
析などの業務を担っている。

【図３】「新大分スタンダード」に基づいた板書

「３つの提言」を基に、まず本校が実践したの
は教科の「タテ持ち」である。以前は、国語、数
学、英語などの主要教科の教員は、学年ごとに担
当しており、学年をまたいで担当することはな
かった。この方式は、学級間での授業の質やス
ピードをそろえられるメリットがある一方、教科
担任ごとの交流が限られる。そこで「タテ持ち」
では、各教科担任でつくる「教科部会」を編成。
担当する学年を超えた質の高い授業づくりを目指

した。
この教科部会を開催するため、日課表を調整す

るのが教務主任の役割である。また、教科部会を
主催するのは、教科主任である。このようにミド
ルリーダーが核となり、学校運営の中心として運
営委員会などで調整していくのが管理職の役割で
ある。また、この主任同士を円滑に調整する役割
が教頭に求められている。

このタテ持ちで先輩教員の指導方法や教材など
を共有することによって、若手教員が学ぶ機会に
なる。教員ごとの授業進度や評価方法に差が出な
いように、毎週の教科部会での情報提供や評価方
法の統一を徹底。教員同士で効果が出た指導法を
共有したり、先輩に若手が相談したりする環境を
整えた。先輩にアドバイスをもらうことに躊躇し
ている若手教職員には声かけなどを行ってきた。

⑶　人材育成の拠点として
このように、本校は大分県が進める「ミドル

リーダー」を中心とした教員育成システムの構築
を継続して行ってきた。ミドルリーダーは、主に
40代の教員が任され、校内では、授業づくりの相
談や習熟度別の習学指導推進に当たっている。ま
た、若手の指導も重要な役割である。ＳＤ研修と
いう若手教職員の研修会を指導教諭が主催し、市
内の他の中学校の若手教員は本校に赴き、学力向
上支援教員、指導教諭らに自分の授業について相
談したり、他の教員の授業を見学したりするなど、
研究授業を見学できる環境を整備している。他校
との連絡調整などを教頭が担い、スケジュールの
調整等を行ってきた。

⑷　近年の取り組みについて
①　生徒と教師の協働による学校づくりをさらに

すすめる。
生徒会と教員が一体となり、「どんな西中学校

にしたいか」「どんな西中生を目指すか」を意見
交換する「シン西力 推進力プロジェクト」を昨
年度実施した。全員が円になって座り、率直な意
見交流を行うなど生徒徒と教師が協力して学校の
方向性を考える取組を構築した。

【図４】学習委員会が作成した授業規律
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②　ICT活用とプレゼンテーション教育
１人１台端末を活用した授業やプレゼンテー

ション活動に力を入れており、2022年度の県主
催コンテストで中学生の部準優勝を果たすなど、
ICT教育の先進的な実践が行われている。
③　地域との連携・読み聞かせ活動

地域ボランティアによる月１回の「読み聞か
せ」活動を１・２年生対象に実施。地域とのつな
がりや道徳教育にも力を入れている。地域とのつ
ながりを円滑に進めていくため、教頭が主となり、
連絡・調整をおこなっている。
④　SDGs活動の推進

生徒会の委員会活動の中でSDGs（持続可能な
開発目標）への取り組みも継続しており、学校林
の取組などは地域メディアにも情報発信している。
これらの取り組みを通じて、生徒の主体性や協働
性、地域との結びつき、ICT活用力の育成に力を
入れている。
⑤　「生徒と共に創る授業」の実践

生徒の意見や主体性を重視し、「生徒と共に創
る授業」を推進。電子黒板が導入されて、さらに
生徒が積極的に授業に参加する形態が増加し、学
力向上に成果を上げている。

【写真１】生徒と共に創る授業の様子

これらの取り組みが評価され、令和６年度文部
科学大臣優秀賞を受賞した。また、多くの教員が
研修に訪れ、生徒主体の提案や発表が高く評価さ
れている。独自の研究発表会を開催し、県内の教
育関係者からも高い評価を受けた。子どもたちが
主体となった提案や活動も継続して行われている。

【図５】本校の研究の取組図

⑸　学校マネジメントの進化（今年度の取り組
み）

本校の教育活動全体について、昨年度までの課
題を改善するため、本年度は以下のような取組を
現在行っている。
①　学校教育目標の重点目標についての焦点化

学校教育目標は、「人間性と学びに向かう力を
身に付けた心身ともに健康で推進力のある西中
生の育成」である。この目標を達成するために、
「自己調整力を働かせながら、知識・技能の定
着」「他者意識を持ち、思考・判断・表現力の育
成」「主体性を発揮し、考え行動する力の育成」
の重点目標を掲げている。これらを実現するため、
校長が様々な施策を提案し、各ミドルリーダーが
その実現に向けて具体的に活動している。
・「３R（リフォーム・レボリューション・リ

ラックス）」をスローガンに、基礎基本の定着
と主体性の強化を目指す。

・生徒・教員・保護者・地域が連携し、推進力を
高める。

・単元テストや小テストを重視し、定期テストを
見直すことで学習の定着を図る。

・振り返り活動や自己調整力を重視し、生徒が自
分で課題を見つけて学ぶ姿勢を育てる。

【写真２】「振り返り」を重視した「学びのあしあと」

②　昨年度までの成果と課題を踏まえ、今年度取
り組むこと

・学力テストでは全国平均を上回る成果が出てい
るが、基礎力が十分でない生徒への対応が課題。
…Ｃ層の生徒がＢ層になれるための手立てを重
点に研究をすすめる。

・不登校や特別支援が必要な生徒への支援体制も
強化する。

・若手教員の育成や授業研究、地域との連携もさ
らに積極的に進める。

③　働き方改革
・部活動の週４日制導入や、学級通信の廃止、電

話対応の簡素化などで教員の負担軽減を図る。
・デジタルツールを活用した情報共有や連絡体制
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の整備。

④　今後の方針
・生徒会や学習委員会のリーダー育成、学校全体

での生徒主体の活動推進
・小学校との連携強化や地域資源の活用による学

びの拡充
「主体性」と「推進力」をキーワードに、学

力・人間力の両面で生徒の成長を目指し、組織的
な取り組みと働き方改革を進めている。今後も地
域や小学校との連携、教員の育成を強化し、誰一
人取り残さない教育を推進しようとしている。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果
過去の教頭がこれらの取組の調整役を担ってき

た。
結果、本校は学力や授業満足度の向上、生徒の

主体性の育成、教員の連携強化など、学校全体の
質的な進化を実現できたと感じている。

教頭は、教員の指導・調整役として、授業改善
の推進、若手教員の育成などを担ってきた。また、
教員同士の情報共有や協力体制づくりにも関わり、
ミドルリーダーと若手、あるいはミドルリーダー
同士をつなぐ役割を果たしてきた。さらに、保護
者との連絡調整など、生徒が安心して学べる環境
づくりにおいても中心的な役割を担ってきた。

現在、中核として活躍しているミドルリーダー
は、本校に５年～10年と長期間勤務しており、そ
の研究の継続性が本校の強みと言える。これらの
ミドルリーダーたちが、年々進化を続け、現在の
本校を支えていると感じている。また、ほとんど
の教職員が本校での継続勤務を希望しており、昨
年度の異動希望者は極めて少なかったと聞いてい
る。

⑵　課題
①　県の「３提言」に関する指定が今年度で終了

する可能性があり、それに伴い教職員数が減少
する懸念がある。教職員が減少した場合に、現
在の取組をどのようにして継続していくのか検
討が必要

②　今後、中核を担ってきた教職員が人事異動の
時期を迎える。人事異動があった場合でも、現
在の取組を継続し、さらに進化させるためには、
教頭がどのように関わっていくかが大きな鍵と
なると予想される。この「３提言」の取組を持
続可能なものにすることが、喫緊の課題である
と考える。

５
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第５Ｂ分科会　「教職員の専門性に関する課題」

提言１
研 究 主 題 教職員が自ら専門性を高め、主体的に学校運営に参画したくなる校内体

制作り

副 主 題 教職員および教頭自身の両輪の人材育成

協 議 の 柱
教頭として、以下の点についてどのような取組や体制づくりを行ってい
るか。
１　教職員の専門性と学校運営参画意識向上
２　教頭自身の専門性の向上

提 言 者 北九州市立一枝小学校　　大　谷　良　子（福岡県）

提言２
研 究 主 題 「アセスメント」にもとづいた個別最適な支援を目指して

副 主 題 生徒指導提要（令和４年１２月改定９のポイントを生かした取組

協 議 の 柱
生徒指導提要の理解と「アセスメント」にもとづいた支援の「プランニ
ング」、解決志向型の会議を充実させ、教職員の学校参画意識の向上を目
指す副校長・教頭のかかわり

提 言 者 那覇市立那覇中学校　　菊　地　智　裕（沖縄県）

提言 3
研 究 主 題 教師の専門性を高め、学び続ける教員を育てるための教頭の役割

副 主 題 学校ビジョン構築と特色づくり

協 議 の 柱

提 言 者 日田市立桂林小学校　　髙　倉　武　司（大分県）

指導助言者 日田教育事務所　次長兼指導課長　　杉　野　好　治

指導助言者 日田市立高瀬小学校　校長　　　　　山　口　　　健





１　テーマ設定の理由
近年の学校を取り囲む急激な変化によって生

じた教育課題が本市の小学校にも山積してい
る。北九州市では、「北九州市教育大綱」で示
された「こどもまんなかで質の高い教育環境」
の実現に向けて、学校が特色をもち変革してい
くための礎となる「北九州こどもまんなか教育
プラン」を策定した。このプランでは、５つの
柱「全てのこどもにとって居心地のよい学校を
つくる」「こどもが失敗を恐れず挑戦し、志と
人間力を高められる環境をつくる」「誰一人取
り残さない学びと、未来を見据えた先端的な学
びを進める」「自律的で特色のある学校づくり
を進め、教職員のウェルビーイングを高める」
「地域とのつながりの中で、社会全体でこども
を見守り支え、育てる」が示された。

これらを具現化していくために、教職員一人
一人の指導力や専門性といった資質を高めるこ
と、教職員が問題を一人で抱え込んでしまわな
いよう組織的に対応することが必須である。さ
らに、教頭も自身の知識を更新し専門性を高め
ていくことが重要である。

そこで、教職員が自ら専門性を高め、主体的
に学校運営に参画したくなる取組と体制づくり、
教頭の専門性向上のための連携・情報共有の在
り方を明らかにするために、本主題を設定した。

２　研究のねらい
⑴　教職員の強みや課題を把握し、専門性を高

める取組と体制づくり、及びそれに関わる統
括役としての教頭の役割を明確にする。

⑵　教職員の人材育成、教頭の知識・専門性の
向上の取組について、市教頭会を中心に各区
教頭会の連携・情報共有の在り方を究明する。

３　研究の経過
⑴　１年次（令和４年度）

①　研究の方向性の決定
②　文献参考

⑵　２年次（令和５年度）
①　研究主題および副題等の策定
②　研究の取組と状況の共有
③　各小学校での実践研究

⑶　３年次（令和６年度）
①　各小学校での実践研究及び共有
②　研究のまとめと今後の方向性の共有

４　研究の概要
⑴　主体的な学校運営参画意識を高める取組

①　学校教育目標の具体的な共有と定期的な
見直し（足立小）

４月当初に学校長が学校教育目標を伝え、
組織としての方向性を示した。その際、学
校教育目標の捉えを共通理解するために、
学校の強みと弱みなどを忌憚なく出し合っ
た。それらの意見を学校教育目標に反映し、
教職員が当事者意識をもてるようにした。
その後、目標達成に向けた進捗状況の確認
を、２か月単位でPDCAを繰り返した。プ
ランを再構築する際はワークショップ型研
修を開いた。

【写真１】学校教育目標の具体的な共有

教頭からは、全教職員が関わりながら理
想とする学校をつくり上げていくことが組
織であり、協働であることを伝え、各教員
の行う学級経営の先には、学校教育目標の
達成があることを意識づけることに徹した。

②　OJTを取り入れた研修会の見直し（一枝
小）

通常の教育活動を人材育成の視点で捉え
直し仕組みを少し変えることでOJTによる
全教職員のステージに応じた人材育成と参
画意識向上が可能になるようにした。例え
ば年６回の若年研修では、計画と運営、授
業づくりの相談役を４年次以降の教諭に任
せたり、研修会の講師役や授業後の指導助
言役を10年次以降の教諭に任せたりしてい
る。

５
Ｂ

教職員自ら専門性を高め、主体的に学校運営に参画したくなる校内体制づくり
～教職員および教頭自身の両輪の人材育成～

福岡県北九州地区提言者　　北九州市立一枝小学校　教頭 　大　谷　良　子
共同研究者　　北九州地区教頭会、戸畑区教頭会
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【写真２】中堅教諭が講師の若年研修

若年教諭から要望が高い「保護者対応」
「学級経営」「特別支援教育」等のテーマ
について講師役を務めることが互いの資質
向上や学校運営の参画意識の向上に繋がっ
た。

③　組織的な生徒指導体制づくりの仕組化
（あやめが丘小）

学年主任を学年生徒指導担当とすること
で学年主任の権限強化を行い、情報の集約
先を一元化した。また、生徒指導主任中心
の生徒指導体制を構築するために、情報の
伝達先を図式化し、教頭を中心に運用した。

【表１】生徒指導情報の伝達先を図式化

さらに、近接学年で事例検討を行い、意
見交流を通して組織的対応の利点を学び、
生徒指導力を身に付けた。校内で発生した
事案を共有し、各職員が自分の取組を振り
返り改善する機会を設けた。

このように仕組化することにより、職員
間の情報共有が促進された。その結果、生
徒指導主任との信頼関係が構築され、学年
主任の経験値が上がり、生徒指導対応への
職員の心理的安全性も高まった。

⑵　教職員の専門性に資する取組
①　オープンクラスウィーク（足立小）

教員相互で学び合いの雰囲気が高まり、
それが常態化するように、第１回目は教頭

主導でオープンクラスウィークを提案し、
年３回実施した。３つの省察「技術的省察
（スキル・テクニック）」「実践的省察
（手だて）」「批判的省察（何が影響して
いるか）」をもとに、１週間自由に授業を
参観し合った。最終日にはそれぞれの学校
観、指導観、児童観について意見を交流し
牽引役の教諭を中心に実践の手だてや技術
等を伝え合った。

【写真３】オープンクラスウィーク（赤枠の教員が牽引役）

②　学びチャレンジリーデングスクール（足
立小）

北九州市学力学習状況調査の結果から、
学習意欲の高まりは十分に見られるが内容
の定着に関しては不十分であることが分
かった。特に読解力や語彙力、計算力につ
いての向上が課題であった。そのため、習
熟度によらない個別最適な学習を深めるこ
ととした。

まず、校内体制と学習環境を整え、ICT
端末を活用した繰り返し学習による達成
感・成就感をもたせた。

【写真４】チャレンジタイムの様子

５
Ｂ
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さらに進んで学習に取り組んだ足跡の可
視化、第三者による評価称賛を全教職員が
同じ方向性をもち協働して取り組んだ。

【写真５】「足立小チャレンジタイム達成カード」
　　　点数を記録して自身の伸びや積み重ねを実感

推進していく中で自然と教職員から「学
チャレチーム」が発足した。児童の課題に
即した問題になっているか、改革や保護者
啓発はどうするかなどの話合いを通して、
教員の専門性が向上していった。

③　特別支援学級の啓発授業（一枝小）
特別支援学級と通常学級の担任が共同し

て特別支援学級啓発のための授業を行った。
合理的配慮について特別支援学級の担任が
話をしたあと、通常学級の担任がクラスを
振り返って合理的配慮について考える授業
をした。昨年までは、啓発授業に通常学級
担任が主体的に関わる姿が見られなかった
が、今年度は自ら合理的配慮について学び
直したり、クラスの実態を分析して授業の
流れを考えたりする姿が見られた。自分事
になればなるほど人は真剣に学び成長する
ことを再確認した取組であった。

⑶　教頭の専門性を高めるための各区教頭会の
連携
①　自主教頭会の開催

区会長の主導で、定期的に集合型の自主
教頭会を実施した。自主教頭会では、区会
長からタイムリーな議題について事前提案
があり各校の教頭がその議題に対してそれ
ぞれ意見や情報を持ち寄る形で会議が進め
られるため毎回、互いに有意義な情報を持
ち帰ることができた。また、先輩教頭が新
任教頭に助言したり、互いに困っているこ
とを相談し合ったりできる貴重な場となっ
た。

【写真６】自主教頭会の様子

②　日常のTeamsチャット・校支援システ
ム活用

日常の情報共有や相談を目的として、
ICTを積極的に活用した。特にTeamsの
チャット機能は、相談することの心理的壁
が他のツールに比べて低いため、日常業務
の中で生まれる些細な疑問の解消に役立っ
た。さらに、やり取りを見ているだけの教
頭にとっても、自身の知識が更新されたり
新たな気付き
があったりす
るなど教頭の
専門性を高め
るという思わ
ぬ効果も生ま
れた。これらの機能を活用することで、互
いの時間を束縛することなく、積極的で効
果的な情報提供・共有を行うことができた。

⑷　その他
①　働き方改革の推進

教員が身に付けるべき専門性は、教科指
導に限らず様々なものがある。特に近年の
生徒指導・保護者対応においてはスピード
感も求められ、対応にあたる教員の心理的
安心材料として、方向性を示す教頭のサ
ポートが必要となる。教務主任やスクール
サポートスタッフ、専科教員などの協力を
得て事実把握後はできるだけ早く確認・指
導・保護者連絡を行い、「生徒指導の午前
中対応、１７時帰着」を目指した。保護者
からの電話待ちで勤務終了時刻を過ぎるこ
とが減った。

５
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【写真７】チャットの画面
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【写真８】何時に帰れたら幸せかを、
　　　　　　　　　　「せーの」で見せあう様子

【写真９】健康管理のための把握表を使って、
自分の出勤時刻・退勤時刻を一覧で確認

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　教頭として教職員一人一人の強みや困難
さを把握しようと努めたことで、教職員と
の親和性が増し、心理的安心の保たれた職
場になった。そのため研修会や会議等で、
若年教員からも思いや意見が出されるよう
になった。

②　各研修で牽引役をした教諭は、研修以降
も他の教諭から質問や相談をされることが
増えた。さらに同僚性が高まり役割外行動
が見られるようになった。そのころから、
北九州市教育センターが主催する専門研修
や公開授業などを進んで申し込む教員が増
えた。自ら「専門性を高めよう」「知ろ
う」「分かろう」とする自立自走する職員
集団となりつつある。

③　互いに学んだことを、すぐに取り入れて
授業する若年教員を見かけた時は、中堅教
員から称賛してもらうように働きかけた。
若年教員は自信に繋がり、中堅教員はより
学校運営に参画しているという自己有用感
を持つことができた。

④　教頭の知識・専門性の向上については、
振り返りのアンケートより「Teamsの

チャットの活用が大変効果的だった」とい
う意見が多かった。次々に来る事案に効率
的に対応していく際、即時的な応答ができ
るチャットは有効な手段であった。

⑵　課題
①　一人一人の教職員の強みを把握し、この

チームで実現可能な目標であるかを見極め、
方向性を定めること、バランスよく推進し
ていくことが、昨今求められている教頭の
役割であり、関わり方ではないかと考える。
毎年の教職員の配置によって、同じ学校で
も翌年に同じ取組が有効とは限らない。今
年度の各校の取組を我々教頭が人材育成の
引き出しとして持っておくことが必要であ
る。

②　教員の資質を向上させる取組は根気と忍
耐が必要である。校内体制づくりには、教
員にいかに自分事として捉えてもらうかが
鍵となり今後の課題である。

５
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１　テーマ設定の背景と目的
児童生徒を取り巻く社会環境が目まぐるしく変

化する現代において、教職員の専門性向上は喫緊
の課題と考える。生徒指導においては、その理論、
考え方、指導方法が時代に合わせてアップデート
される必要があり、生徒指導提要が12年ぶりに令
和４年12月に改訂・公表されたことは、その重要
性を示している。いじめ防止対策推進法をはじめ
とする関係法規の成立や学校組織体制の変化、そ
していじめ重大事態や不登校児童生徒数の増加と
いった現状を背景に、生徒指導を取り巻く環境は
大きく変化している。

東京都が示した「生徒指導提要（令和４年１２
月）のポイント（基礎編）」では、「アセスメン
トは、チーム支援の成否の鍵を握っている」と明
示されている。生徒指導上の課題が深刻化する
中、本教頭会では、これらの課題に対応するため、
「積極的な生徒指導の充実」と「個別の課題解決
に向けた支援体制の構築」をチーム学校として実
践することを目指し、研修計画に基づいた研究を
進めてきた。喫緊の課題解決にはチーム支援が不
可欠であるとの認識から、本研究テーマを設定し
た。

２　研究のねらい
⑴　いじめ、不登校、暴力行為、SNS関連問題、

無気力といった深刻な問題行動や悩みを抱え
る児童生徒に対し、アセスメントを丁寧に行
い、情報の整理と状況の的確な把握を目指す。
これにより、学校と関係機関が連携し、個別
の課題解決に向けた効果的な指導と支援へと
繋げることを目的とする。また、生徒の問題
行動等の未然防止に向け、表面的な対応に留
まらず、成長を促す発達支持的生徒指導や課
題未然防止教育といった積極的な生徒指導を
充実させる上での教頭の役割について考察す
る。

⑵　生徒指導提要の改訂内容を踏まえ、教職員
間での共通理解を深化させ、日々の教育活動
において支援が自律的に機能する組織文化を
醸成することを重視する。特に、支援を必要
とする児童生徒については、その背景や実態
を多角的に捉え、課題を組織全体で整理・共

有する能力を高める。そのために、生徒支援
の基盤としてアセスメントを実施し、得られ
た情報を適切に共有する体制を整備し、継続
的で切れ目のない支援体制へと組織的に発展
させることを目指す。教頭は、組織の中心と
して、会議体の運営や日常的な観察・対話の
仕組みを構築し、組織的な早期発見と初期対
応が円滑に機能する体制の確立を推進する。

【図１】「生徒指導提要（令和４年１２月）」の
ポイント（基礎編）（東京都教育庁指導部）

【図２】「生徒指導と教育相談が一体となった
チーム支援」（東京都教育庁指導部）

３　研究の経過
生徒指導の根幹となる考え方と取組の方向性を

改めて整理し、喫緊の課題に組織的に対応するた
めに、以下の２つの主要な取組を実施した。

⑴　令和３年度から令和４年度にかけて、いじ
め防止対策推進法に定められた「いじめに特
化した校内研修」を継続的に開催した。研修
では、いじめの早期発見と早期対応の重要性
を強調し、児童の権利に関する条約に示され
た四つの人権（生きる権利、育つ権利、守ら

５
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「アセスメント」にもとづいた個別最適な支援を目指して
−生徒指導提要（令和４年12月改定）のポイントを活かした取組−

沖縄県那覇地区提言者　　那覇市立那覇中学校　教頭 　菊　地　智　裕
共同研究者　　那覇地区教頭会
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れる権利、参加する権利）を尊重することを
改めて確認した。

⑵　毎週開催される生徒支援委員会等のケース
会議に着目し、３校（Ａ中学校、Ｂ中学校、
本校）を対象に、継続的かつ実践的な取組と
して、支援体制の整備と効果的な情報共有の
方法について具体的に検討した。

４　研究の概要
⑴　いじめに特化した校内研修の実施

教頭と市教育委員会指導主事が連携し、市
内17中学校の教職員を対象に、「いじめに特
化した校内研修−ケース・スタディーを通し
て−」を実施した。
①　いじめ防止対策推進法の条文内容、生徒

指導提要の改訂における重要なポイント、
そして組織的な対応の具体的な方法につい
て、研修参加者全員で確認を行った。

②　過去に実際に発生した「いじめ重大事
態」や市教育委員会等に報告された事例を
基に、チーム学校としてどのような対応が
可能であったかを個人で考察し、その後グ
ループで場面ごとに具体的な対応策を検討
する事例検討会を実施した。全体発表を通
して、様々な視点からの意見を共有し、検
証を行った。

③　校内いじめ対策委員会や生徒支援委員会
におけるいじめの認定は、個人ではなく組
織として行うこと。そして指導チームや支
援チームを迅速に組織し、複数名で対応す
るなどの実際の状況を想定しながら、チー
ムとしての連携の重要性を確認した。

④　生徒の問題行動等の発生を未然に防ぐた
めに、目の前の問題への対応だけでなく、
生徒指導の重層的構造に基づいた成長を促
す指導（発達支持的生徒指導、課題未然防
止教育）の重要性を共有した。未然防止と
生徒の状況把握に重点を置いた積極的な生
徒指導を実践していくことの共通理解を
図った。

⑵　生徒支援委員会等におけるケース会議の検
討

生徒指導主事が中心となり、教頭の支援の
もとで実施される生徒支援委員会等のケース
会議において、生徒のアセスメントを明確に
し、より適切な支援へと繋げるために、以下
の３つの点に留意しながら、各学校の実態
に合わせたシートを作成した。①課題の共
有、②多面的・多角的な視点からの生徒の分
析、③明確な次の対応策の設定。また、本校

では、担任の作成する資料の負担を軽減する
ため、ICT支援員の協力を得て、那覇市が各
小中学校に作成を推奨している生徒支援記録
簿を生徒支援委員会の資料として活用できる
よう、エクセル形式で設定した。
①　課題の共有

Ａ中学校では、問題発生時の「経過」
「対応」「結果」を案件ごとに詳細に記録
し、一枚のシートで複数の案件を一覧でき
るように工夫した。これにより、各案件の
状況を迅速に把握することが可能になった。

Ｂ中学校では、「いつ」「どこで」「誰
が誰に何をどうしたか」「指導・支援過程
及び結果」「その後の生徒の様子」という
具体的な項目を設定することで、課題とそ
の対応策を簡潔かつ明確に示すことができ
るようになった。

本校では、生徒支援記録簿に記載された
内容を基に、「全体生徒状況一覧」として
生徒支援委員会用の資料を作成した。この
一覧には、「氏名」「家族構成」「欠席日
数」「行動の記録」「支援の記録」「担任
の要望（支援する人や会議に向けて）」
「連携している他機関」等の情報を集約し
た。

②　多面的・多角的な視点からの生徒の分析
Ａ中学校では、生徒の欠席状況の詳細な

記録や、「対応・支援」の内容を具体的に
示す欄を設け、よりきめ細やかな分析を可
能にした。

Ｂ中学校では、校内だけでなく、那覇市
教育相談課のSSW（スクールソーシャル
ワーカー）や警察サポーターなど、外部機
関の専門家もケース会議に参加する体制を
構築した。これによケース会議に参加する
体制を構築した。これにより、多角的な視
点からの生徒理解を深めることができた。

本校では、「全体生徒状況一覧」を活用
することで、生徒の行動や必要な支援につ
いて、どのような会議で検討すべきか、ま
たどのような他機関と連携すべきかが明確
になり、情報共有が円滑に進むようになっ
た。

③　次の対応の明確化
上記①と②の取組を通じて、３校ともに、

生徒への次の具体的な対応を検討する際に、
関係する職員に対して明確な指示や情報伝
達を行うことができるようになった。

５
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５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　いじめに特化した校内研修を実施した結
果、いじめ防止対策推進法の要点、生徒指
導提要の改訂ポイント、そして組織的な対
応方法について、教職員間で共通理解を深
めることができた。事例検討を通して、具
体的な対応策を検討し、教職員間の密な情
報交換の重要性を再認識することができた。

研修後のアンケートでは、「受け持つ生
徒がいじめの対象になった際の対応を具体
的に考えることができた」「加害者・被害
者・第三者・保護者・管理職（職員）と
いった多様な視点から問題を捉えることの
重要性を学んだ」「経験豊富な教員の意見
は非常に貴重であり、参考になった。多く
の意見を参考にしながら、現代の子どもた
ちの状況を的確に把握し、教育活動に取り
組んでいきたい」「事実確認や初期対応、
職員間での情報共有の重要性を改めて認識
できた」「具体的な事例に基づいた意見交
換が有益だった。教員間の認識のずれを認
識し、日常の些細な問題にも丁寧に対応し
ていく意識が高まった」といった肯定的な
意見が多く寄せられ、研修の充実度を示す
結果となった。

②　生徒指導委員会の資料を改善した結果、
生徒のアセスメントがより的確に行えるよ
うになり、生徒に関する情報や家庭環境な
どを把握しやすくなった。これにより、具
体的な対策や支援方法を明確にすることが
可能になり、総合的かつ多角的な視点から
の対応・支援を検討することができるよう
になった。また、複数の支援を必要とする
生徒がいる場合でも、同様の資料作成が可
能であり、常に最新の情報を迅速に共有で
きるという利点も確認できた。

⑵　課題
①　いじめに特化した校内研修における課題

として、教職員間でいじめに対する認識に
差異があり、対応にばらつきが見られると

５
Ｂ

【図３】生徒指導委員会の資料（Ａ中学校）

【図５】生徒支援記録簿（本校）

【図４】生徒支援委員会の資料（Ｂ中学校）

【図６】全体生徒支援状況一覧（本校）
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いう意見があった。また、教職員は毎年度
異動があるため、いじめの定義、いじめ重
大事態、未然防止、初期対応等について、
継続的に研修等で確認していく必要がある
と思われる。しかしながら、市内の全学校
を市教育委員会の指導主事が毎年担当する
ことは困難であるため、各学校の生徒指導
主事等が中心となって校内研修や事例検討
会を定期的に実施することも有効であると
考えられる。

研修後のアンケートでは、「記録の作成
と保存ができているか」について、17.5％
の職員が課題を感じていることが明らかに
なった。引き続き、「記録の作成と保存」
の重要性と必要性を確認していく必要があ
る。

②　生徒への支援方法を変更する際に、成功
事例とそうでない事例が明確に示されてい
なかった。また、短期的な支援目標や長期
的な支援目標も明示されていないため、支
援の方向性が不明確になる場合があった。
そのため、東京都が示す「チーム支援のプ
ロセス」に沿った、支援計画などを作成し
ていくことが必要である。

おわりに
本研究を通して、アセスメントを中心とした組

織的な支援の有効性と、教頭をはじめとする管理
職のリーダーシップの重要性を改めて認識した。
生徒支援を一過性の対応で終わらせず、学校文化
として根付かせていくためには、組織的な視点に
立った継続的な研修と仕組みづくりが今後ますま
す求められる。

参照
文部科学省　生徒指導提要（令和４年12月改定）
東京都教育庁指導部　生徒指導提要（令和４年
１２月）のポイント（基礎編）

５
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１　テーマ設定の理由
本校は，児童数２２２人，学級数１２学級であ

る。４０歳以上の学級担任は４人，３０代は２人，
残り６学級は２０代の若手教員である。職場には
経験の浅い若い教職員が多く，学校運営において
ミドルリーダーの存在が大きい。若手教員の授業
力を高めていくことだけでなく，児童にとって教
室が安心して過ごせる場所であり，互いに認め合
う人間関係を育成していくためには，教員の学級
経営力を高めていくが大切である。

昨年度，head・heart・health＆Safetyの３つ
の校務分掌チームを組織して，各チームが具体的
取組の計画を作成した。しかし，メンバーの人数
が少なく，経験年数の若い教員がチーム長になる
チームがあった。チーム会議が職員会議の提案文
書の審議にさかれてしまい，チームが年度当初に
計画した取組がうまく進まなかった。

今「社会に開かれた教育課程」が求められてい
る。本校は，学校運営協議会が設置されているコ
ミュニティ・スクールである。保護者や地域の
方々は協力的で，委員の方々も建設的な意見を発
言してくださる方々ばかりである。

若い教職員の割合が高い本校では，学校組織を
変化させ，教職員の意識能力行動を変えていくよ
うな手立てが必要である。また，学校運営協議会
をうまく活用すれば家庭や地域の強みをいかして，
特色ある学校づくりができるのではないかと考え，
本テーマを設定した。

２　研究のねらい
⑴　管理職として，組織的に教職員の資質向上

を図り，学校の課題解決を目指す。
⑵　学校内外の強みを活かして，特色ある学校

づくりを目指す。

３　研究の過程
⑴　研究テーマの確認
⑵　部会での協議，実践

４　研究の概要
⑴　学校ビジョンの構築にむけて

①　学校における組織マネジメント
学校ビジョンを，教員が理解し教育活動を

行うための教頭の役割は，効果的なマネジメ
ントのしくみをつくり，具体的な計画を作成
させ，うまく運用するように手立てをうつこ
とである。

そこで，本校の学校組織マネジメントのプ
ロセスを以下の図のようにしていくことにし
た。

②　重点目標と重点的取組の設定
教職員一人一人が，やりがいを持ち学校目

標の達成にむけて同じ方向で取り組む教職員
集団をつくりたい。

そこで，学校ビジョンやミッションをみん
なで考えて取り組み，児童の変化を語り合っ
ていくことにした。

昨年の年度末，協議の時間を確保するた
め，１週間特別時程を作成して，今年度の重
点目標と重点的取組の協議を行った。学校の
課題を明らかにするために提案したのが「Ｓ
ＷＯＴ分析」である。ＳＷＯＴ分析とは，学
校内部状況の「強み（Strength）」と「弱み
（Weakness）」と外部環境の要因を「機会
（Opportunity）」と「脅威（Threat）」に
整理した上で，「強み」と「機会」を中心に，
把握・分析し，特色ある活動を生み出す手法
である。

５
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教師の専門性を高め，学び続ける教員を育てるための教頭の役割
−学校ビジョン構築と特色づくり−

大分県日田地区提言者　　日田市立桂林小学校　教頭 　髙　倉　武　司
共同研究者　　日田地区教頭会
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１日目は，学年部で１年間を振り返り，成
果と課題を協議した。２日目は，２つのグ
ループで各学年部の状況を出し合い，学校全
体の児童の強みと弱みを明らかにした。

内部環境の強み（Ｓ）
・明るく素直で継続した取組で成果を出す
・ペア学習やグループ学習で意見を伝え合う

　等
内部環境の弱み（Ｗ）
・学習が苦手だと感じている人はあきらめて

人任せ
・主体的，自主的な活動が生み出せていない

　等
外部環境の支援的要素（Ｏ）
・学校運営協議会委員が意欲的，協力的
・育友会の役員が新たな活動を企画，協力的

　等
外部環境の阻害的要素（Ｔ）
・朝食の欠食やメディアの抑制が課題
・自然災害の被害や不審者事案による見守り

３日目は，強みを生かして弱みを克服する
ための取組，その取組により期待される教育
効果，それを実現させるための教員のあるべ
き姿について協議した。４日目には，ＭＳ
（マネージメント・スタッフ）会議で，重点
目標と重点的取組について協議した。

学習面では，継続した取組で成果が出せる
強みを生かして，覚えた漢字を使うことや，
考えをノートに書けない時にペア学習で意見
の交流ができる強みを生かした授業を行うこ
とを重点的取組とした。

生活面では，休み時間のトラブルを減らす
ために，桂林小こども人権宣言を活かした取
組や，児童会活動を充実させていくことを重
点的取組とした。

重点目標
〇学習・生活の基礎・基本を身につけた児童

の育成
〇なかまと支えあい高めあう集団の育成
重点的取組
〇学習面　・基礎基本の確実な定着
　　　　　・伝え合い学び合う授業づくり
〇生活面　・桂林小児童人権宣言の推進
　　　　　・児童の自主的活動の充実

③　重点目標を実現させるチームづくり
昨年度までの，head・heart・health＆

Safetyの３つ校務分掌チームでは，チーム独
自の取組が進まなかった。各チームが，教育
効果を高める創造的な取り組みができるよう

にしたい。
そこで，学習面と生活面の２つの重点的取

組がうまく機能するように，学習部と生活部
の２つのプロジェクトチーム（以下ＰＴ）に
再編した。年度始めに，ＰＴ会議を設定して，
重点的取組ができているかを評価する取組指
標や，重点目標が実現できたかを評価する達
成指標を協議させた。さらに，各ＰＴが独自
に提案する取組も協議して，年間計画を作成
させた。

計画した具体的な取組を実践することによ
り，児童にどんな変化や成長があったのかを
語り合い，評価・改善していく場の設定が必
要である。そこで，毎月最終週の水曜日にＰ
Ｔ会議を設定して，チームで計画した取組や
重点的取組の達成状況などを評価させ，短い
スパンで取組を改善できるようにした。

④　学級経営案づくり
昨年度，若い教員が苦労したのは，学級経

営である。自分の思い描いたビジョンを実現
させるための手立てに悩んでいた。学年主任
が学年経営案を作成していたため，どんな取
り組みをするのか全て把握できておらず，学
級経営に苦労していた。

そこで今年度は，全学級担任に学級経営案
を作成させた。学級経営案の枠組みも，本校
の強みを生かし，弱みを克服していくことを
意識した学級経営になるように，学習面と生
活面の２つの項目にしぼった。

こうすることで，学級の児童の実態に合わ
せた重点的取組ができ，すべての児童の居場
所づくりや，授業改善につながる取組を意識
した学級経営ができるのではないかと考えた
からである。

しかし，初めて学級経営案を作成する教員
もいて，手立てがはっきりしている教員と曖
昧な教員とがいた。同じ学年でも，手立てが
明確になっている学級と曖昧な学級では，授
業中の児童の様子が違っていた。

そこで，４月末のＰＴ会議では，学級経営
案の交流を行わせた。チーム長には，各ＰＴ
の計画が学級経営に位置づき，弱みを克服す
る手立てについて協議するように指示した。
校長が下記の５つのポイントを示して，どん
な学級経営を行うかを，全職員に説明させた。

ア．児童理解
イ．人間関係・集団づくり
ウ．人権感覚の育成
エ．学習・生活指導
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オ．環境整備
この交流後，学級の雰囲気が落ち着いてき

て，集中して学習に取り組むようになった学
級があった。交流後，何が変わったのかを尋
ねてみた。
〇重点的取組の内容が抜けていて，指摘を

受けて，自分の学級で何に取り組めばい
いかを考え直すことができ，やるべきこ
とが明確になった。

〇重点的取組を学級の児童の実態に合わせ
て，いろいろな手法があることがわかっ
た。先輩のいい取組を自分の学級に取り
入れることができ，児童の生活態度が変
わってよかった。

〇昨年は学年長に作ってもらったので，は
じめて書いた。全体だけでなく児童一人
一人をよくみて授業や生活の中で伸ばし
ていく手立てがはっきりした。
チーム長が，先輩の取組を取り入れたり，

アドバイスを活かしたりするようにＰＴ会議
を進めることが効果的であった。

⑤　教育活動の評価
重点的取組の達成状況を５月末のＰＴ会議

で評価を行わせた。チーム長には，重点的取
組の達成状況は，各学年で，何に取り組んで，
どんな成果がでてきているのか，児童の姿で
評価するように指示した。

学習部のチーム長は，自分の授業の板書を
見せて，対話的な学習の進め方を紹介しなが
ら，若手教員に，授業での大切なポイントを
アドバイスした。そして，児童のやる気を高
めるための改善策や，教室環境の整備などが
話し合われた。

生活部は，重点目標を達成するための，各
学年が工夫して取り組んでいることを交流し
あった。主体的な学級活動ができていない学
年には，チーム長の学級活動を紹介していた。
担任がどう関われば児童のよい変化につな
がっていくのか話し合われた。

今の取組のレベルをもっとあげるためのア
イデアをみんなで意見し合うことで，そんな
こともやれるんだ！という発見があり，「お
もしろい！やってみよう」とモチベーション
が高まった。

チーム会議では，計画を行っているかどう
かを確認するのではなく，チーム長の取組を
もとに，児童の変化や成長を語り，今後どん
な取組をすれば児童がさらに成長するのかを
話し合うことで，新たな取組が生み出されて

いく。

⑵　特色づくり
特色とは，他校と違うことをするのではない。

特色とは，学校の強みを活かして，充実した教育
活動を行い，学校の教育成果を向上させていくこ
とである。

本校の強みは，高い専門性を持ったベテラン教
員がいることと，学校運営協議会のメンバーが積
極的に発言することである。

①　学び・学び合う教職員集団づくり
教職員の授業力向上にむけて，ＯＪＴを効

果的に進めるために，以下の３点について大
切にしている。

ア．教員のこんな授業をしたいという思い
イ．メンターを位置付け，組織的に取り組

む
ウ．同僚性
これまでは，学年部だけで話し合い授業準

備や教材研究を行っていた。しかし，若い教
員しかいない学年部や，単学級の担任もいて，
授業改善が進まなかった。

そこで，高い専門性を持ったベテラン教員
から，若い教員が学び，実践力を向上させて
いくＯＪＴを効果的に進めるための，新たな
組織作りを行った。

職員研修で，研究担当に「どんな授業をめ
ざしているか」を語り合う場を設定させた。
互いに自分が目指している授業について語り
合う中で，桂林小学校の職員は，以下のよう
な授業づくりを目指していることがわかった。

ア．児童が主体的に学ぶ授業づくり
イ．追究課題が生まれる授業づくり
ウ．自分で考えをつくる授業づくり
エ．伝えあい考えを深める授業づくり
オ．達成感を味わわせる授業づくり
次に，ペアや３人グループをつくり，どの

テーマで授業づくりを進めていくのかを決め
た。ベテラン教員を必ず配置して，若い教員
とベテラン教員とが互いに授業を観合う体制
をつくった。

学期に１回の互見授業では，ペアやグルー
プで授業を観合い，それぞれのテーマで協議
をするようにした。若い教員はベテラン教員
の授業を観て，授業展開の工夫などを学ぶ。
放課後に，「個に応じた手立て」「授業準
備」「授業を支える学級経営」などを協議す
る。その後，若い教員の授業を，ベテラン教
員が観る。管理職も，授業観察シートを持っ
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て観察するように計画する。放課後の協議の
前には，ベテラン教員に対して管理職が，指
導して内容を助言するようにしている。ベテ
ラン教員が若い教員の授業のよいところを褒
めアドバイスをする仕組みをつくり，実践的
指導力向上を図っている。

これにより，職員室での，授業の話が増え
てきたように感じる。うまくいった授業を，
うれしそうに語る若い教員のすがすがしい表
情を見ることがある。そんなときは，職員室
にいる教員みんなで喜び合う。これがモチ
ベーションを高めることになり，採用５年目
の教員らが，教材研究を熱心に行い，本時案
を毎日作成する姿がみられるようになった。

②　学校運営協議会を活かして
学校運営協議会では，「笑顔あふれる地域

づくり」に向けて，授業や生活の中で，地域
や家庭がどんな取組をするか熟議されている。

休み時間に居場所のない児童がいることが
課題の１つである。協議の中で，委員の一人
が，学校で子育てサロンがやりたいという願
いを話してくれた。「昼休みに学校で子育て
サロンをしてはどうか」と提案したところ，
快く承諾していただいた。そこで，「月１～
２回昼休みに子育てサロンを行うこと」を全
体会議で提案した。担任には，集団で遊ぶの
が苦手な児童に，子育てサロンに行くようお
願いした。

子育てサロンでは，室内でできる集団遊び
を行っている。これに参加している児童は，
その時間がとても楽しくて，子育てサロンを
心待ちにするようになっている。地域の人も，
参加するメンバーが増えていき，児童と関わ
ることを楽しみに学校に来てくれている。

家庭で児童が笑顔になるためには，保護者
が児童を褒めることを増やしていくのが大切
だということから生まれた活動が「親子にこ
にこプロジェクト」である。保護者が児童の
頑張りを褒めたり感謝の言葉をかけたりする
ものである。保護者も，普段よりも児童と関
わり褒めることができてよかったという感想
や，児童からは「ありがとう」と言われてう
れしかったという感想がたくさんよせられた。

対話的な学習も生まれた。地域の文化財を
自治会がどのようにして守っているのか自治
会長の話を聞き，「なぜ大変なのにそんなこ
とをしているのか」という生まれた疑問を，
みんなで話し合うことで，思考が広がる授業
が展開された。

地域の職業人の話を聞く「夢授業」も行わ
れた。夢を実現させるプロセスを知った６年
生は，自分たちが夢を実現させるために取り
組んだことを５年生に語り伝える授業がなさ
れた。その思いを受け継いだ５年生が最上級
生になり，自分たちのめざす児童会の実現に
向けて，取組を進めている。

このように，学校運営協議会で協議された
ことをマネジメントしていくことで，児童の
居場所を増やし自己肯定感を高める取組や対
話的な学習により，学校生活がよりよくなっ
ていく取組が生まれている。

５　研究の成果と今後の課題
⑴　成果

①　みんなで協議して学校ビジョンを構築
するプロセスは，重点目標が共有できる。
チーム長が中心になり，同僚性のある職場
をつくることが，よりよい取組になり効果
が期待される。

②　ＳＷＯＴ分析で学校内外の強み明らかに
し，強みを生かした取組は，学校ビジョン
構築に大きな効果がある。

⑵　課題
①　組織マネジメントでは，システムをつく

るだけでなく教頭のミドルリーダーへの助
言も大切である。ミドルリーダーの働きに
より，教育効果や教員のモチベーションが
変わる

②　地域と共有する課題解決に向けて，学校
運営協議会でカリキュラムマネジメントを
行い，新たなカリキュラムを創設していき
たい。
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全 体 会





記　　念　　講　　演

【演題】　　「学校内外の人的資源の生かし方とサーバントの思想」
　　　　　　　～行為としての愛と要求・必要の見極め～

【講師】　　清　國　祐　二（大分大学教職大学院教授）

【略歴】　1965年生まれ。大分県国東市出身。半農半漁の家で育ち、豊かな自然の中で競争も
なく伸び伸びと過ごす。広島大学大学院を修了後、大分県立別府青山高等学校の教諭
（英語）となるも、２年後には大学院に出戻り、ほどなく島根大学教育学部に採用さ
れ、教鞭を執る。専門は社会教育学。

1999年より１年間英国ランカスター大学にて客員研究員。家族で渡英したため、学
校やPTA活動を通して英国の教育を垣間見る。それからも継続的に英国の学校に関
わっている。2002年に香川大学、2020年に独立行政法人教職員支援機構（通称NITS）、
2022年に大分大学と転職して現在に至る。

【著書】　　『社会教育経営の基礎』（第２版）学文社、2025年６月
『三訂　生涯学習概論』ぎょうせい、2025年４月
『新初等教育原理』福村出版、2024年２月　　など多数

【委員等】　文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会臨時委員、2009～2019年
全国社会教育委員連合理事・副会長、2018～2023年
国立教育政策研究所評議員、2022年〜現在
大分県社会教育委員長、2023年～現在
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大　会　宣　言

九州地区公立学校教頭会は、全国公立学校教頭会の第１３期全国統一研究主題「未来を切り
拓く力を育む　魅力ある学校づくり（キーワード：自立・協働・創造）」を本大会の研究主題
とし、第６５回九州地区公立学校教頭会研究大会をここ大分県（大分市）にて開催した。

現在、私たちの生活に高度な先端技術が取り入れられ、いわゆるSociety5.0の実現に向けて進
んでいる。その一方で、グローバル化や人口構造の変化など世界的な規模で対応しなければな
らない課題も山積しており、社会の進展や課題に対する具体的な取組が求められている。新型
コロナウイルス感染症の５類移行後の教育現場は、GIGAスクール構想による一人１台端末の
活用、オンラインを活用した授業実践、生成AIの活用や教育DXの推進など、以前と比較して
学校生活も大きな変化をしてきている。

このような状況の中で、人々が豊かな人生を生きる力、生活の質的変化に的確に対応する力
の育成に教育の果たすべき役割がますます大きなものになると考える。「よりよい学校教育を
通じてよりよい社会を創る」という学習指導要領の理念を、学校と社会とが共有し、未来の創
り手となるために必要な資質・能力を育むという「社会に開かれた教育課程」を実現し、次代
を担う子どもたちが予測困難な時代（VUCA時代）を生き抜くために必要な力を身につけさせ
るため、引き続き学校・家庭・地域社会・関係機関等との連携・協働していく必要がある。

また、教育の質を維持し続けるため、教職を目指す優秀な人材を確保することが必要である。
学校における働き方改革や働きがいを高める取組を適切に進め、適切なワークライフバランス
により目の前の子どもたちにしっかりと向き合い、生き生きと働く姿から、未来を担う子ども
たちを育てるという仕事の責務と魅力を発信することが大切である。

我々には、教育の原点に立ち返るとともに、社会の変化とともに変わりつつある学校教育の
現状を踏まえ「未来を切り拓く力を育む　魅力ある学校づくり」のための取組を継承し、未来
に向けて発展させていくことが求められている。

ここに、九州地区及び全国の教頭会の仲間とともに手を携え、英知を結集してこれらの課題
解決に向けて、以下の決意を固めた。

決　　　意

一　我々は、自らの資質向上をめざし、研鑽と修養に励む。
一　我々は、児童生徒に「未来を切り拓く力」を育む学校教育をめざす。
一　我々は、相互に信頼し連携する。
一　我々は、教育環境の整備充実に尽力する。
一　我々は、副校長・教頭職が魅力ある職務環境となるよう改善に努める。

以上４，１５７名の総意において、ここに宣言する。

令和７年８月８日

第６５回　九州地区公立学校教頭会研究大会
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令和７年度　九州地区公立学校教頭会役員

役　職 氏　　名 勤　務　校 学校所在地 電話番号
ＦＡＸ番号

会　長
（大分県） 姫

ひめ

野
の

　貴
たか

文
ふみ 大分市立

　高田小学校

〒870−0118 097−527−2387

大分市大字下徳丸38−2 097−527−2304

副会長
（福岡県小） 藤

ふじ

井
い

　龍
りゅう

一
いち 篠栗町立

　篠栗小学校

〒811−2405 092−947−0041

糟屋郡篠栗町篠栗5026 092−948−1993

副会長
（福岡県中） 伊

い た み

丹　晶
あき

子
こ 篠栗町立

　篠栗中学校

〒811−2417 092−947−0536

糟屋郡篠栗町中央3−3−1 092−948−2002

副会長
（長崎県） 光

みつ

永
なが

　悟
さ と し

志 長崎市立
　土井首小学校

〒850−0982 095−878−4347

長崎市柳田町194 095−878−9029

副会長
（熊本県） 井

いの

上
うえ

　憲
けん

治
じ 熊本市立

　長嶺小学校

〒861−8039 096−368−9925

熊本市東区長嶺7−22−1 096−331−3013

副会長
（鹿児島県） 五

ご

反
たん

田
だ

新
しん

一
いち 鹿児島市立

　武小学校

〒890−0045 099−255−6136

鹿児島市武1−35−31 099−255−6137

副会長
（沖縄県） 松

まつ

田
だ

　　健
つよし 西原町立

　西原東中学校

〒903−0103 098−946−2626

西原町字小那覇308−1 098−945−2566

監　事
（宮崎県） 宮

みや

永
なが

　恵
けい

吾
ご 宮崎市立

　高岡中学校

〒880−2221 0985−82−1012

宮崎市高岡町内山2700 0985−82−3018

監　事
（佐賀県） 足

あ

立
だち

　成
なる

美
み 武雄市立

　川登中学校

〒843−0234 0954−28−2001

武雄市東川登町袴野16082 0954−28−2014

事務長
（大分県） 村

むら

上
かみ

　　勉
つとむ 大分県教頭会

　事務局

〒870−0951 097−556−3177

大分市大字下郡496−38 097−556−3176

会　計
（大分県） 竹

たけ

本
もと

美
み

恵
え

子
こ 大分県教頭会

　事務局

〒870−0951 097−556−3177

大分市大字下郡496−38 097−556−3176
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令和６年度　全国及び九州地区公立学校教頭会会務報告
【会務報告】

月　日（曜日） 内　　　　　　　　容 場　　所 担　当

令和６年
４月

１日（月） 九公教宮崎大会第２次案内発送 宮崎県教頭会

19日（金） 九公教宮崎大会提言者氏名報告締切日 宮崎県教頭会

５月 24日（金）
九公教宮崎大会提言者原稿・協議の柱・使用機器
一覧提出締切日

宮崎県教頭会

６月

７日（金） 宮崎大会参加者申込締切日 宮崎県教頭会

７日（金） 全公教定期総会 東京都

14日（金） 九公教第１回各県代表者会・総会 宮崎市 宮崎県教頭会

14日（金） 全公教役員会① 東京都

21日（金） ブロック長会 東京都

28日（金） 全公教役員会② 東京都

７月 ５日（金） 全公教第１回研究部長会 オンライン

８月

31日（水）
～

１日（木）
全公教研究大会高知大会 高知県

22日（木） 第６４回九公教宮崎大会（分科会） 宮崎市 宮崎県教頭会

23日（金） 第６４回九公教宮崎大会（全体会） 宮崎市 宮崎県教頭会

30日（金） 全公教役員会③ 東京都

９月

６日（金） 全公教第１回理事会 東京都

20日（金） 全公教役員会④ 東京都

26日（木） 全公教全国要請部長会 東京都

10月 ４日（金） 全公教役員会⑤ 東京都

11月
１日（金） 全公教役員会⑥ 東京都

29日（金） 全公教役員会⑦ 東京都

12月

６日（金） 全公教第２回研究部長会 東京都

13日（金） 全公教第２回理事会 オンライン

20日（金） 第２回各県代表者会・事務担当者会 宮崎市 宮崎県教頭会

令和７年
１月

10日（金） 全公教役員会⑨ 東京都

24日（金） 九州地区公立学校教頭会事務引継会 オンライン

２月

７日（金） 中央研修大会 オンライン

20日（木） 全公教役員会⑩ 東京都

21日（金） 九州地区公立学校教頭会会計監査 宮崎市 宮崎県教頭会

３月 ７日（金） 全公教第３回理事会 東京都
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令和６年度　九州地区公立学校教頭会決算書
１．収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△印＝減　　　単位（円）

項 目 ６年度予算額 ６年度決算額 増減 摘　　　　　要

1 会 費 6,267,000 6,267,000 0 1,500円×4,178人

2 繰 越 金 13,392,886 13,392,886 0 前年度繰越金

3 雑 収 入 10 6,975 △ 6,965 預金利息

合 計 19,659,896 19,666,861 △ 6,965

（会員数）

福岡（小） 754 福岡（中） 361 佐賀 261 長崎 485 熊本 511

大分 368 宮崎 373 鹿児島 693 沖縄 372

合　計 4,178 名

２．支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△印＝減　　　単位（円）

項 目 ６年度予算額 ６年度決算額 増減 摘　　　　　要

1 印 刷 費 100,000 3,980 96,020 用紙代等

2 通 信 費 150,000 13,090 136,910 郵送料、振込料等

3 旅 費 3,500,000 2,122,080 1,377,920
各県代表者会、大会参加各県会長、
事務引継会、会計監査会

4 事 務 費 700,000 268,786 431,214 事務用品代、事務手当等

5 会 議 費 1,500,000 223,241 1,276,759
各県代表者会、事務引継会、
会計監査会等

6 大会補助費 3,000,000 3,000,000 0
大会開催県（200万）、
次期開催県（100万）

7 渉 外 費 300,000 50,000 250,000 会長・全公教研究部員渉外費

8 雑 費 50,000 6,752 43,248 前会長記念品、感謝状、諸経費

9 予 備 費 10,359,896 0 10,359,896

合 計 19,659,896 5,687,929 13,971,967

収入 支出 残高

繰越金 19,666,861 − 5,687,929 ＝ 13,978,932
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令和７年度　九州地区公立学校教頭会活動方針及び事業計画

１　活動方針

（１）副校長・教頭職としての職責の重さを自覚し、研究活動を深め発展させるとともに、学校教育

の資質向上と社会の変化に即応した学校運営の推進に努める。

（２）管理職としての副校長・教頭の職務内容を明確にするとともに、地位の確立とその向上に努め

る。

（３）九州各県の情報交換を密にするとともに、連携して組織の充実を図る。

２　事業計画

（１）基本方針

①　九州地区公立学校教頭会の各会員の総力を結集して、時代の要請に即応した学校教育の推進

を図る。そのために学校運営の研修に精通し、所期の目的達成に努める。

②　全国統一研究課題（第１３期）に基づき、第６５回九州地区公立学校教頭会研究大会大分大

会を開催し、研究の充実を図るとともに、各県会員の連帯意識を高める。

③　九州各県教頭会の情報交換を密にし、職責に見合う地位向上のために実効性のある活動を推

進する。

（２）努力点

①　第６５回九州地区公立学校教頭会研究大会大分大会を会員相互の研修の機会として、各県会

員の情報交流と推進する。

②　各県代表者会・総会を開催し、意志の疎通を図るとともに協力体制を確立し、全国教頭会と

の連携を密にし、処遇・待遇改善を推進する。

③　各県代表者会・事務担当者会を開催し、九州各県教頭会の連携をより密にするとともに、情

報交換並びに組織・運営の活性化に努める。
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令和７年度　全国及び九州地区公立学校教頭会年間行事計画
月　日（曜日） 内　　　　　　　　容 場　　所 担　当

令和７年
４月

１日（火） 九公教大分大会第２次案内発送 大分県教頭会

18日（金） 九公教大分大会提言者氏名報告締切日 大分県教頭会

５月 23日（金）
九公教大分大会提言者原稿・協議の柱・
使用機器一覧表提出締切日

大分県教頭会

６月

６日（金） 大分大会参加者申込締切日 大分県教頭会

６日（金） 全公教定期総会 ハイブリッド

13日（金） 九公教第１回各県代表者会・総会 大分市 大分県教頭会

７日（土） 全公教役員会①、専門部会 オンライン

27日（金） 全公教役員会② オンライン

７月

４日（金） 全公教第１回研究部長会 オンライン

11日（金） 全国要請担当者研修会 オンライン

25日（金） 全公教役員会③ オンライン

31日（木）～
第６７回全公教研究大会茨城大会 ハイブリッド

８月

１日（金）

６日（水） 第６５回九公教大分大会（打合せ会）

大分市 大分県教頭会７日（木） 第６５回九公教大分大会（分科会）

８日（金） 第６５回九公教大分大会（全体会）

28日（木） 全公教役員会④、ブロック長会 オンライン

９月

５日（金） 全公教第１回理事会 ハイブリッド

17日（水） 全公教役員会⑤ オンライン

25日（木） 全公教全国要請部長会 ハイブリッド

10月 17日（金） 全公教役員会⑥ オンライン

12月

３日（水） 全公教役員会⑦ ハイブリッド

５日（金） 全公教研究部長会② ハイブリッド

12日（金） 全公教第２回理事会 オンライン

19日（金） 第２回各県代表者会 大分市 大分県教頭会

令和８年
１月

16日（金） 九州地区公立学校教頭会事務引継会 佐賀市 佐賀県教頭会

23日（金） 全公教役員会⑧ オンライン

２月

６日（金） 全公教役員会⑨ オンライン

13日（金） 中央研修大会 オンライン

20日（金） 全公教事務担当者会 オンライン

20日（金） 九州地区公立学校教頭会会計監査 大分市 大分県教頭会

27日（金） 全公教役員会⑩ オンライン

３月
６日（金） 全公教第３回理事会 ハイブリッド

25日（水） 全公教役員会⑪ オンライン
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令和７年度　九州地区公立学校教頭会予算書
１．収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△印＝減　　　単位（円）

項 目 ７年度予算額 ６年度予算額 増減 摘　　　　　要

1 会 費 6,235,500 6,267,000 △ 31,500 1,500円×4,157名

2 繰 越 金 13,978,932 13,392,886 586,046 前年度繰越金

3 雑 収 入 1,568 10 1,558 預金利息等

合 計 20,216,000 19,659,896 556,104

（会員数）

福岡（小） 750 福岡（中） 365 佐賀 261 長崎 484 熊本 513

大分 358 宮崎 368 鹿児島 685 沖縄 373

合　計 4,157 名

２．支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△印＝減　　　単位（円）

項 目 ７年度予算額 ６年度予算額 増減 摘　　　　　要

1 印 刷 費 100,000 100,000 0 用紙等

2 通 信 費 150,000 150,000 0 送料、振込手数料等

3 旅 費 4,000,000 3,500,000 500,000 総会、各県代表者・事務担当者会等

4 事 務 費 800,000 700,000 100,000 事務用品、事務手当等

5 会 議 費 1,500,000 1,500,000 0 総会、各県代表者・事務担当者会等

6 大会補助費 3,000,000 3,000,000 0 九州大会補助金（前渡補助金を含む）

7 渉 外 費 100,000 300,000 △ 200,000 プロック長渉外費等

8 雑 費 50,000 50,000 0 表彰者記念品、感謝状等

9 予 備 費 10,516,000 10,359,896 156,104

合 計 20,216,000 20,388,063 △ 172,063
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令和７年度　第65回九州地区公立学校教頭会研究大会
大分大会予算書

１．収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△印＝減　　　単位（円）

項 目 令和７年度 令和６年度 増減 備　　　考

大 会 参 加 費 3,306,000 3,366,000 △ 39,000 3,000円×1,102人

補 助 金 6,715,600 6,300,000 415,600
全国公立学校教頭会3,715,600円
九州地区公立学校教頭会3,000,000円

研究助成金⑴ 200,000 200,000 0 公益財団法人日本教育公務員弘済会大分支部

研究助成金⑵ 50,000 50,000 大分県教育会館

雑 収 入 1,400 10 1,390 預金利息等

合 計 10,273,000 9,866,010 406,990

２．支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△印＝減　　　単位（円）

項 目 令和７年度 令和６年度 増減 備　　　考

１ 大 会 費 8,250,000 8,650,000 △ 400,000

ア 謝 金 300,000 400,000 △ 100,000 講師謝金

イ 旅 費 2,200,000 2,100,000 100,000 提言者、指導助言者等

ウ 設 営 費 600,000 500,000 100,000 看板、幕、映像機器等

エ 印 刷 費 2,000,000 2,000,000 0 大会案内、大会要項、参加者名簿等

オ 食 料 費 50,000 100,000 △ 50,000 来賓等茶菓子等

力 会 場 費 3,000,000 3,500,000 △ 500,000 会場借上げ料

キ 雑 贄 100,000 50,000 50,000 胸章、写真、手数料等

２ 事 務 局 費 1,870,000 1,160,000 710,000

ア 会 議 費 100,000 200,000 △ 100,000 実行委員会、各部会等

イ 旅 費 600,000 250,000 350,000 実行委員会、各部会等

ウ 消 耗 品 費 100,000 50,000 50,000 事務用品等

エ 通 信 費 50,000 50,000 0 送料等

オ 食 料 費 50,000 20,000 30,000 会議用茶等

カ 大会報告作成費 400,000 50,000 350,000 大会報告作成料

キ 事 務 費 500,000 500,000 0 事務手当等

ク 渉 外 費 20,000 20,000 0 講師・会場等打合せ等

ケ 雑 費 50,000 20,000 30,000 手数料等

３ 予 備 費 153,000 56,010 96,990

合 計 10,273,000 9,866,010 406,990
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九州地区公立学校教頭会会則
第１章　　名　　称

第１条　本会は、九州地区公立学校教頭会（略称　九公教）と称し、九州各県公立学校教頭会
に所属する副校長・教頭をもって構成する。

第２条　この会の事務局は、会長勤務県の教頭会事務局に置く。

第２章　　目的及び活動
第３条　この会は、九州各県公立学校教頭会の連絡調整を図り、会員の資質向上のために次の

事業を行う。
１　各県の連絡・協議
２　研究大会
３　勤務・待遇の改善
４　厚生・その他必要な活動

第３章　　役　　員
第４条　この会に、次の役員を置く。

１　会　　長　　１名　　　各県代表者で決める。
２　副 会 長　若干名　　　九公教会長以外の各県教頭会長をあてる。
３　監　　事　　２名　　　各県代表者で決める。
４　事務局長　　１名　　　会長が委嘱する。
５　会　　計　　１名　　　会長が委嘱する。

第５条　役員の任期は１年とし、重任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

第４章　　会　　　議
第６条　この会は、次の会合をする。

１　総　会
総会は、各県教頭会の代表である県会長（会長代理）で構成する。議事は県会長

（会長代理）の過半数の賛成によって決定し、賛否同数の場合は議長がこれを決定
する。年１回総会を開き、次のことを審議する。議決権は各県会長（会長代理）の
みが有する。
（１）役員の選出
（２）予算・決算の審議と承認
（３）会則の改正
（４）事業計画の承認
（５）その他、本会の目的のための必要な事項

２　前項１の総会が開催できない場合は、通信機器を活用したオンライン、又は書面で
の審議をもって総会に代える。

３　各県代表者会
各県会長及び事務局長（職員）、開催県の役員で構成し、年に２回これを開き、

次のことを決める。
第１回各県代表者会は総会を兼ねる。第２回各県代表者会は１１月～１２月に開

催する。

−105−



（１）次年度総会に提出する議案の作成と検討
（２）第１回各県代表者会・総会以降に生じた検討事項についての審議と承認
（３）役員の選出
（４）予算の更正、その他必要な事項の協議

４　研究大会
各県会員２０％以上の義務出席とし、年１回行う。ただし、開催日や地理的状況、

会場の収容人数等によっては、資料参加も考慮するが、できる限り資料参加者はな
くすようにする。
（１）資料参加者の大会誌の配付については、大会開催前に各県事務局に必要冊数

を確認し、大会終了後に各県事務局に送付する。
（２）第二次案内の配付については、事務の効率化と支出削減のため、事前に各県

事務局に確認し、必要部数を送付する。

５　その他の会議は次のとおり、年１回行う。
（１）事務引継ぎ会　　　　年１回（１月）
（２）会計監査　　　　　　年１回（２月）
（３）旅費等は九公教が負担する。

６　会議の出席者は別表のとおりとし、別表の４つの会議以外に会議を招集する場合は、
必要に応じて会長が招集する。

第５章　九州地区公立学校教頭会研究大会役員及び委員
第７条　研究大会を開くため、臨時に次の役員及び委員を置く。

１　大会会長　大会開催県の教頭会長がこれにあたる。
２　副会長　大会開催県以外の各県の教頭会長がこれにあたる。
３　事務局長・会計・各委員は大会会長が委嘱する。

（これらの任務は、大会事務終了後、自然解任とする。）

第６章　　会　　　計
第８条　この会の経費は、各県の負担金をもってあて、会計年度は４月１日より翌年３月３１

日までとする。

第７章　　附　　　則
この会則は、昭和４４年　４月　１日から実施する。
この会則は、平成　元年　５月２０日から実施する。
この会則は、平成１８年　７月２８日から実施する。
この会則は、平成２３年　８月１７日から実施する。
この会則は、平成２６年　５月２３日から実施する。
この会則は、平成２８年　６月１７日から実施する。
この会則は、平成２９年　６月１６日から実施する。
この会則は、平成３０年　６月２２日から実施する。
この会則は、令和　元年１１月　８日から実施する。
この会則は、令和　２年　６月２６日から実施する。
この会則は、令和　３年　６月１８日から実施する。
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この会則は、令和　６年　６月１４日から実施する。
この会則は、令和　７年　６月１３日から実施する。

別　表
　　　　　　　各 県 代 表 者 会 等 の 参 加 者　　　　　＜令和７年６月１３日（改正）＞

会　名（開催場所） 参　　加　　者

１
第１回各県代表者会・
総会

（大会開催県）

①　各県の会長及び事務局長（事務局長代理）各１名
②　代表者会を開催する県は５名以内

※議決権は各県会長（会長代理）のみが有する。

２
第２回各県代表者会

（大会開催県）

①　各県の会長及び事務局長（職員）
②　代表者会を開催する県は会長、事務局を含めて５名以内
③　九州大会次期開催県は会長、事務局を含めて４名以内

３
事務引継ぎ会

（次期大会開催県）

①　大会開催県は４名以内
　（会長、総務部長、研究部長、事務局など）
②　次期大会開催県は５名以内

４
会　計　監　査
（大会開催県）

①　監査委員として九公教役員監事２名（前年度大会開催県会長及び次年度
大会開催県会長）

②　監査の県よりオブザーバーとして事務局長等が参加の場合には旅費等は
当該県で負担する。

③　監査会を開催する県は４名以内
　（会長、総務部長、研究部長、事務局など）

※　福岡県が主管県の場合は、単位教頭会として参加者を小・中で協議し決定する。規定以上の場合は各
主管で負担する。

※　規定以上の参加を認めるが、旅費等（含、教育懇談会費）は当該県で負担する。
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令和７年度　九州地区公立学校教頭会　各県会員数・事務局
番号 県名 会員数 事　務　局　所　在　地 事務局

1 福岡小 750人

〒８１２－００５３
　福岡市東区箱崎２丁目５２－１
　福岡リーセントホテル１階
　福岡県公立小学校教頭会
　ＴＥＬ　０９２－２９２－２２９３
　ＦＡＸ　０９２－２９２－２２９４
　Ｅ-ｍａｉｌ：fskkai@ae.auone-net.jp

小森　　晃
（事務所長）

西原　敦子
（次長）

平野　　忍

2 福岡中 365人

〒８１２－００２７
　福岡市博多区下川端町９－１２　福岡昭和通ビル５階
　福岡県公立中学校教頭会
　ＴＥＬ　０９２－２７２－４０８７
　ＦＡＸ　０９２－２７２－４１２６
　Ｅ-ｍａｉｌ：fp.kyotokai@alpha.ocn.ne.jp

八塚　素子
（事務局長）

村上　明美

3 佐　賀 261人

〒８４０－０８１４
　佐賀市成章町２－１６　佐賀県婦人会館３階
　佐賀県公立学校教頭会
　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０９５２－２４－８６６９
　Ｅ-ｍａｉｌ：saga@kyotokai.jp

江口　浩文
（事務局長）

小川　裕子

4 長　崎 484人

〒８５０－００２９
　長崎市八百屋町３６－３　長崎県教育会館別館
　長崎県公立学校教頭会
　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０９５－８２１－８９８７
　Ｅ-ｍａｉｌ：n-kyotokai@mxa.cncm.ne.jp

出口　浩一
（事務局長）

林　　政孝

5 熊　本 513人

〒８６２－０９５０
　熊本市中央区水前寺３－３０－３１　熊本文教会館
　熊本県公立学校教頭会
　ＴＥＬ　０９６－３８３－３８０１
　ＦＡＸ　０９６－３８３－３８０７
　Ｅ-ｍａｉｌ：kuma-kyo@crest.ocn.ne.jp

吉岡　和博
（事務局長）

6 大　分 358人

〒８７０－０９５１
　大分市下郡４９６－３８　大分県教育会館１階
　大分県公立学校教頭会
　ＴＥＬ　０９７－５５６－３１７７
　ＦＡＸ　０９７－５５６－３１７６
　Ｅ-ｍａｉｌ：oita.ktk@galaxy.ocn.ne.jp

村上　　勉
（事務長）

竹本美恵子

7 宮　崎 368人

〒８８０－００２７
　宮崎市西池町１０－１３
　宮崎県公立小中学校教頭会
　ＴＥＬ　０９８５－２９－１３７４
　ＦＡＸ　０９８５－２９－１３８７
　Ｅ-ｍａｉｌ：miyazaki@kyotokai.jp

増岡聖一郎
（事務局長）

　
植村　智美

8 鹿児島 685人

〒８９２－０８３６
　鹿児島市錦江町２－１６　鹿児島県公立小・中学校教頭会館
　鹿児島県公立小・中学校教頭会
　ＴＥＬ　０９９－２２６－８２６８
　ＦＡＸ　０９９－８２２－５５８０
　Ｅ-ｍａｉｌ：ksth146@estate.ocn.ne.jp

榎本　四郎
（事務局長）

小濵　義智

9 沖　縄 372人

〒９００－００１４
　那覇市松尾１－６－１　八汐荘３階
　沖縄県公立小中学校教頭会
　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０９８－９４３－８５７３
　Ｅ-ｍａｉｌ：okikyoto@galaxy.ocn.ne.jp

石川　　宏
（事務局長）

合　計 4,157人
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大会本部

大会委員長　姫野　貴文

副委員長 疋田　新一郎・中山　香代・加藤　博

事務局

総務部長
（兼 事務局長）

廣嶋　英昭

運営部長 梶原　秀雄

研究部長 藤本　正徳

会計部長 森竹　友恵

総務部 運営部 研究部 会計部

部 長 廣嶋　英昭 部 長 梶原　秀雄 部 長 藤本　正徳 部 長 森竹　友恵

総務・渉外係 太田　英彦 全体会係 小倉　春男 研究係 阿南　雅彦

庶務・防災係 後藤　英明 全体会係 濱小路国弘 研究係 田﨑　　圭

会場係 佐藤　伸治 分科会係 菅　　秀一 教頭会事務局

会場係 今村　国博 記録係 藤塚　和也 村上　　　勉

会員係 中島　洋一 竹本　美恵子
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